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総論                                      １ 

 

第１章 創造分野                              １３ 

１．知的財産の創造基盤を整備する                      １３ 

（１）創造性を育む教育と科学技術に重点を置いた教育を推進し、世界に通用   １３ 

する優れた人材を育成する 

（２）魅力ある大学を作り、研究人材を充実させる               １３ 

①大学を活性化し、国際競争力を高める                  １３ 

②研究者の流動性・多様性を向上させる                  １４ 

  ③研究者を研究に専念させる                       １４ 

（３）その他知的財産を創造する環境を整備する                １５ 

２．大学等における知的財産の創造を推進する                 １５ 

（１）知的財産の創造を重視した研究開発を推進する              １５ 

①大学、公的研究機関において知的財産の創造を重視した研究開発を推進   １５ 

 する                                    

②研究開発において特許情報を活用する                  １５ 

③研究現場に知的財産担当者を配置する                  １６ 

（２）研究開発評価において知的財産を活用する                １６ 

①知的財産に関する総合的な評価指標を用いる               １６ 

②社会貢献が研究者の責務であることを明確化し、業績評価において知的   １７ 

 財産を重視する                               

③大学・研究開発型独立行政法人の評価において知的財産への取組状況を   １７ 

 用いる                                   

④公募型研究費の申請項目及び事後評価項目に追加する           １７ 

（３）研究者に多様なインセンティブを付与する                １８ 

①研究者個人への実施料を還元するルールを明確化する           １８ 

②知的財産への取組状況を研究資源の配分に反映させる           １８ 

（４）知的財産権の取得・管理といった知的財産関連活動に関する費用を充実   １８ 

   する                                    

（５）大学知的財産本部や技術移転機関（ＴＬＯ）といった、知的財産に関す   １９ 

る総合的な体制を整備する                          



 

①大学の知的財産本部を整備する                     １９ 

②ＴＬＯを整備する                           ２０ 

③知的財産取扱指針を制定し、ワンストップ・サービスを提供する      ２０ 

④対外窓口を明確化する                         ２０ 

⑤大学における知的財産に関する総合的な体制を整備し、機能を強化する   ２１ 

⑥大学知的財産本部・ＴＬＯを評価する                  ２１ 

⑦連携・ネットワーク化を推進する                    ２１ 

⑧大学の知的財産活動への学生の参加を奨励する              ２２ 

⑨大学の知的財産権に関する活動についての情報公開を促す         ２２ 

（６）知的財産に関するルールを明確化する                  ２２ 

①機関一元管理を原則とするとともに研究者の流動化へ配慮する       ２２ 

②産学官連携に関するルールの整備を支援し、契約締結の柔軟性を確保す   ２４ 

 る                                     

（７）大学発ベンチャーを促進する                      ２５ 

（８）国立大学法人によるライセンス対価としての株式取得を認める       ２６ 

（９）円滑な研究活動と知的財産の保護の両立を図る              ２６ 

①研究者間の自由な意見交換と特許保護の両立を図る            ２６ 

②研究における特許発明の使用を円滑化する                ２６ 

③研究マテリアルの使用を円滑化する                   ２６ 

３．企業・大学等を問わず質の高い知的財産の創造を推進する          ２７ 

（１）職務発明の相当の対価を取り決める手続について参考事例集を作成する   ２７ 

（２）新規性喪失の例外規定を見直す                     ２７ 

（３）国内優先権制度の趣旨及び内容を周知する                 ２８ 

（４）研究ノートの導入を奨励する                      ２８ 

（５）産学官連携活動における顕著な活動を表彰する              ２８ 

（６）日本版バイ・ドール制度を活用する                    ２９ 

①日本版バイ・ドール制度の利用を徹底させる               ２９ 

②日本版バイ・ドール制度の適用を拡大する                ２９ 

（７）産業界の意識を改革する                         ２９ 

（８）魅力あるデザインの創造を推進する                      ３０ 

                                         

第２章 保護分野                                     ３１ 

Ⅰ．知的財産の保護の強化                            ３１ 



 

１．特許審査を迅速化する                           ３１ 

（１）世界最高水準の迅速・的確な特許審査を実現する             ３１ 

（２）従来技術調査機関を育成し、その活用を図る                ３３ 

（３）出願・審査請求構造改革を推進する                    ３３ 

（４）従来技術調査のための環境を整備する                  ３４ 

２．出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進する                 ３５ 

（１）ニーズに応じた審査時期を担保する                    ３５ 

（２）出願人との意思疎通を密にする                      ３５ 

（３）先端技術分野や国際関連出願に重点を置き、審査体制を強化する       ３５ 

（４）料金の電子納付を推進する等、利用者の利便性を向上させる         ３６ 

３．知的財産の保護制度を強化する                      ３６ 

（１）医療関連行為の特許保護の在り方を検討する               ３６ 

（２）実用新案制度の利用を推進する                      ３６ 

（３）デザイン保護のために意匠制度を整備する                 ３７ 

（４）ブランド保護のために商標制度を整備する                 ３７ 

（５）地域ブランドの保護制度を検討する                   ３７ 

（６）営業秘密等の保護を強化する                       ３７ 

  ①営業秘密保護強化と技術流出防止を徹底する               ３７ 

②金型図面等の管理保護等を徹底する                     ３８ 

  ③医薬品の試験データの保護の強化等を検討する                 ３８ 

（７）データベースの保護を強化する                     ３８ 

（８）植物新品種の保護を強化する                        ３９ 

（９）損害賠償制度を強化する                         ３９ 

（１０）知的財産権侵害に係る刑罰を見直す                   ４０ 

４．紛争処理機能を強化する                          ４０ 

（１）知的財産高等裁判所（仮称）に期待する                   ４０ 

（２）証拠収集手続を拡充する                         ４０ 

（３）特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する             ４０ 

（４）裁判外紛争処理を充実する                         ４１ 

５．国際的な知的財産の保護及び協力を推進する                 ４１ 

（１）世界特許システムの構築に向けた取組を強化する               ４１ 

  ①国際的な審査協力を推進する                        ４１ 

  ②日米欧三極特許庁間で特許の相互承認の実現を図る            ４２ 



 

③特許協力条約（ＰＣＴ）の改革を推進する                 ４２ 

  ④途上国における権利取得を円滑化する                    ４２ 

  ⑤特許制度の国際的な調和を促進する                      ４２ 

  ⑥国際的な審査情報ネットワークを構築する                ４３ 

（２）国際的な著作権制度の調和等を推進する                   ４３ 

（３）デザインの国際的保護のための審査協力等を推進する           ４４ 

（４）国際的な商標の保護及び協力を推進する                  ４４ 

①商標の国際登録制度の利用を促進する                  ４４ 

②途上国に対する人材育成等の協力を推進する               ４４ 

③商標制度の国際的な調和を推進する                   ４４ 

（５）植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する             ４５ 

（６）国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する              ４５ 

（７）自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）等を活用する       ４５ 

（８）知的財産に関連する法律の英訳を国際的に発信する            ４６ 

                                         

Ⅱ．模倣品・海賊版対策                             ４７ 

１．外国市場対策を強化する                           ４７ 

（１）侵害発生国・地域への対策を強化する                  ４８ 

  ①企業・団体等による模倣品・海賊版対策を支援する            ４８ 

  ②侵害発生国・地域への具体的要請を行う                 ４９ 

  ③侵害状況調査を実施する                        ４９ 

（２）二国間の枠組みを活用する                       ５０ 

（３）欧米との連携を強化する                        ５０ 

（４）多国間の枠組みを活用する                       ５０ 

（５）アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する          ５１ 

２．水際での取締りを強化する                        ５２ 

２－１．侵害判断が困難な貨物の取締りを強化する               ５２ 

（１）特許権侵害品等の侵害判断・差止めを当事者の主張に基づき、専門的か   ５２ 

つ簡便・迅速に行う制度を確立する                      

（２）当該輸入者に関係なく同一製品の輸入を差し止める            ５３ 

（３）裁判外紛争処理（ＡＤＲ）機関を活用する                ５４ 

２－２．商標権侵害品等の取締りを強化する                  ５４ 

（１）模倣品等の流通態様に応じた取締りを強化する              ５４ 



 

①模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する               ５４ 

②マーク切除による脱法行為の取締りを強化する              ５４ 

③部分品・部品取外しによる脱法行為に対する取締りを強化する       ５４ 

④形態模倣品の取締りを強化する                     ５５ 

（２）個人輸入等の取締りを強化する                     ５５ 

３．国内での取締りを強化する                        ５５ 

（１）インターネットを利用した侵害の取締りを強化する            ５５ 

（２）商品の形態模倣に対する保護を強化する                 ５６ 

（３）肖像等を不正に使用した商品を取り締まる                ５７ 

（４）ノウハウ等の海外への流出を防止する                  ５７ 

（５）警察による取締りを強化する                      ５７ 

４．中小企業・ベンチャー企業の支援と啓発を強化する             ５８ 

（１）中小企業・ベンチャー企業の対策を支援する               ５８ 

（２）国民啓発を強化する                          ５８ 

５．官民の体制を強化する                          ５８ 

（１）政府内の連携体制を整備する                      ５９ 

（２）侵害発生国・地域の当局との当局間の連携を強化する           ６０ 

（３）官民・民民の連携を強化する                      ６０ 

（４）民間企業の体制を強化する                       ６０ 

６．模倣品・海賊版対策を集中的に処理する                  ６１ 

                                         

第３章 活用分野                                ６２ 

１．知的財産の戦略的活用を支援する                      ６２ 

（１）知的財産重視の経営戦略を推進する                    ６２ 

（２）知的財産の情報開示を促進する                     ６３ 

（３）知的財産戦略指標を策定する                      ６３ 

（４）知的財産の価値評価手法を確立する                   ６３ 

（５）知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度を活用する       ６４ 

（６）知的財産による資金調達の多様化を図る                 ６４ 

２．国際標準化活動を支援する                        ６５ 

（１）戦略的国際標準化活動を強化する                    ６５ 

  ①国の研究開発プロジェクト等における研究開発、知的財産権取得、標準   ６５ 

化を一体的に推進する                            



 

  ②産学官による戦略的な国際標準化活動を強化する             ６６ 

  ③標準化に関する人材育成のための環境整備を進める            ６７ 

  ④標準化に関する研究と産業界への普及を行う               ６７ 

（２）民間の国際標準化活動を促進する                    ６７ 

（３）技術標準に関連する知的財産権の取扱いルールを整備する          ６７ 

  ①技術標準の策定・普及を妨げる必須特許の権利行使に対する対処方法を   ６７ 

検討する                                  

  ②技術標準と知的財産権を巡る国際的な議論を促進する           ６８ 

  ③パテントプールに関する環境を整備する                 ６９ 

３．知的財産活用の環境を整備する                      ６９ 

（１）知的財産権のライセンスを安定強化する                 ６９ 

  ①倒産時等における知的財産権のライセンスの保護を図る          ６９ 

  ②オープンソースソフトウェア利用上の法的責任関係を整理する       ７０ 

（２）知的財産を活用したビジネスを振興する                 ７０ 

（３）実施許諾の意思を登録する制度（License of Right）を導入する      ７０ 

（４）知的財産の円滑・公正な利用を促進する                 ７１ 

（５）知的財産に関する保険を充実・促進する                 ７２ 

（６）租税条約を活用し国境を越えた知的財産の利用を促進する         ７２ 

４．中小企業・ベンチャー企業や地域を支援する                ７２ 

（１）中小企業・ベンチャー企業を支援する                  ７２ 

  ①知的財産の権利取得を支援する                     ７２ 

  ②海外展開を支援する                          ７３ 

③侵害被害の対応策を検討する                      ７３ 

④戦略策定等を支援する                         ７３ 

  ⑤研究開発や事業化を支援する                      ７４ 

  ⑥知的財産に関する情報の活用を促進する                 ７４ 

⑦知的財産に関する教育や研修を充実する                 ７５ 

（２）知的財産を活用して地域を振興する                   ７５ 

①地方公共団体の知的財産に関する自主的な施策策定を奨励する       ７５ 

②地域における知的財産の相談体制を強化する               ７６ 

  ③地域における産学官の連携体制を強化する                ７６ 

                                         

第４章 コンテンツビジネスの飛躍的拡大           ７８ 



 

１．業界の近代化・合理化を支援する                     ７８ 

（１）契約慣行の改善や透明化に向けた取組を奨励、支援する          ７８ 

（２）経営、法務、財務などにおける専門的人材の活用を奨励する        ７９ 

（３）独占禁止法等の厳正な運用により競争政策を充実させる          ７９ 

（４）弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する     ８０ 

２．資金調達手段の多様化を図る                       ８０ 

（１）「完成保証制度」の充実を図る                      ８０ 

（２）商品ファンド法による「映画ファンド」等に関する規制緩和の評価等を   ８０ 

   を行う 

（３）コンテンツに対する評価手法の確立や情報開示などを促進する       ８０ 

３．コンテンツの制作・投資等を促進するためのインセンティブを付与する    ８１ 

４．人材育成を強化する                           ８１ 

（１）「コンテンツ人材（プロデューサーや創作者等のコンテンツに関係する人   ８１ 

材）」を育成する                              

（２）人材育成の諸事業への支援を行う                    ８２ 

（３）映像産業振興機関の設立を支援する                   ８２ 

５．コンテンツ関連技術の高度化を図る                    ８３ 

（１）メディア芸術に関する研究開発等を推進する               ８３ 

（２）コンテンツのデジタル化を促進する                   ８３ 

（３）デジタルアーカイブ化に必要な技術基盤の研究開発を行う         ８３ 

（４）ハイビジョン技術の研究開発に対する支援等を行う            ８３ 

６．人材の発掘と顕彰を実施する                       ８４ 

（１）有能な人材を発掘する                         ８４ 

（２）優れた業績をあげた人材を顕彰する                   ８４ 

７．教育や啓発の充実に努める                        ８４ 

（１）子供への普及啓発を図る                        ８４ 

（２）コンテンツに関するルール及びモラルの向上等を図る           ８４ 

（３）東京国立近代美術館フィルムセンターの充実を図る            ８５ 

（４）文化遺産に関するコンテンツの作成や流通を推進する           ８５ 

８．海外展開の拡大と海賊版対策の強化を図る                 ８５ 

（１）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）等を通じ    ８５ 

た海外展開を支援する                            

（２）東京国際映画祭の抜本的な強化を図る                  ８６ 



 

（３）国際交流によるジャパンブランドの発信強化を図る            ８６ 

（４）我が国とＥＵとのワークショップを開催する               ８６ 

（５）あらゆるチャンネルを通じた海賊版の取締りを強化する          ８７ 

９．ブロードバンドなどを活用した事業展開を推進する             ８７ 

（１）デジタル技術を活用した仲介システム開発及び実証実験を行う       ８７ 

（２）コンテンツ流通市場を形成する                     ８７ 

（３）コンテンツ流通のためのシステム整備を行う               ８７ 

（４）ビジネスモデルの開発を支援する                    ８９ 

（５）コンテンツ利用に係る関係者間の合意形成などを促進する         ８９ 

（６）既存のコンテンツの有効活用を図る                   ９０ 

（７）青少年の健全育成への自主的な取組を奨励、支援する           ９０ 

（８）コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発、普及を行う     ９１ 

（９）権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する             ９１ 

  ①技術的側面からの保護を行う                      ９１ 

  ②権利の付与等により保護を行う                     ９１ 

（１０）技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する       ９３ 
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総 論

１．はじめに

《我が国を取り巻く状況》

これまで我が国は、欧米の先進的な技術を貪欲に導入し、これを基盤としながら

その上に漸進的な改良・改善を積み重ねるとともに、勤勉で良質な労働者のチーム

ワークを如何なく発揮することで、世界に冠たる「ものづくり」のシステムを築き

上げることに成功した。この結果、８０年代の我が国は、発展途上国のみならず欧

米諸国の注目を集める存在であった。

しかしながら 「失われた１０年」と言われる９０年代に入って、こうした状況、

は一変し、いわゆるバブル経済が崩壊して以来、長期化する不良債権問題など数

々の要因が複合的に重なり合って、我が国経済は未曾有の不況に陥った。最近で

は輸出の増加などにより景気の回復が見られるものの、雇用情勢などは依然とし

て厳しく、未だデフレ克服には至っていない状況にある。

《環境の変化とそれへの対応の遅れ》

９０年代初めまで世界のトップであった我が国産業の国際競争力が、近年著しく

低下した要因には様々なものが考えられるが、その一つとして、近年の急速な環境

、 、 、の変化の中で 我が国がこれまでの成功体験ゆえに 旧態依然とした制度に甘んじ

従来の「日本型モデル」を大胆に変革することができなかったという側面を挙げる

ことができる。

例えば、経済活動のグローバル化、世界的な競争の激化・加速化といった環境の

変化の中で、我が国産業の事業形態がいまだに総花的であり、国際競争力のある事

業分野への「選択と集中」が進んでいないといった問題がある。

また、アジア諸国が、我が国産業の国際競争力に与える影響も無視し得ない。ア

ジア諸国は、近年の急速な技術水準の向上と格安な人件費などを武器に、低コスト

で規格化された製品を大量に作り出すという作業において、今や我が国を凌駕しつ

つある。一定の品質を維持しながら、コスト競争力をいかして競争優位を追求する

という我が国産業がこれまで得意としたアプローチは、今日、その有効性が低下し

ている。
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《知識経済下におけるイノベーションの重要性と改革の必要性》

現在の我が国経済を考える上で、上記に加えて、経済成長の源泉に関するもう一

つの要因変化に着目する必要がある。それは、今日の先進国の経済成長において、

技術革新・イノベーションが果たす役割の重要性が増大しているという点である。

「知識経済」という言葉に象徴されるように、今日の経済活動において知識が生み

出す付加価値の重要性は、以前に比べて格段に高まっている。現在、企業が直面し

ている競争は、同一製品・サービスをめぐる伝統的な価格競争というよりも、他社

とは差別化した革新的な製品・サービスをめぐる、よりダイナミックな競争にその

比重が移りつつある。

このような状況の下では、絶え間なくイノベーションを生み出し続ける必要があ

り、そのためには、卓越した個人の能力とそれを十分にいかすシステムが重要とな

る。しかしながら、この点に関する限り、我が国にはまだまだ改善すべき点が多い

と思われる。今後、少子高齢化の進展に伴い労働人口が減少し、また、これまでの

、 、ような旺盛な投資活動にも限界があるとすれば 我が国の経済成長の鍵を握るのは

まさにイノベーションによる生産性向上なのである。

したがって、今後とも我が国が持続的な経済成長を遂げていくためには、一刻も

早く、イノベーションが持続的に生み出される仕組みを整える必要があり、そのた

めに大胆な改革を早急に進める必要がある。幸い、我が国の産業界や大学等には、

これまでの経済発展を支えた知的ストックが存在しており 「知識経済」という新、

たな環境に対応した独創的・革新的な成果を生み出していくことは、決して不可能

なことではない。我が国は、勤勉で有能な労働力にあふれている。知識・技術とい

った無体の資源は、土地やエネルギーといった有体で有限の資源とは異なり、それ

を創造する独創的な個人が存在する限り枯渇することはないのである。

また、近年、我が国の映画、アニメ、ゲームソフトといったコンテンツは、世界

で高い評価を受けている。国内においても、ブロードバンドを利用したコンテンツ

ビジネスが新しい産業として飛躍する可能性に注目が集まっている。このため、狭

義の技術だけでなく、コンテンツの創造、保護及び活用を図ることも重要となって

いる。

《 知的財産立国」の実現に向けて》「

「知識経済」という新たな環境の下でイノベーションやコンテンツを生み出し、
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それらを経済成長の糧としていくためには、まず、大学等における知的創造活動を

刺激・活性化する必要があるが、それだけでは十分と言えず、その成果を知的財産

として適切に保護し、それを有効に活用することによって、初めて経済の活性化が

図られる。

このような認識に基づき、知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することによ

り活力ある経済社会を実現するための国家像として、知的財産戦略会議は、２００

２年７月に知的財産戦略大綱を取りまとめ、その中で「知的財産立国」を目指すこ

ととした 「知的財産立国」とは、発明・創作を尊重するという国の方向性を明ら。

かにし 「ものづくり」に加えて、技術・デザイン、ブランドや音楽・映画等のコ、

ンテンツといった価値ある「情報づくり 、すなわち無形資産の創造を産業の基盤」

に据えることにより、我が国経済社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちさ

れた国家戦略である。

米国においては、特許訴訟における控訴審レベルの判決が不統一であり、その弊

害が大きくなっていたことから、１９８２年に特許訴訟を専属的に扱う連邦巡回区

控訴裁判所（ＣＡＦＣ）が設立された。ＣＡＦＣの設立は判例の統一を主眼とした

ものであったが、それにより権利の安定性や判決の予測可能性が向上したことで、

結果として、特許を重視した事業活動の展開に貢献することとなった。そのため、

ＣＡＦＣの設立は、米国における特許重視（いわゆる「プロパテント ）の流れの」

中で中心的な役割を果たしたと考えられている。

また８５年には、大統領の諮問委員会により、米国の競争力に関する報告書、い

わゆる「ヤング・レポート」が取りまとめられた。その後、米国は、ガット・ウル

グアイラウンドにおいて締結された知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Ｔ

ＲＩＰＳ協定）や二国間交渉を通じて、知的財産権の保護が不十分な国において保

護水準の引上げを図り、米国企業の海外展開を側面的に支援した。

このように、米国における８０年代の諸般の改革や知的財産を重視するという姿

勢への変化が、本格的な情報化時代の到来や知識経済化の進展といった社会経済情

勢の変化に呼応した形で、米国産業の国際競争力を回復強化させ、長期にわたる経

済成長の実現に貢献したことは確かであると思われる。

他方、我が国においては、２００２年１１月に知的財産戦略大綱を受けて知的財

産基本法が制定された。２００３年３月からは、同法に基づき、内閣に知的財産戦

略本部（以下「戦略本部」という ）が設置されている。これにより、知的財産推。

進計画（以下「推進計画」という ）を策定する体制が整い 「知的財産立国」の実。 、
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。 、 、現に向けた新たな一歩を踏み出したこととなる 米国に遅れること２０年 今こそ

既存の枠組みや従来の発想にとらわれない推進計画を策定して、知的財産戦略を推

進していかなければ、我が国の経済再生は手遅れになってしまうおそれがある。

ただし、このことは、単に米国の制度をそのまま導入すればよいということを意

味するものではない。知的財産制度は国際的な広がりを持つものである以上、それ

は国際的に通用するものでなければならないのは当然のこと、それにとどまらず、

我が国独自の確固たる戦略に基づき構築されなければならない。

このような認識に立って、今後、戦略本部は大胆な改革を実施できるよう、推進

計画に盛り込まれた施策の推進を強力に後押ししていく必要がある。特許やノウハ

ウ、映画・ゲームソフトなどのコンテンツといった知的財産を国富の源泉として、

これを最大限に活用することにより、一刻も早い「知的財産立国」の実現を目指す

ことこそが、我が国経済が持続的成長を続けていく上での喫緊の課題であるといえ

る。

そのためには、大学、企業、政府等のあらゆる部門で、従来の制度や慣行をゼロ

から見直し、世界に通用する制度を作り上げることが必要である。

《知的創造サイクルの活性化》

知的財産を有効に活用して国富を増大させるためには、研究開発部門やコンテ

ンツの制作現場において質の高い知的財産を生み出し、それを迅速に権利として

保護し、そして産業界においてその付加価値を最大化させていくことが求められ

る。さらに、そうした流れが確固たるものになればなるほど、その流れは骨太か

つ盤石なものとなり、より拡大された知的財産の再生産が始まることになる。つ

まり、そこに好循環（ 知的創造サイクル ）が生じることになる。「 」

「知的財産立国」とは、一部の知的財産に関係する人々の営みによってのみ実

現されるものではなく、知的財産によって得られる果実を万人が享受し、そして

その恩恵に啓発されて、万人による知的財産の創造活動が始まる流れの中で実現

されるものである。

そうした意味において、真の「知的財産立国」を実現するためには、創造、保

護、活用、そしてそれらの活動を支える卓越した人材の育成など、国民全体の社

会的参画の視点を踏まえた上で、それぞれの取組を最大限に行うことはもちろん

のこと、それらを一体的、有機的な連携の下に行わなければ、知的創造サイクル
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を早く大きく展開させることはできない。

《 知的財産立国」により実現される社会》「

知的財産立国 は 発明や創作を尊重するという国の方向性を明らかにし も「 」 、 、「

のづくり」に加えて、技術・デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツと

いった価値ある「情報づくり」によって、我が国経済社会の再活性化を図るとい

うことである。

戦後、荒廃した我が国経済を強力に牽引してきたのは、様々な製造業に代表さ

れる ものづくり であったが 今後は 他国の追随を許さない我が国独自の 情「 」 、 、 「

報づくり」を基盤としていくことになる。また、そうした情報から生み出される

付加価値を最大限活用することによって、アジア諸国の急速な追い上げを受けて

いる「ものづくり」も活性化させることが可能となる。

「情報づくり」とは、これまで我が国を支えてきた「ものづくり」の基盤をな

すものであると同時に、新たな事業分野を切り開くものである。したがって 「知、

的財産立国」の実現により、我が国製造業の技術力・競争力の回復・強化のみな

らず、新たな雇用機会の創出を通じて、経済を活性化させることも期待できる。

また「情報づくり」は、我が国産業の国際競争力の強化やその持続的な発展、

そこからもたらされる国民全体の所得水準の向上に伴う物質的な豊かさの実現だ

けに寄与するわけではない。それは同時に、音楽や映画、アニメ等のコンテンツ

を作ることでもあり、それはとりもなおさず、我が国の「文化」そのものを作る

ことである。したがって 「知的財産立国」においては、質の高い魅力ある文化が、

育まれ、それを我々が広くあまねく享受することによって、精神的な豊かさも実

現することが期待できるのである。

２． 「知的財産立国」実現に向けた取組方針

《３つの視点》

我が国の知的財産制度は、特許法にせよ著作権法にせよ、その起源は明治時代に

まで遡り、今日の経済社会に深く根ざすものとなっている（現行法の枠組みが形成

された昭和３４年（特許法、意匠法、商標法 、昭和４５年（著作権法）からも既）
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に数十年以上が経過している 。他方で、古くから社会に存在する制度であればあ。）

る程、その制度が時代の要請に応えているか否かを不断に検証する必要があり、こ

れまでも累次の制度改正が行われてきたところである。

しかしながら、今日の経済社会の変化のスピードは極めて早く、その変化の度合

いはダイナミックである。現在、我が国はいまだ長期にわたる不況から脱すること

ができず、将来に対する明確なビジョンを模索している状態である 「知的財産立。

国」という目指すべき方向が明らかとなった今こそ、社会経済情勢の変化に受動的

に対応するのではなく、これを先取りする改革を行って、早急に経済を再生させる

必要がある。

このため、以下のような方針をもって 「知的財産立国」の実現に取り組むこと、

とする。

（１ 「従来の枠にとらわれない、知的財産に関する特例を作る」）

我が国産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会を実現できるよう、知的

財産制度の国際調和を推進するとともに、それと方向性を一にしつつ国富の増大

に資する制度であれば、従来の既成概念にとらわれることなく、大胆かつ柔軟に

そうした仕組みを構築すべきである。

（２ 「国際競争力のある、世界に通用する制度を作る」）

今や世界はボーダレスエコノミーとなっており、魅力ある市場環境を求めて、

企業が国を選ぶ時代になっている。そして、知的財産戦略を企業経営の中核に位

置付ける会社が多くなる中、事業者にとって魅力ある知的財産制度を構築した国

は、そこに世界各国の企業が集まり、様々な事業活動が活発となって、結果とし

て国が発展することになる。既に世界各国の間で知的財産制度の競争は激化しつ

つあり、我が国においても、それに遅れることなく世界に通用する魅力ある制度

を構築すべきである。

（３ 「時機を逸することなく、迅速に改革を行う」）

「私は、かなり現実に拘泥せずに世界を見つめていたつもりであるが、やはり

日本の現状に心をとらわれ過ぎていた。今や世界はものすごいスピードで進歩し

ている 」とは、今から５０年前の本田宗一郎氏の言葉である。。
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いわんや、現在の世界は 「ドッグ・イヤー」と言われるほど大変なスピード、

で変化し続けており、その中で淘汰されないためには、時機を逸することなくそ

の変化に適合できるよう、企業もさることながら、国の制度も変化し続けなけれ

ばならない。

《実施体制》

「知的財産立国」を実現していく上で、我が国にはもはや一刻の猶予も残されて

いない。

推進計画に盛り込まれた施策の実施に当たっては、担当府省が責任を持って取り

組むこととする。また、担当府省が複数に及ぶ場合には、互いに緊密な連携を確保

することで、実施の推進を図ることとする。このため、推進計画における具体的施

策ごとに担当府省が付されている。

戦略本部は、担当府省の取組状況を恒常的に確認するとともに、施策の取組が遅

れている場合などには、その実施を促すものとする。また、担当府省が複数に及ぶ

場合などで、意思疎通が十分に図られていない等の理由により、施策の実施が遅れ

ている場合には、戦略本部が総合調整を行うこととする。推進計画における具体的

施策の担当府省として、特に戦略本部は明記されていないが、以上のような意味に

おいて、戦略本部はすべての施策の実施に関与することになる。

さらに、重要性の高い政策課題については、担当府省の取組と同時に戦略本部に

おいても調査審議することとする。そのため、知的財産戦略本部令（平成１５年２

月政令第４５号）第２条の規定に基づき、戦略本部に専門調査会を設置する。

また「知的財産立国」は、広く国民全体が意識を共有することによって初めて実

現されるものである。そのため、戦略本部は、広く一般からの意見を不断に求める

とともに、地方における取組を活性化させると同時に忌憚のない意見を聴取するた

め、全国各地において、知的財産戦略に関する説明会やシンポジウムを開催するこ

ととする。
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３． 「知的財産立国」実現に当たって配慮すべき事項

（１）中小企業・ベンチャー企業への支援

中小企業は、我が国の産業基盤を支え、地域経済の担い手として極めて大きな

役割を果たしている。またベンチャー企業に対しては、新産業の創出の観点から

期待が高まっている。昨今の厳しい経済情勢の下、追加的な労働力や十分な運転

資金の確保が期待できない今こそ、多様で活力ある成長発展をしていくために、

中小企業・ベンチャー企業は知的財産の重要性を改めて認識し、その戦略的な保

護・活用に取り組む必要がある。

しかし中小企業・ベンチャー企業は、多くの場合、事業を支える革新的な技術

を有していても、それを知的財産として保護し活用するという意識が乏しく、ま

た大企業に比べて、実施体制も決して十分とはいえない。

このため政府は、知的財産の創造、保護、活用及び人材育成のあらゆる分野に

おいて、中小企業・ベンチャー企業向けの必要な施策を行う必要がある。

（２）地域の振興

近年、地方分権の流れの中で、地域の特性をいかした特色ある地域社会が実現

されつつある。

そうした中で、地方自治体においても、知的創造の拠点たる大学等を地域の核

として、関連研究機関、研究開発型企業との産学連携によって、革新的な技術開

発を実現するなど、知的財産に関する取組が本格化しつつある。また、そこで生

まれる人的ネットワークを基盤とし、技術情報、経営情報などの経営資源を関係

者間で共有することを通じて、地域クラスターを形成し、地域特有の新規事業を

開拓するという動きもみられる。

政府は、今後とも引き続き、全国各地において特色ある発明や創作が生み出さ

れ、国全体が知的財産を核として豊かになれるよう、こうした取組を推進してい

く必要がある。

（３）行政・司法のサービス向上

「知的財産立国」の実現に向けて、行政や裁判所は真摯にユーザーの要望に耳

を傾け、不断にサービスの向上に努める必要がある。
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また、一般の国民にとって、知的財産はその技術的専門性や法律的専門性ゆえ

に、これまで馴染みが深かったとはいえない状況にある。

したがって、行政や裁判所は、社会のネットワーク化が進展している状況を踏

まえ、知的創造サイクルを早く大きく回すために、国民に対して積極的に一層の

情報提供を進め、出願手続きの合理化や、先駆的な発明等の知的財産権に関する

紛争処理手続きの見直しなどサービスの向上に努めるべきである。

（４）競争政策の重要性と表現の自由などの重視

知的財産権の強化は情報化時代の必然である反面、権利の強化には弊害も伴

い、具体的には、競争上の弊害と、表現の自由等の現代社会が有している基本的

価値との抵触が考えられる。

競争上の弊害の除去については、独占禁止法を中心とした競争法がその中心を

なし、必要に応じてその強化もかかせない。米国においては、知的財産の独占に

対しても独占禁止法が厳しく適用されており、そのことが競争を生み出し、その

結果として新たな産業の発展につながっている。我が国においても、バランスの

とれた適切な対応が必要である。

、 、 、また 知的財産の保護があまりに過度となった場合には 公正かつ自由な競争

学問・研究の自由、表現の自由などといった現代社会が有している基本的価値と

抵触する可能性がある。したがって、これらの基本的価値に留意しつつ、バラン

スのとれた知的財産制度を目指す必要がある。

なお、大学においては、知的財産の創造、活用への期待に応えていくことが求

、 。められる一方 大学における本来的な役割である教育・研究を忘れてはならない

さらに、大学における知的財産に関する制度設計は、大学における学問・研究の

多様性を踏まえた柔軟なものとすることが肝要である。

４． 知的財産戦略の１年の歩み

（１）推進計画の決定

戦略本部は 知的財産を核に産業の国際競争力を強化し 国富を増大させる 知、 、 「

的財産立国」を実現するため、２００３年７月８日に推進計画を策定した。
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推進計画は、従来の枠にとらわれることなく、国際的に通用する制度を迅速に

、 、作るという理念の下 関係府省が実施する約２７０項目に及ぶ施策から構成され

戦略本部を中心として、政府一体となった取組を推進するものとなった。

（２）専門調査会における検討

推進計画の決定の際に、更に調査検討が必要とされた知的財産政策の重要課題

について検討するため 「権利保護基盤の強化に関する専門調査会 「コンテン、 」、

ツ専門調査会」及び「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」の

３つの専門調査会が設置された。これらの３専門調査会は、２００３年秋から検

討を開始したが、権利保護基盤の強化に関する専門調査会は、２００３年１２月

に「特許審査を迅速化するための総合施策について」及び「知的財産高等裁判所

」 、 「 」の創設について を ２００４年５月には 模倣品・海賊版対策の強化について

をとりまとめた。また、コンテンツ専門調査会は、２００４年４月に「コンテン

ツビジネス振興政策」をとりまとめ、それぞれ戦略本部に報告した。さらに、医

療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会では、患者と医師の信頼関係

、の下で等しく行われるべき医行為等に悪影響を及ぼさないように十分配慮しつつ

国民の保険医療水準の向上に資する有用で安全な医療技術の進歩を促進する観点

から、医療関連行為の特許法上の取扱いについて検討が進められている。

また、総合科学技術会議「知的財産戦略専門調査会」においては、大学等の研

、 。究成果の取扱いについて検討が行われ ２００４年５月にとりまとめが行われた

（３）推進計画の成果

推進計画にある各種施策については、これまでにいくつかの成果が出始めてい

る。まず、大学では、国立大学の法人化により大学が法人格を取得し、大学運営

について大幅な自主性が認められることを契機に、大学における研究成果を原則

機関帰属とするとともに、大学の知的財産本部の整備や技術移転機関（ＴＬＯ）

との連携の強化を図る等、産学連携を推進するルールや体制の整備が図られつつ

ある。これによって、大学において産み出された知的財産が適切に保護・管理さ

れ、さらに産業の面でも活用されることが期待される。

また、今後、審査順番待ち案件が８０万件に拡大すると予想されている特許審

査については、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案の
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国会提出や任期付審査官の２００４年度における９８名の増員などの総合的施策

が実施に移されつつある。これらの施策を引き続き強力に推進していくことによ

り、審査の順番待ち期間を最終的にはゼロとすることを目指し、世界最高水準の

迅速・的確な特許審査を実現することが期待される。

知的財産を巡る紛争処理機能については、知的財産に関する事件についての裁

判の一層の充実及び迅速化を図るため、これを専門的に取り扱う知的財産高等裁

判所設置法案が今国会に提出された。また、これと合わせ、裁判所調査官の権限

の拡大及び明確化、侵害行為の立証の容易化と営業秘密の保護や特許侵害訴訟と

無効審判の関係の整理などの措置を盛り込んだ裁判所法等の一部を改正する法律

案も今国会に提出された。今後、こうした体制の整備により、世界をリードする

裁判所として適正・迅速な知的財産訴訟の実現が期待される。

模倣品・海賊版対策の強化については、知的財産権侵害疑義物品の輸入者・製

造者等の情報を権利者に開示すべく、関税定率法が改正され、２００４年４月に

。 、 、施行された これにより侵害認定手続の正確性 透明性等が一層高まるとともに

権利者による侵害発生国や我が国での権利行使が容易になることが期待される。

また、ＯＤＡ大綱やＡＰＥＣ首脳宣言・閣僚宣言において知的財産権の保護が盛

り込まれるなど外国市場対策でも一定の進展が見られる。

知的財産の活用では、信託業法案が国会に提出され、これが成立した場合、信

託という仕組みを利用することにより、企業等が持つ知的財産の管理・活用や知

的財産を利用した資金調達の手段の多様化が図られることになる。加えて、知的

財産権に関するライセンサーの立場にある企業が倒産した場合に、当該知的財産

権のライセンスを受けている企業の保護等を内容とする破産法が２００４年５月

に成立した。また、企業においても、知的財産を経営戦略の中核に位置づけ 「知、

財立社」を目指す動きが見られるようになっている。

さらに、我が国のコンテンツは、近年、海外で高い評価を得ているが、その魅

力をビジネスとして十分生かしきれていないのが現状である。このため、上述の

コンテンツ専門調査会において、業界の近代化、人材育成、資金調達等に関する

「コンテンツビジネス振興政策」が取りまとめられ、また、エンターテインメン

ト・ロイヤーズ・ネットワークの結成、東京大学におけるコンテンツプログラム

の公表など、官民一体となった総合的な取組が進められている。

総合的なコンテンツの振興を図るため 「コンテンツの創造、保護及び活用の、

促進に関する法律案 （議員立法）が、また、権利者へ利益が還元されるための」
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基盤を整備する観点から、音楽レコードの還流防止措置及び書籍・雑誌の貸与権

の付与等を内容とする「著作権法の一部を改正する法律案」が、それぞれ今国会

に提出された。

知的財産の専門人材の育成については、法曹人口の増加の中で、知的財産法に

関する研修には多数の弁護士が自主的に参加するなど弁護士の知的財産への関心

への高まりが見られる。また、弁理士についても、弁理士人口の量的拡大が進む

中で特定侵害訴訟代理人としてのいわゆる付記弁理士が２００３年度から誕生し

ている。さらに、２００４年４月より設置された法科大学院では、６８校全ての

法科大学院において、知的財産法に関する授業科目が開設されるなど知的財産に

関する教育も着実に進みつつある。このほか、司法試験において知的財産法を選

択科目にすることも検討されている。

以上、推進計画の主要な成果を例示したが、ここで紹介した他にも、多くの成

果が生まれており 「知的財産戦略の一年の歩み」としてまとめ、巻末に添付し、

た。

５． 知的財産推進計画２００４の作成と今後のスケジュール

我が国の知的財産を取り巻く環境はたえず変化しており、知的財産戦略の工程

表である推進計画も、不断に見直していく必要がある。

このような観点から、戦略本部は、知的財産基本法に基づき推進計画の見直し

作業を行い、この度 「知的財産推進計画２００４」を取りまとめた。、

見直しに当たっては、既存の施策の一層の具体化を進めるとともに、知的財産

戦略全体を俯瞰して、進展が十分でない課題について、施策の追加や新たな課題

。 、 。への取組などを盛り込んだ この結果 実施すべき施策は約４００項目となった

《今後のスケジュール》

知的財産推進計画２００４策定後の当面の目標は、２００４年度中に取り組む

べき施策を着実に実施するとともに、２００５年に開かれる通常国会に、できる

限り多くの知的財産関連法案を提出することとする。

また、２００４年度末を目途に同計画の進捗状況をさらにフォローアップし、

必要な施策の追加・拡充を図ることとする。
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第１章 創造分野 

 

知的創造サイクルは、知的財産の創造から開始される。独創的かつ革新的な

研究開発成果を生み出し、それを社会に還元するメカニズムを抜きにして「知

的財産立国」は実現しない。特に、我が国の研究資源の多くを有する大学・公

的研究機関等の役割は極めて大きい。 

今後我が国が「知的財産立国」を目指すためには、大学・公的研究機関等に

おいて発明、ソフトウェア、データベース等の優れた知的財産が創出され、そ

れが社会において最大限に活用されるメカニズムを構築するとともに、非凡な

才能を有する研究者の創作意欲をこれまで以上に刺激する必要がある。 

以上の認識に基づき、以下の施策を講ずることにより、大学・公的研究機関

等における質の高い研究成果の創出を促すとともに、優れた知的財産を創出し

た研究者を十二分に評価する社会の実現を目指す。 

 

１．知的財産の創造基盤を整備する 
 

（１）創造性を育む教育と科学技術に重点を置いた教育を推進し、世界に通用

する優れた人材を育成する 

２００４年度も引き続き、創造力の豊かな研究者を育成するため、多様な個

性・能力を伸長させる教育環境を整備するとともに、科学技術に力点を置いた教

育を推進し、世界に通用する優れた人材を育成する。 

（文部科学省） 

 
（２）魅力ある大学を作り、研究人材を充実させる 

①大学を活性化し、国際競争力を高める 

ⅰ）２００３年度に調査・公表された大学の情報公開の取組状況を踏まえ、２０

０４年度も引き続き同様の調査を行うなど、大学の教育研究業績情報の公開を

充実させることを促す。 

ⅱ）国立大学が法人化し、各法人の判断により弾力的な人事制度を導入し得るこ

ととなったことなどを踏まえ、２００４年度も引き続き、大学において特許を

含めた研究成果の評価を行い、年功序列から真の実力主義に移行することを促

す。 
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ⅲ）２００４年度も引き続き、各分野において優れた教育研究を行う大学を国際

的競争力のある大学として育成する。なお、競争的資金の審査においては、大

学に過度の負担をかけないよう留意する。 

（文部科学省） 

 

②研究者の流動性・多様性を向上させる 

競争的原理を与える流動性、及び研究者を相互に触発させ、研究活動を活性化

させる多様性を向上させるため、以下の施策を行う。 

ⅰ）２００３年度に研究人材流動化計画の取組状況が調査・公表されたところで

あるが、総合科学技術会議の「研究者の流動性向上に関する基本的指針」を踏

まえ、２００４年度も引き続き同様の調査を行い、取組状況を公表し、その定

着に向けた措置を講ずるとともに、異動する研究者が経済的に不利益を受ける

ことのないようシステムの改善に向けた検討を行う。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

ⅱ）文部科学省科学技術・学術審議会の「国際競争力の向上のための研究人材の

養成・確保を目指して」を踏まえ、２００４年度も引き続き、各大学等におい

て、他大学・民間出身者、外国人研究者、女性研究者の採用目標や採用に当た

っての配慮（外国人研究者の招聘を促進するため、研究環境と生活環境を充実

させる等）を、各々の主体的な判断により明確化する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

ⅲ）民間において、博士課程修了者やポストドクター経験者等の若手研究者の採

用が行われるよう、実務・実践能力の習得等のための支援を２００４年も引き

続き行う。 

（総合科学技術会議、関係府省） 

 

③研究者を研究に専念させる 

研究者初期は、研究者として伸びる時期であり、その時期に研究に専念させる

環境作りは重要であるので、大学・大学院教育を充実させ、特に若手研究者を研

究に専念させるため、「国際競争力の向上のための研究人材の養成・確保を目指

して」を踏まえ、２００４年度も引き続き、各大学等が各々の主体的判断により、

専任の研究・教育補助者の増加を行うよう促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 
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（３）その他知的財産を創造する環境を整備する 

２００４年度も引き続き、以下の施策を実施する。 

ⅰ）研究施設・設備の改善については、文部科学省の「国立大学等施設緊急整備

５か年計画」等を踏まえ、一層の推進を図る。 

ⅱ）各地方公共団体等で策定された知的財産戦略を踏まえ、地方公共団体等と大

学・研究開発関連独立行政法人との連携を着実に進める。 

ⅲ）企業及び個人から大学への寄附に関する環境整備について、検討を進める。 

ⅳ）学術コンテンツポータルシステムなどにより、学術デジタルコンテンツなど

大学における研究情報を体系的に収集する体制の整備や、日本発の電子的な学

術雑誌の育成により大学、学協会等からの研究情報発信機能を強化し、研究情

報の国際的な流通を促進する仕組みを整備することにより、研究開発成果や研

究論文の流通を促進する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

 

２．大学等における知的財産の創造を推進する 
 

（１）知的財産の創造を重視した研究開発を推進する 

①大学、公的研究機関において知的財産の創造を重視した研究開発を推進す

る 

ⅰ）２００４年度も引き続き、民間の参加も得て、基礎研究段階からその研究成

果の応用、技術移転に至るまで一貫して実施する研究開発制度や、国として戦

略的に獲得すべき重要な知的財産の取得に向けた研究開発を推進させる。その

際には、知的財産の創造、保護及び活用に十分配慮した研究及び評価を行う。 

ⅱ）２００４年度以降も、「第２期科学技術基本計画」を踏まえて競争的資金の

倍増を目指し、重点的に拡充を図る。 

ⅲ）２００４年度も引き続き、競争的資金を用いて先端科学技術機器等の開発・

実用化を進める。また、世界最高水準の研究活動を先導する最先端の大型研究

施設・設備の活用を促進する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②研究開発において特許情報を活用する 

ⅰ）論文等の書誌情報と特許情報との統合検索システムの整備に向けてシステム
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の仕様について検討を行った結果を踏まえ、２００４年度にシステムの整備を

開始し、２００５年度からの運用を目指す。 

ⅱ）特許情報の調査は、重複研究の防止や権利侵害の未然回避につながるため、

２００４年度中に大学等の研究者に対してその重要性を周知し、研究テーマの

調査や研究成果の評価を行う際に特許情報を調査することを奨励するととも

に、大学等としてのリスク管理の在り方について検討することを促す。 

  ⅲ）２００４年度も、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の機能の向上と提供情報の拡

充に努めるとともに、国立大学法人への専用回線接続の検討等、大学等への特

許電子図書館の普及に対して積極的に支援するなど、大学等研究者が質の高い

特許情報等へ容易にアクセスできる環境を整備する。 

ⅳ）２００４年度も引き続き、特許情報検索の専門家を派遣するなど特許情報の

検索方法、活用方法に関する研修事業を更に進める。 

ⅴ）２００４年度も引き続き、国の資金による研究開発については、研究課題の

選定等において特許情報を活用する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

③研究現場に知的財産担当者を配置する 

２００４年度も引き続き、技術に関する知的財産の創造が想定される分野にお

いては、大学等の研究現場の適切な単位毎に産学官連携コーディネーターなどを

知的財産担当者として配置し、当該担当者に対して知的財産に関する研修を行う

ことを奨励する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

 

（２）研究開発評価において知的財産を活用する 

①知的財産に関する総合的な評価指標を用いる 

２００４年度以降、知的財産に関する指標を評価、研究費配分その他の研究資

源の配分に活用するに際しては、特許等の（出願）件数を参考としつつも、ライ

センス実績（件数、収入）、特許出願書類等における特許・論文の被引用度とい

った質的な側面、さらには共同研究実績、起業実績、コンサルティング件数とい

った点を重視した「総合的な評価指標」を用いる。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 
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②社会貢献が研究者の責務であることを明確化し、業績評価において知的財

産を重視する 

ⅰ）国立大学法人の業務の一つとして「国立大学における研究の成果を普及し、

及びその活用を促進すること」が明確に位置付けられたことなどを踏まえ、２

００４年度以降、大学等は、知的財産の創造が想定される分野においては、研

究者の業績評価として研究論文等と並んで知的財産を重視する。その際、「総

合的な評価指標」を用いる。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

ⅱ）２００４年度以降、大学が、透明性・公正性に十分配慮した適正な評価シス

テムをできる限り構築し、学内に周知を図るよう促す。評価システム構築に当

たっては、企業における人事システムの例、国内外の大学・研究機関の運用事

例等を参考にすることが重要であることから、事例集の発行等必要な情報を大

学に提供する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

 

③大学・研究開発型独立行政法人の評価において知的財産への取組状況を用

いる 

２００４年度以降、大学評価・学位授与機構及び国立大学法人評価委員会にお

いて、評価を行う際には、各大学の特性に配慮しつつ、各大学の知的財産の創造、

保護及び活用に関する取組状況を踏まえて行い、その結果を公表する。同様に、

研究開発型独立行政法人においても、事後評価の指標の一つとして知的財産の創

造、保護及び活用に関する「総合的な評価指標」を用いる。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

④公募型研究費の申請項目及び事後評価項目に追加する 

科学研究費補助金その他の公募型研究費について、公募申請に際して申請者の

知的財産に関する状況を申請させることにより、研究課題の採択においては、２

００４年度以降も評価の参考とし、さらに成果報告においても知的財産に関する

状況を報告させる。 

（総合科学技術会議、関係府省） 
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（３）研究者に多様なインセンティブを付与する 

①研究者個人への実施料を還元するルールを明確化する 

２００４年度以降速やかに、大学等においては、研究者の研究成果に関する権

利を承継し、実施料収入を得た場合に、研究成果を創造した研究者個人に還元す

べき金額の支払いルールや、大学においては研究者の所属する学部・学科等に還

元する場合の金額の支払ルールを明確化するよう促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②知的財産への取組状況を研究資源の配分に反映させる 

２００４年度以降、知的財産の創造を奨励する一環として、研究資源の配分に

当たり、その一部に、知的財産に関する取組状況を反映させる仕組みを設ける。

その際、「総合的な評価指標」を用いる。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

 

（４）知的財産権の取得・管理といった知的財産関連活動に関する費用を充実

する 

ⅰ）２００４年度以降、国公私立を通じた大学やＴＬＯへの海外出願経費及び維

持管理経費を含めた特許関連経費の支援を、競争的原理の下で、大学の自主性

を尊重しつつ、充実するとともに、各大学に対しても必要な特許関連経費を確

保することを奨励する。 

ⅱ）２００４年度中できるだけ速やかに、競争的資金については、間接経費の一

部を特許関連経費に充当できることを明確化して周知し、その積極的な使用を

奨励するとともに、制度の充実を図る。さらに、研究開発の時期と特許関連経

費の支出時期のずれを踏まえ、特許関連経費の柔軟な取扱いを行うよう奨励す

る。 

なお、競争的資金以外の政府研究資金の間接経費についても、同様の措置を

講ずる。 

ⅲ）大学等に対する運営交付金の算定において特許収入等分を別枠扱いにするな

ど、知的財産関連活動へのインセンティブを減じないよう配慮する措置が講じ

られたところであり、２００４年度中に、これを積極的に周知する。 

ⅳ)２００４年度以降、大学等が主体的に取り組む共同研究等について、その研

究成果を事業化に結びつけるための知的財産の戦略的取得・維持に必要な資金
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を十分確保する。また、そのため、企業等から提供される研究費のうち、知的

財産の取得・維持に必要な経費を間接経費としてあらかじめ確保することを奨

励する。その際、繰越や他の研究成果への転用を可能とする等の柔軟な取扱い

をするよう促す。 

  （総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（５）大学知的財産本部や技術移転機関（ＴＬＯ）といった、知的財産に関す

る総合的な体制を整備する 

①大学の知的財産本部を整備する 

ⅰ）特色のある知的財産本部を整備する 

大学知的財産本部が多くの大学に整備されたことを踏まえ、２００４年度も

引き続き、各大学の創意工夫に基づく知的財産本部の機能の一層の充実・強化

を図るとともに、各大学の状況に応じた多様な形態の知的財産管理体制が実現

される支援を行う。 

ⅱ）機関一元管理の下での特許等の管理・活用体制を整備する 

機関一元管理の下で、大学等個々の機関が自らの知的財産ポリシーを明確化

し、各研究成果の内容に応じて、特許等としての保護・活用及び論文等による

公表等の中からどのような活用方法が最適であるかを迅速にかつ的確に判断

するシステム（体制、手続等）を早急に整備するよう、２００４年度中に促す。

また、特許出願をすべきと判断した場合には、研究者に過度の負担とならない

ように配慮するなどして、速やかに出願を行えるよう体制を整備するよう促す。 

ⅲ）国際競争力のあるスーパー産学官連携本部を整備する 

２００４年度以降できるだけ速やかに、モデルとなる大学知的財産本部の知

的財産活動を評価し、特に活発な活動を実施し、国際競争力強化に貢献が期待

されるスーパー産学官連携本部を厳選して、その支援を強化する。 

ⅳ）人材情報の整備状況についての周知を行い、情報整備の更なる充実を図る 

日本弁理士会により、弁理士に関する情報を収集整理してデータベース化し、

大学の求めに応じて適切な人材の紹介が行われているところであるが、２００

４年度も引き続き、弁理士、弁護士、産業界それぞれの関係団体の協力を得て、

大学知的財産本部の活動に参画できる優秀な人材（民間企業において知的財産

に関する知識経験が豊富な者及び高度な実務能力を有する弁理士や弁護士）に

関する情報公開の周知、及び更なる充実を図り、大学等の求めに応じて適切な 
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人材を紹介・斡旋できるようにする。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②ＴＬＯを整備する 

ⅰ）ＴＬＯの整備促進を図る 

２００４年度も引き続き、新設されるＴＬＯに対する一定期間の財政支援

や海外出願に対する支援を行う。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）特定技術分野重点ＴＬＯを整備する 

２００４年度中に、既設のＴＬＯについて活動評価等を行い、実需の大き

い技術分野において技術移転実績が特に優れたＴＬＯ（スーパーＴＬＯ）を

厳選し、これを核とした専門人材の育成・確保等のための支援を重点的に行

うことを通じ、我が国の技術移転体制の抜本的強化を図る。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省） 

ⅲ）特許を受ける権利を含めた知的財産権の管理信託事業へのＴＬＯの参入は

原則自由とするよう信託業法案が２００４年通常国会に提出されている。同

法案が成立した場合には、速やかに、各ＴＬＯに対してこれを周知し、積極

的活用を奨励する。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

③知的財産取扱指針を制定し、ワンストップ・サービスを提供する 

大学知的財産本部が多くの大学に整備され、各大学における知的財産ポリシ

ーが確立されたことを踏まえ、こうした大学の取組を支援し、遅延なく特許出

願や技術移転が可能となるよう、関係府省に開設された相談窓口を２００４年

度以降活用する。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

④対外窓口を明確化する 

大学等においては、大学知的財産本部が多くの大学に整備されたことなどを

踏まえ、２００４年度も引き続き、産学官連携と知的財産管理の機能を集中化

し、産業界から見て知的財産活用、共同研究等を申し入れる際の、対外窓口の

明確化を進める。 

（文部科学省、経済産業省、関係府省） 



 

21 

⑤大学における知的財産に関する総合的な体制を整備し、機能を強化する 

ⅰ）大学知的財産本部が多くの大学に整備されたことを踏まえ、２００４年度

においては、各大学において大学知的財産本部とＴＬＯが連携しつつ知的財

産の創造、保護、活用を進めるための総合的な体制を構築し、知的財産に関

する普及・啓発、各種方針・ルールの策定、共同研究・受託研究に関する調

整機能、権利化機能、技術移転機能、デジタルコンテンツに係る権利の移転

機能、法務機能、創業支援機能、インキュベーション機能といった各機能に

ついて、大幅な強化を図るともに、諸手続きの更なる迅速化を図るよう促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）２００４年度においては、これまで提示された大学内の知的財産に関する

組織、ＴＬＯ等産学官連携組織の有機的連携の在り方に関する複数のモデル

を参考にしつつ、大学知的財産本部とＴＬＯの連携による総合的な体制の整

備について、以下の点を重点的に進める。 

 ・大学の発明が死蔵され、不良資産化することのないよう、大学知的財産本

部が研究成果の評価、権利化、マーケティング等を判断する際には、民間

の人材や弁護士・弁理士等適切な人材を活用しつつ、ＴＬＯに蓄積された

知識・経験を積極的にいかす体制を整備する。 

 ・大学のＴＬＯに対する出資や取締役兼任等の人的交流については、大学及

びＴＬＯ関係者に対し、両者の連携・協力の意義・利点を周知する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

⑥大学知的財産本部・ＴＬＯを評価する 

２００４年度も引き続き、大学知的財産本部・ＴＬＯの活動に関して毎年フ

ォローアップを行う。また、適切な評価手法を確立し、２００４年度以降適宜、

それに基づく評価が行われるようにするとともに、評価基準及び評価結果を公

表し、評価結果を資源配分に反映させる。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省） 

 

⑦連携・ネットワーク化を推進する 

ⅰ）移転の見込みのない特許出願・権利化が経済的な自立を困難にさせるという

悪循環を防止すべく、２００３年に設立された大学知的財産本部とＴＬＯの全

国的な連携組織である「大学知財管理・技術移転協議会」の強化・拡充を図る
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ため、２００４年度も引き続き、大学及びＴＬＯが相互に連携を取って産学官

連携・技術移転に関する成功事例を調査し、情報の交換や共有、情報ネットワ

ークの構築を促すとともに、意見調整や、ケーススタディなどを活用した人材

育成等の活動の充実が図られるようにする。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、全国のＴＬＯが相互に連携をとって、大学等から

生じた知的財産を最適の企業等に技術移転することにより有効活用するとと

もに、大学知的財産本部、ＴＬＯが未整備の大学や公的研究機関（地域におけ

るものを含む）からの技術移転についても対処できるよう、その業務上の連携

の抜本的強化を支援し、産学官連携・技術移転組織の更なる拡大、全国的な連

携の強化やネットワーク化を推進する。また、デジタルコンテンツに係る権利

の移転についても対処できるよう推進する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

  ⅲ）２００４年度も引き続き、ⅰ）及びⅱ）と合わせて、大学知的財産本部及

びＴＬＯの全国的な連携組織の更なる強化・拡充を図るため、海外の技術移

転機関等との連携を推進する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

⑧大学の知的財産活動への学生の参加を奨励する 

２００４年度も引き続き、大学の知的財産に関する活動に、企業、大学等の

関係者に加えて学生の参加を奨励する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省） 

 

⑨大学の知的財産権に関する活動についての情報公開を促す 

２００４年度中に、各大学の知的財産権に関する活動について、所有する知的財

産権、ライセンス件数や特許出願件数等の活動実績、知的財産本部における民間か

らの人材登用状況及び知財ポリシー等の定期的な公開を促す。 

（文部科学省） 

 

（６）知的財産に関するルールを明確化する 

①機関一元管理を原則とするとともに研究者の流動化へ配慮する 

  ⅰ)多くの大学等において、発明等の帰属について機関一元管理の体制が整備され
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たところであるが、まだ未整備の大学等においては、２００４年度中できるだ

け速やかに、知的財産の効率的活用が図られるよう、発明等について原則機関

帰属へ切り替え、大学等の機関一元管理の体制を整備するよう促す。また、研

究等において用いるマテリアル（微生物、実験動物・植物等の生物資源、化合

物や材料のサンプル等）や、ソフトウエア、データベース、デジタルコンテン

ツ等、発明等と同様に移転の対象となるものについても、大学等において創造

されたものについては、原則機関帰属とすべく、その取扱いルールを明確化す

るよう促す。 

なお、ソフトウエア、デジタルコンテンツ等に係る著作権については、職務

著作の考え方を踏まえつつ、その取扱いルールを明確化し、社会に無償開放す

るものであるのか、そうではないものなのかについても明確化するよう促す。 

 ⅱ)多くの大学等において、研究者が研究成果を創出した場合には所属機関（大学

知的財産本部等）に届け出る規定が整備されたところであるが、まだ未整備の大

学等においては、２００４年度中できるだけ速やかに、同様の規定を整備するよ

う促す。また、大学院生・大学生がなした発明等については、権利の帰属は一般

的には大学院生・大学生となると考えられるが、大学の施設を用いてなした発明、

指導教員による教育・研究との関連が深く教員と学生との共同発明と考えられる

もの等については、大学へ届出ることが望ましい。このような規定を整備した上

で、大学等で特許出願等を行わない発明等に関する権利の研究者への返還を可能

とするルールの整備を促す。 

 ⅲ)２００４年度中できるだけ速やかに、研究者が所属機関を異動した場合におい

て、自己の研究の継続が可能となるよう、また、発明者としての適切な還元を

受けられるよう、研究者と機関の間のルールを明確化するよう促す。 

なお、原則機関帰属ルールを採用している大学等に所属する研究者が他の機

関へ異動した場合の、その研究者の研究成果である発明等の取扱いについては、

その発明等が生じた時点で所属している機関の取扱いルールに基づくものとす

ることが望ましい。 

その際、契約上の工夫等に加えてその他の手段の可能性も広く検討し、研究

者が、異動前の大学等に権利帰属された自らの発明等の存在によって、異動後

の大学等において研究を継続することに支障が生ずることがないよう、また産

学連携プロジェクトとして支障のないよう、柔軟な措置を講ずるよう促す。 

また、研究者が大学等として特別の予算を手当てしている研究プロジェクトや
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産学連携の研究プロジェクトに参画している等の場合には、異動後の機関が、異

動前の研究成果(研究途上の成果を含む)を確認し、秘密保持や異動後の一定期間

内の出願については、異動前の機関の確認を得るなどの柔軟な措置を講じておく

ことが重要である。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②産学官連携に関するルールの整備を支援し、契約締結の柔軟性を確保する 

ⅰ）大学等が自らの戦略的な知的財産の活用及び共同研究・受託研究の促進を

図るために、２００４年度も引き続き、大学等が、民間企業との共同研究・

受託研究を実施する場合の考え方、取扱いルール（例えば、以下のようなも

の）を明確化するとともに、契約書の雛形、運用マニュアル等を自ら整備し、

外部に対して積極的に公表することを促す。 

・ 営業秘密等秘密情報の取扱い 

・ 共同研究成果としての知的財産権の帰属 

・ 民間企業等への権利譲渡、ライセンス等に関する考え方 

・ 他の大学（国内・国外）等の研究者との連携により知的財産が生じた

場合の権利関係等の取扱い 

また、大学等が民間企業との共同研究、受託研究実施ルール等を作成する

ために必要となる留意事項、例えば不実施主体である大学の特性や企業側に

おける実施化促進といった点を踏まえた契約上の工夫等について、各種方針、

事例集等必要な情報を提供する。営業秘密の取扱いについては、大学の職

員・教員、並びに大学院生・大学生をも対象に、大学の特性等に配慮して取

りまとめられたガイドラインを参考に、各大学が適切な秘密管理を実施する

ことを２００４年度中に促す。さらに、知的財産権の帰属に関する大学内に

おける取扱いルールが、教員・職員と大学院生・大学生とでは異なることを

外部に対して周知することを促す。 

ⅱ）２００４年度中に、産学官連携の推進に伴う研究者の利益相反問題について

２００３年度にまとめられた参考モデル事例を周知し、各大学等における利益

相反ポリシーの作成を促す。また、国立大学法人化などにより研究者個人のみ

ならず大学等の組織としての利益相反の問題が生じうることに十分留意した

上で、産学官連携の多様な形態や研究分野の特性を踏まえた利益相反問題への

対応が可能となるよう、参考となる事例を作成し、周知する。 
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ⅲ）大学知的財産本部が多くの大学に整備されたことを踏まえ、２００４年度

も引き続き、大学等において、知的財産権の取扱いを含め、企業と大学等の

間の協議結果を踏まえた共同・受託研究契約が締結できるよう契約締結につ

いての柔軟性を確保する。 

ⅳ）産業界に対して、大学等が成果を実施する主体ではないこと等、不実施の

場合に大学等が置かれる立場に対する理解を深め、契約締結において柔軟性

を確保するよう、２００４年度中に促す。 

ⅴ）２００４年度中に、産学連携に関する具体的な進め方について、双方の理

解を深め、より良い環境を整備するため、双方の話合いの更なる充実を図る

よう促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（７）大学発ベンチャーを促進する 

ⅰ）大学知的財産本部が多くの大学に整備され、各大学の知的財産ポリシーが

確立されたことなどを踏まえ、２００４年度中に、大学等において大学等の

発明等を基にした起業の促進を図るため、利益相反に配慮しつつ、起業しよ

うとする研究者の求めに応じて権利の移転や実施権の設定を可能とする柔

軟な取扱いを行うよう奨励する。 

ⅱ）大学等における優れた研究成果を着実に企業化、製品化につなげるために、

２００４年度も引き続き、大学発ベンチャーの創出及び事業展開の支援を充

実・強化するとともに、大学発ベンチャーや企業を対象に産学のマッチング

による実用化研究や、実証試験等に対する支援を行う。さらに、大学等の成

果で企業化が困難なものを企業等に開発を委託し、企業化を促進することを

通じて、大学等の研究成果の移転を促進する。また、大学発ベンチャーにお

いては、経営に必要な専門的知識を有した人材の確保が困難であることにか

んがみ、弁護士、公認会計士等の専門家派遣を行うとともに、大学発ベンチ

ャー支援者のネットワークを形成するなど、支援環境の整備を図る。 

   ⅲ）２００４年度中に、大学等の優れた研究成果を広く発信し、円滑に社会に

還元するため、大学等と産業界の関係者が一堂に会し全国規模での産学マッ

チングを図る機会を設ける。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 
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（８）国立大学法人によるライセンス対価としての株式取得を認める 

２００４年度中に、国立大学法人の保有する技術の移転を促進するため、国立

大学法人によるライセンス対価としての株式取得を認める。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 

 

（９）円滑な研究活動と知的財産の保護の両立を図る 

①研究者間の自由な意見交換と特許保護の両立を図る 

研究者間の自由な意見交換により、発明が新規性を喪失するといった問題を

解決するため、研究現場に２００３年度に配布された特許を受けることができ

ない「公然知られた発明」についての説明資料を活用し、守秘義務の下での意

見交換によっては、発明は新規性を喪失しないことを、２００４年度も引き続

き研究現場に周知する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②研究における特許発明の使用を円滑化する 

ⅰ）試験・研究についての考え方を整理し、周知する 

２００４年度中に、特許権の効力が及ばないとされる試験・研究について

の考え方、及び研究を目的とする場合のライセンスの活用や、それを促すた

めの指針、モデル契約等の作成など、特許権の効力が及ぶ場合において特許

発明の使用を円滑化するための方策を研究現場に対して周知する。その際、

大学等における自由な研究の実施が妨げられることのないよう十分配慮する。 

ⅱ）国費原資の特許発明について契約ガイドラインを策定し、公表する 

２００４年度中速やかに、国費を原資として得られた大学等の研究成果に

関して、国と大学等との契約ガイドライン等を策定し、公表する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

③研究マテリアルの使用を円滑化する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、大学等において、研究において用いる物（マテ

リアル）の移転条件や簡便な移転手続を定めたルールの更なる周知を図り、

研究活動での有体物（マテリアル）の使用の円滑化を図る。 

ⅱ）２００４年度も引き続き、大学等において作られた有体物（マテリアル）

に化体されたノウハウ等の知的財産の帰属関係や必要な管理について、「営業
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秘密管理指針」も参考にしつつ、明確化を図る。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

３．企業・大学等を問わず質の高い知的財産の創造を推進する 
基本発明の発明者が十分に報われる制度的基盤を整備することにより、発明者の

創作意欲を刺激して質の高い知的財産創造へのインセンティブを高めるとともに、

企業、大学等を問わず特許戦略の量から質への転換を促し、基本特許の取得意欲を

刺激する。 

 

（１）職務発明の相当の対価を取り決める手続について参考事例集を作成する 

職務発明については、特許法の職務発明規定の見直しを含む特許審査迅速化

法案が２００４年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、速

やかに、各企業が発明者との間で相当の対価を取り決める手続を行う上で参考

となるような事例集を作成する。 

なお、同法案が成立した場合には、その成立後においても、絶えず運用状況

や雇用流動性の高まりの変化等を注視し、制度の在り方について、検証した上

で、必要に応じ検討を行う。 

（経済産業省） 

 

（２）新規性喪失の例外規定を見直す 

論文発表等により、発明の新規性が喪失することを防止するための新規性喪失

の例外規定に関し、特許制度の国際的調和の議論の動向を踏まえつつ、新規性喪

失の例外が認められる期間（グレースピリオド）の延長をすることの検討、及び

特許庁長官の指定する学術団体が開催する研究集会における文書をもって発表

という要件を緩和もしくは撤廃し、特許出願前の研究集会での発表を広く新規性

喪失の例外の対象として認めることについて速やかに検討し、２００４年度末ま

でに結論を得る。 

なお、見直しの結論を得るまでの間は、論文（修士論文、博士論文等）の発表

等により発明の新規性が喪失されないような方策について、その利害得失を含め

検討する。 

また、この規定があくまでも例外規定であることを研究者等に対して周知する

とともに、大学側も、発表会を大学主催とする、発表会参加者が秘密保持契約を
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結ぶ等、運用面での工夫を行うことも必要であることを周知する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省） 

 

（３）国内優先権制度の趣旨及び内容を周知する 

大学等においては、基本的・原理的な発明がなされる場合が多く、また、そ

の後の追加的な実験や、派生的な研究に基づく改良発明がなされる可能性が高

い。これらの発明を漏れなく包括的に保護するために有効な国内優先権制度が

理解され活用されるよう、２００４年度も引き続き本制度の趣旨及び内容を周

知する。 

（経済産業省） 

 

（４）研究ノートの導入を奨励する 

ⅰ）大学等における研究ノート導入は着実に進められているところであり、２

００４年度も引き続き、発明者の明確化、共同研究の成果の明確化等に資す

る研究ノートの積極的導入を図るために、研究ノートの意義、記載方法、管

理方法等についての留意点の整理・公表を促進する。 

ⅱ）２００４年度も引き続き、大学等においては、研究ノートの記載・管理方

法についての研修・教育を実施し、研究ノートの使用を奨励する。 

ⅲ）２００４年度も引き続き、企業向け研修プログラム等において研究ノート

を取り上げるなど研究ノートの普及・啓蒙を図り企業等における導入を奨励

する。 

ⅳ）２００４年度も引き続き、電子媒体の活用により研究ノートの機能を代替

する可能性や問題点について検討を行う。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（５）産学官連携活動における顕著な活動を表彰する 

２００４年度も引き続き、産学官連携活動の成功事例を選考し、その内容（成

功要因）等の発表の機会を設けるとともに、それらのうち特に優れたものに関し、

その功績が顕著であると認められる個人又はグループ・団体を表彰する制度を充

実させる。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省） 
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（６）日本版バイ・ドール制度を活用する 

①日本版バイ・ドール制度の利用を徹底させる 

国・特殊法人等の委託による研究開発の成果たる知的財産権を受託者に帰属

させることができる産業活力再生特別措置法第３０条（いわゆる日本版バイ・

ドール制度）の適用は、既に約９割に達しているが、２００４年度も引き続き

同制度の活用の徹底を図る。 

（総合科学技術会議、経済産業省、関係府省） 

 

②日本版バイ・ドール制度の適用を拡大する 

大学等のみならず産業界も含めた知的財産の帰属に関し、２００３年度には、

政府向けコンテンツ（教養又は娯楽の範囲に属するもの）の開発事業について、

その成果物に関する知的財産権の帰属を受託者又は請負者とできるような法案

が提出されたことにかんがみ、２００４年度以降、政府向けソフトウエアの開

発事業についても、同様に知的財産権の帰属を受託者又は請負者とできるよう、

必要な検討をした上で、関連法案を国会に提出する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（７）産業界の意識を改革する 

ⅰ）企業経営者の目利き機能を強化する 

２００４年度も引き続き、企業の経営者側が大学等の優れた研究成果の価

値を見出す、言わば「目利き機能」の向上を図ることにより、知的財産活用

能力の向上を図るよう奨励する。また、各企業の経営者、実務担当者が、大

学等の知的財産活動を正しく理解し、得られた研究成果を知的財産として戦

略的に保護・活用できるよう、企業の経営者、実務担当者向けの知的財産戦

略セミナー、シンポジウムの開催や企業と関係府省との意見交換を行う等の

普及啓発活動を行う。 

ⅱ）窓口を明確化する 

産学官連携の構築に関する提言を踏まえ、２００４年度も引き続き、大学

等と企業との交渉を円滑にかつ効率的に行うため、産業界に対して、各企業

の産学官連携の窓口を明確化するよう促す。 

   ⅲ）企業の研究開発戦略に産学官連携を位置付けることを奨励する 

     ２００４年度中に、産業界に対して、企業の経営戦略に大学等との連携を
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積極的に位置付けるとともに、産学官連携の取組や実績等について、積極的

に公表することを奨励する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

 

（８）魅力あるデザインの創造を推進する 

ⅰ）戦略的なデザインの創造が促される環境を整備し、広く国民の優れたデザ

インへの理解と関心を高めるため、２００３年度にはデザイン月間及びデザ

イン＆ビジネスフォーラムを設立したが、２００４年度も引き続き、これら

の事業の一環でセミナー、シンポジウム等のイベントを開催する。 

ⅱ）魅力あるデザインを創造する人材の育成を支援するため、２００４年度も

引き続き、専門学校等の教育内容の充実や、デザインマネジメント人材育成

等に必要なカリキュラム、教材等の開発、教育実験等を行う。 

ⅲ）特許庁の保有するデザイン関連情報を公開・提供するため、２００４年度

中に整理標準化データの作成等を行う。 

ⅳ）魅力あるデザインを創造するために有用なデザイン情報を整備し、広範な

利用に供するため、２００４年度も引き続き、人体寸法を始めとする人間特

性に関する基盤整備を行う。 

（文部科学省、経済産業省） 
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第２章 保護分野 

 
Ⅰ．知的財産の保護の強化 

 

 知的財産創造のインセンティブを確保するとともに、その効果的な活用を図

るには、知的財産の適切な保護が不可欠であり、そのための制度や体制は、今

後もより一層充実させていかなければならない。新たに生み出された知的財産

を、制度の国際的な調和や技術革新の進展も踏まえて適正に保護するとともに、

権利取得手続、訴訟手続の充実と迅速化のための体制を整備することによって、

知的財産の保護を十全ならしめる基盤の構築を目指す。 

 

１．特許審査を迅速化する 
 経済のグローバル化や熾烈な国際競争の中で、従来にも増して権利の早期確定の要

請が増大している。権利の早期確定は、重複研究の排除、国内技術開発競争の活性化

などを通じ、研究開発投資の収益貢献度を拡大し、我が国企業の国際競争力の向上に

資する。また、発明の早期権利化により、積極的に研究開発に取り組むトップランナ

ーが、独創的な高付加価値商品によって優位性を確保することが可能になるほか、革

新的な技術を有する中小・ベンチャー企業の競争力強化にも資する。 

他方、特許審査の現状を見れば、審査順番待ち件数は年々増加し、現在、約５２万

件、特許審査の順番待ち期間は２６ヶ月に達している（２００３年末）。適切な対策

を講じない場合、審査請求期間の変更に伴い、今後、審査順番待ち案件はさらに約８

０万件まで拡大することも見込まれている。 

 このため、特許審査の順番待ち期間を最終的にはゼロとするという最終目標を目指

し、審査順番待ち案件の一掃に向けた総合施策の実施に取り組む。 

 
（１）世界最高水準の迅速・的確な特許審査を実現する 

特許審査の迅速化については、特許審査迅速化法案が２００４年通常国会に提

出されている。同法案が成立した場合には、以下のとおり特許審査の迅速化を進

める。 

ⅰ）特許審査の迅速化を着実に実現するため、特許審査の順番待ち期間について

の５年間の中期目標及び１０年間の長期目標を以下のとおり定める。 

  今後審査順番待ち案件が８０万件に拡大し、特許審査の順番待ち期間がピー
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クを迎える５年後（中期目標（２００８年））においても２０ヶ月台に留める

とともに、１０年後（長期目標（２０１３年））には、世界最高水準である１

１ヶ月を達成する。 

ⅱ）上記中期・長期の目標を実現するため、２００４年度から以下の施策を着実

に実施する。 

ａ）出願・審査請求に関する取組 

・ 出願取下・放棄制度（請求料の一部返還制度）の利用促進 

・ 特定登録調査機関の利用促進 

・ 実用新案制度の利用促進 

・ 出願件数上位の企業に対する協力要請 

ｂ）特許庁の人的体制の充実               

・ 引き続き必要な審査官及び中期目標期間において必要な任期付審査

官（注）の十分な確保 

・ 専門補助職員の活用 

ｃ）審査効率の向上 

・ 登録調査機関への従来技術調査の外注の拡大 

・ 審査効率の高い外注手法への移行 

・ 情報技術による審査関連情報の共有・分析 

ｄ）特許審査迅速化に必要な基盤整備 

・ 審査官に対する研修体制の強化 

・ 従来技術調査人材の育成 

・ 特許情報等の対外提供サービス機能の強化 

ⅲ）経済産業省においては、上記中期・長期の目標を達成するための毎年度の実

施計画を策定し、その達成状況について毎年度知的財産戦略本部に報告すると

ともに公表する。 

ⅳ）知的財産戦略本部においては、上記報告について総合的かつ多面的な検証を

行い、必要に応じ、政府内外の関係者に対する情報の提供や協力の要請その他

必要な措置を講ずる。 

（経済産業省） 

 

（注）任期付審査官については、２００４年度は９８名を増員。 
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（２）従来技術調査機関を育成し、その活用を図る 

ⅰ）迅速・的確な特許審査の実現に向けて、調査業務の一層の効率化・品質向上

が求められる中、特許審査に必要な従来技術調査の特許庁からの外注について

公益法人だけでなくそれ以外の者の参入を可能とする特許審査迅速化法案が

２００４年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、２００４

年度から、登録調査機関の複数化と調査業務の量的・質的拡大を図るべく、民

間調査機関の参入を積極的に促進する。また、同法案が成立した場合には、２

００４年度においては、登録調査機関への新規参入を支援するため、関係機関

と連携しつつ独立行政法人工業所有権情報・研修館において従来技術の調査人

材の育成体制を整備する。 

ⅱ）登録調査機関を活用した従来技術調査外注において、２００４年度も引き続

き、審査効率の高い手法（直接対面で説明）への移行を進めることにより、一

層の効率化及び質の向上を図る。また、外注業務への情報技術の活用を図るべ

く、２００４年度において検討する。 

ⅲ）出願人が権利化の見通しを立てて審査請求を行うことは、出願人のより適切

な審査請求につながると同時に特許庁の調査業務にも資する。このため、特定

登録調査機関の交付する従来技術の調査報告書を審査請求時に提示した場合

に審査請求料を減額する制度を導入するための特許審査迅速化法案が２００

４年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、２００５年度か

ら、これらの制度を通じて出願人による従来技術調査結果の提供を促進する。 

（経済産業省） 

 

（３）出願・審査請求構造改革を推進する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、企業経営者や実務家レベル、特に、出願件数上位

の経営者に対して、特許登録率の向上のための審査請求の厳選、権利取得の必

要性が低下した出願の取下げ、実用新案制度の適切な活用等を含め、出願・審

査請求を改善するよう協力を要請する。 

ⅱ）２００３年の特許法等の改正により、審査待ち期間中に出願を取下・放棄し

た場合に審査請求料金を一部返還する制度などが整備された。また、２００４

年には、特定登録調査機関の交付する従来技術の調査報告書を審査請求時に提

示した場合に審査請求料を減額する制度を導入するための特許審査迅速化法

案が２００４年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、２０
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０４年度からこれらの制度の周知を図る。 

ⅲ）適正な権利取得と明細書の充実等のために弁理士の役割は極めて重要である

ことから、産業構造審議会の知的財産政策部会において、２００３年度に取り

まとめた迅速・的確な審査に向けた弁理士の果たすべき役割を踏まえ、２００

４年度以降、日本弁理士会の理解と協力を得て、弁理士による特許制度に関す

る中小企業支援施策の広報、弁理士による従来技術調査に対する指導、出願人

が弁理士を選択する際の有益な情報の公表・提供等を図る。 

ⅳ)２００４年度も引き続き、企業の出願・審査請求を改善するために必要な分

野別出願件数や特許査定率などの情報提供を実施する。 

（経済産業省） 

 

（４）従来技術調査のための環境を整備する 

ⅰ)特許電子図書館に関し、２００４年度においては、サーバーの高機能化等に

基づくアクセス性の改善されたサービスを提供する。また、２００４年度も引

き続き、特許電子図書館の機能向上と提供情報の拡充に努める。 

ⅱ) 特許審査の迅速化に必要な情報サービスの機能強化のため、２００４年度に

おいては、全国の独立行政法人工業所有権総合情報館（特許審査迅速化法案が

成立した場合にあっては独立行政法人工業所有権情報・研修館）の各閲覧室等

に配置された専用線を用いた特許電子図書館サービスが効果的に活用される

よう、その普及に努める。 

ⅲ）特許情報に精通した企業の知財部門や、大学、研究機関、技術力を有する中

小企業等による特許情報等の積極的な活用を促すため、特許庁が保有するＦタ

ームデータ等を利用して従来技術をより高機能かつ高速で検索できる環境を

２００５年度に整備することを目指し、２００４年度においてはその具体策を

検討する。 

ⅳ）従来技術調査のための環境の改善・整備に資するため、インターネットによ

る公報の発行を認める特許審査迅速化法案が２００４年通常国会に提出され

ている。同法案が成立した場合には、２００５年度中にインターネットによる

公報の発行を実現すべく、２００４年度においては発行方法に関する詳細検討

を進める。 

ⅴ) 研究開発、出願・審査請求等の各段階における十分な従来技術調査の実施を

促進するため、特許庁が保有するコンピュータ関連の審査のためのデータベー
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ス（ＣＳＤＢ）の書誌的事項データの提供を２００３年度に行ったが、２００

４年度からは、一次文献や抄録についても、著作権者から利用許諾が得られる

よう努め、得られたものから順次特許電子図書館にて公開する。 

（経済産業省） 

 

２．出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進する 
 

（１）ニーズに応じた審査時期を担保する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、大学・ＴＬＯや中小企業の出願、外国関連出願、

事業化が間近な出願などを優先的に審査する早期審査制度を更に周知し、その

活用によって早期の権利化が必要な出願に適切に対応する。 

ⅱ）国際標準に関わる出願や実施化に時間が掛かる出願等に対して、適切な権利

取得が図られるよう、分割出願制度を見直すとともに、それと密接に関連する

補正制度の在り方について、特許制度の国際調和、審査負担の軽減、出願人間

の取扱いの公平性、及び、単一性に関する法改正の下での新しい運用の状況等

を踏まえつつ引き続き検討を行い、２００４年度中に結論を得る。 

（経済産業省） 

 

（２）出願人との意思疎通を密にする 

ⅰ）審査予定の出願や審査開始時期等の審査計画情報を出願人に提供するととも

に、２００４年度も引き続き、審査官等との直接の意見交換の機会に乏しい地

方の中小・ベンチャー企業等を対象とした巡回審査・審判を推進するなど、出

願人との連絡を密にする。 

ⅱ）２００４年度も引き続き、関連する技術分野の特許出願等を一括して審査す

る関連出願連携審査制度を周知し、企業の戦略的な特許取得に向けた活用を促

す。 

（経済産業省） 

 

（３）先端技術分野や国際関連出願に重点を置き、審査体制を強化する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、ライフサイエンス分野における審査官を２００３

年度当初の３倍に拡充するなど、先端技術分野に関する出願や国際関連出願に

重点をおいた審査体制を強化する。 
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ⅱ）２００４年度も引き続き、先端医療等の先端技術の審査・審判、国際的な審

査協力の推進等のため、審査官及び審判官の学会派遣や研修等を強化する。 

（経済産業省） 

 
（４）料金の電子納付を推進する等、利用者の利便性を向上させる 

ⅰ）産業財産権に関する出願手続や各種書類の閲覧が２００５年度末までにイン

ターネットでも可能となるよう、２００４年度においてはシステム設計・開発

などを進める。 

ⅱ）出願料等の手数料の納付が２００５年度末までにインターネットでも可能と

なるよう、２００４年度においてはシステム設計・開発などを進める。また、

２００４年度も引き続き、銀行口座からの自動引落とし、クレジットカード等

の活用を含めた決済方法の在り方を検討し、より一層の電子化を推進する。 

（財務省、経済産業省） 

 
３．知的財産の保護制度を強化する 
 
（１）医療関連行為の特許保護の在り方を検討する 

ⅰ）患者と医師の信頼関係の下で等しく行われるべき医行為等に悪影響を及ぼさ

ないよう十分配慮しつつ、患者がより先進的な医療を受けられるなど、国民の

保健医療水準の向上に資する有用で安全な医療技術の進歩を促進する観点か

ら、医療関連行為の特許法上の取扱いについて幅広く検討するための場を設け、

２００４年度中の早い時期に結論を得る。 

（総合科学技術会議、厚生労働省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度以降、最先端の生命科学の更なる進歩と医療目的への利用を促

進するため、ヒト胚性幹細胞（ＥＳ細胞）、胚性生殖幹細胞（ＥＧ細胞）等を

用いた発明について、生命倫理、科学技術政策、医療政策等の観点から、特許

保護の在り方について検討する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、厚生労働省、経済産業省） 

 

（２）実用新案制度の利用を推進する 

保護期間を１０年に延長し、実用新案登録に基づく特許出願を可能とするなど

実用新案制度の見直しを含んだ特許審査迅速化法案が２００４年通常国会に提
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出されている。同法案が成立した場合には、改正後の実用新案制度について、２

００４年度から、幅広く周知を図るとともにその利用を推進する。 

（経済産業省） 

 

（３）デザイン保護のために意匠制度を整備する 

２００３年度には、ネットワーク上で利用される操作画面（アイコン等）のデ

ザイン保護の在り方について検討した。２００４年度においては、魅力あるデザ

インを創造し、より価値の高い製品を提供する環境を整備するため、意匠制度の

全般的な在り方について広範に検討し、２００５年度までに結論を得る。 

（経済産業省） 

 

（４）ブランド保護のために商標制度を整備する 

２００３年度に産業構造審議会の商標制度小委員会で行った、ブランド戦略の

拡大に柔軟に対応した商標制度の在り方についての検討に加え、２００４年度も

引き続き、魅力あるブランドを活用して、より価値の高い製品・サービスを提供

する環境を整備するための具体的方策について、商標制度の在り方を含め検討し、

２００５年度までに結論を得る。 

（経済産業省） 

 

（５）地域ブランドの保護制度を検討する 

農林水産物等の地域ブランドの保護制度の在り方について、産品・製品等の競

争力強化や地域の活性化、消費者保護等の観点から、名称が一般化している、あ

るいは他地域での使用が既に定着している産品・製品等への影響等に配慮しつつ、

２００４年度に検討を行う。 

（農林水産省、経済産業省） 

 

（６）営業秘密等の保護を強化する 

①営業秘密保護強化と技術流出防止を徹底する 

ⅰ）営業秘密管理や技術流出防止に関する企業の取組を進めるため、「営業秘密

管理指針」や「技術流出管理指針」に記載された組織内マネジメントについて

自己適合宣言方式を前提としたＪＩＳ化をすべく検討し、２００５年度末まで

に結論を得る。 
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ⅱ）２００４年度においては、国の研究開発プロジェクトの契約等や公的研究機

関の各種指針等において、営業秘密保護や技術流出防止を一層確実なものとす

るとともに、大学においては、学問・研究の自由を確保しつつ適切な範囲で営

業秘密管理が行われるよう促す。また、その際、民間研究機関のみならず公的

研究機関における上記ＪＩＳの活用についても、必要に応じて検討する。 

（文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②金型図面等の管理保護等を徹底する 

ⅰ）金型図面等に含まれる知的財産の管理保護等を内容とした「金型図面や金型

加工データの意図せざる流出の防止に関する指針」に加え、金型取引の対象範

囲を拡大した改正下請代金支払遅延等防止法のフォローアップ調査を２００

４年度も継続的に行い、取引実態の把握に努めるとともに、金型製造者及びユ

ーザーの双方に対し、同指針及び改正下請代金支払遅延等防止法の周知徹底を

図る。 

ⅱ）２００４年度も引き続き、社団法人日本金型工業会の作成した金型図面等に

押印する「マル秘マーク」及び「取引基本契約書モデル」の普及等を通じて、

金型製造者による知的財産の管理保護についての自主的な取組を促す。 

（経済産業省） 

 

③医薬品の試験データの保護の強化等を検討する  

厚生労働省から新規医薬品の承認を受けるために申請する試験データは、薬事

法に基づき、新規医薬品の市販後における品質、有効性、安全性を確保する観点

から、６年の再審査期間が設けられ、後から簡略化して行う同等の医薬品の申請

に使用できないよう実質的に保護されている。知的財産を保護し、新規医薬品の

開発に対するインセンティブを向上させる観点からの保護の強化等について、例

えば１０年間の保護期間を設定する等、幅広い観点から２００５年度末までに検

討する。 

（厚生労働省、経済産業省） 

 

（７）データベースの保護を強化する 

遺伝子データ等、相当な労力や費用をかけたにもかかわらず、創作性がないため

に著作権で保護されないデータベースについて、第三者がこのデータベースのデー
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タを不正に複製・流用することを防止するために必要な具体的方策について、欧米

における状況等を踏まえつつ検討し、２００４年度中に結論を得る。 

（経済産業省） 

 

（８）植物新品種の保護を強化する 

ⅰ）２００４年４月に学識経験者等からなる研究会を立ち上げ、登録品種の収穫

物を原料とした加工品にも育成者権の効力を及ぼすこと、育成者権の存続期間

や農家に許されている自家増殖の在り方等について検討を開始した。２００４

年度以降、この研究会の結論とともに、加工品についての品種識別技術の開発

状況や国際的な動向も踏まえつつ、法改正の必要性の検討を行い、２００５年

度末までに結論を得る。 

ⅱ）２００３年度には、農林水産省所管の独立行政法人等において、収穫物及び

当該収穫物を原料とした加工品を対象としたＤＮＡ品種識別技術の開発を実

施しており、２００４年度も引き続き、侵害品の判定を容易にするためのＤＮ

Ａ品種識別技術の開発を促進する。 

ⅲ）独立行政法人種苗管理センターにおいて、２００３年度に、育成者権者等の

依頼に応じ、育成者権侵害の判定等を支援するための品種類似性試験（比較栽

培）を開始したところであり、２００４年度においてはそれを継続するととも

に、ＤＮＡ分析による品種類似性試験の実施体制の強化を図る。 

（農林水産省） 

 

（９）損害賠償制度を強化する 

侵害がされやすく権利者がそれを未然に防止することができないという知的

財産権の特性を踏まえ、権利者を適正に救済し、侵害し得の社会からの脱却を図

るため、知的財産に関する損害賠償制度の強化の方策について幅広く検討し、２

００４年度末までに結論を得る。特に、インターネットによる送信可能化権侵害

については、損害の回数や侵害額の立証が困難であることにかんがみ、文化審議

会で検討されている損害賠償制度の見直しについて、２００４年度も引き続き検

討を行い、立証負担の軽減を図る。 

     （法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 
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（１０）知的財産権侵害に係る刑罰を見直す 

知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、各知的財産法相互間や他の経

済法との均衡を踏まえ、刑事罰の引上げの要否について検討を行い、２００４年

度末までに結論を得る。 

（法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

 

４．紛争処理機能を強化する 
 

（１）知的財産高等裁判所（仮称）に期待する 

裁判所における専門的処理体制の充実強化のため、２００３年に改正された民

事訴訟法により、知的財産事件の東京・大阪地裁、東京高裁への集中が図られる

とともに、専門委員制度が導入された。さらに、知的財産に関する事件を専門的

に取り扱う体制を名実ともに整えるべく、知的財産高等裁判所設置法案が２００

４年通常国会に提出されている。また、裁判所調査官の権限の拡大及び明確化を

図る裁判所法等の一部を改正する法律案も２００４年通常国会に提出されてい

る。これらの法案が成立した場合には、知的財産高等裁判所において、知的財産

や技術に精通した専門人材を活用し、経済社会の実態にあった運用を行うなどの

各方面の期待に応え、より一層適正・迅速な裁判を実現することが望まれる。 

 

（２）証拠収集手続を拡充する 

ⅰ）知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、秘密保持命

令、書類提出義務の有無に関する非公開審理手続、営業秘密が問題となる訴訟

における公開停止の要件・手続の規定を導入すべく、裁判所法等の一部を改正

する法律案が２００４年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合に

は、２００４年度は、これらの手続が活用されるよう周知を図る。 

（司法制度改革推進本部、法務省、文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）また、２００４年度から、刑事訴訟における営業秘密の保護の在り方につい

て、憲法上の公開原則にも配慮しつつ、産業界等のニーズを調査する。 

（経済産業省） 

 

（３）特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する 

特許権等の侵害と権利の有効性をめぐる紛争の実効的解決のための制度を整
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備すべく、裁判所法等の一部を改正する法律案が２００４年通常国会に提出され

ている。同法案が成立した場合には、２００４年度から、この制度を円滑に運用

するため、以下の措置を講ずる。 

ⅰ）侵害訴訟と特許等無効審判の連携をより円滑化するため、審判合議体が必要

に応じて侵害訴訟における特許等の無効に関する抗弁資料を入手することや

審判の当事者に侵害訴訟関連情報の積極的な提供を要請すること等により、侵

害訴訟との進行調整を充実させる。 

ⅱ）侵害訴訟係属中に請求があった特許等無効審判及び訂正審判については、早

期に審理する対象とする。 

（法務省、経済産業省） 

 

（４）裁判外紛争処理を充実する 

知的財産に係る紛争処理手段の選択肢を幅広く提供する観点から、裁判外紛争

処理（ＡＤＲ）機関の機能強化・活性化を図るため、２００４年度までに、日本

弁護士連合会、日本弁理士会等の関係者間で、知的財産の評価や標準化に関する

特許権等の判定や紛争処理など、利用の可能性のある分野について検討を行い、

所要の措置を講ずるよう要請する。特許庁の判定制度とＡＤＲ機関との適切な役

割分担についても、司法制度改革におけるＡＤＲの在り方の検討を踏まえて、２

００５年度までに結論を得る。 

（法務省、経済産業省） 

 
５．国際的な知的財産の保護及び協力を推進する 
 

（１）世界特許システムの構築に向けた取組を強化する 

①国際的な審査協力を推進する 

世界各国で権利を取得する出願人の手続負担を軽減し、各国特許庁の業務負担

の軽減を図るとともに、特許法や特許審査基準の国際的な調和を通じた相互承認

に向けて、各国特許庁間の審査協力を進める。そのために、２００４年度も引き

続き、日米欧の三極特許庁間、さらにはその他の先進国との間においても、従来

技術調査結果・審査結果を相互に利用するプロジェクトや審査官交流を一層推進

する。また、日本の出願人が国際的に権利取得を目指す出願について、ＰＣＴ制

度の一層の活用を促進するとともに早期審査制度の活用を促し、審査結果情報を
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国際的に早期発信する。 

（外務省、経済産業省） 

 

②日米欧三極特許庁間で特許の相互承認の実現を図る 

世界特許システムの第１段階として、世界の８０％の出願シェアを有する日米

欧三極特許庁間で相互承認の早期実現を図るため、その前提となる制度・運用の

調和や必要なインフラ整備等に関する具体的な工程表を作成すべく、日本がリー

ダーシップを取り、２００４年度から三極特許庁間の作業グループにおいて取り

上げ、米欧との検討を進める。 

（外務省、経済産業省） 

 

③特許協力条約（ＰＣＴ）の改革を推進する 

２００４年度も引き続き、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）におけるＰＣＴ改

革の議論において、利用者の利便性向上、国際調査機関・国際予備審査機関の先

行技術調査や予備審査の一層の活用に向けた議論に精力的に取り組むことによ

り、国際的な権利取得の円滑化につながる制度構築を進める。 

（外務省、経済産業省） 

 

④途上国における権利取得を円滑化する 

２００４年度も引き続き、我が国出願人の海外での権利取得を容易にし、十分

な保護を図るため、途上国によるＰＣＴへの加入や我が国において特許となった

場合に、その結果に基づき特許を付与する、いわゆる修正実体審査の制度上又は

運用上の受入れなどを、二国間や地域的な枠組みを通じて戦略的に推進する。ま

た、途上国における特許法制度の整備や運用の改善に資するべく、専門家の派遣

や研修生の受入、現地セミナーの開催、技術協力プロジェクトの実施などを通じ

て、引き続き人材育成や情報化に関する協力を推進する。 

（外務省、経済産業省） 

 

⑤特許制度の国際的な調和を促進する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、ＷＩＰＯにおける実体特許法条約に関する議論に

精力的に取り組み、米国における出願公開制度の全面導入、先発明主義の見直

しやグレースピリオドの統一を含めた特許制度の国際的調和のための議論を
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促進する。 

ⅱ）２００４年度も引き続き、国際的な権利取得の円滑化を図るために、出願人

の母国語による特許出願及びその翻訳文における誤訳の訂正を第三者の利益

とのバランスを考慮しつつ可能にする制度が各国において採用されるよう、Ｗ

ＩＰＯ等の場において、国際ルール作成の議論を促進する。 

ⅲ）先使用権制度は、企業活動の実情を反映させ利用性を向上させることが望ま

しいため、２００４年度中に、先使用権の権利幅や公証制度など各国制度やそ

の利用実態について調査し、我が国産業界への影響を踏まえて検討する。 

（外務省、経済産業省） 

 

⑥国際的な審査情報ネットワークを構築する 

ⅰ）我が国の審査結果を海外に発信し、日米欧三極特許庁間での審査協力を推進

するために、サーチ・審査結果に関する情報を相互利用可能とする審査情報ネ

ットワークの確立を速やかに実現すべく、２００４年度中にシステム開発を行

う。 

ⅱ）途上国に対する審査協力を推進するため、２００４年度中に、アジア産業財

産ネットワークに、より詳細な審査関連情報を機械翻訳により英訳された形で

提供する機能を追加する。 

ⅲ）我が国の審査関連情報が他国の審査において有効に活用され、我が国出願人

の権利取得の迅速化、翻訳負担の軽減に資するため、２００４年度も引き続き、

英語への機械翻訳用の辞書のより一層の充実を図り、特許庁保有の辞書を外部

に公開するなど、産業界での日英機械翻訳の活用を促進する。 

（外務省、経済産業省） 

 

（２）国際的な著作権制度の調和等を推進する 

ⅰ）デジタル化・ネットワーク化に対応して著作権等を適切に保護するため、現

在ＷＩＰＯで検討が進められている視聴覚的実演や放送機関に関する新条約

（「放送機関の保護に関する条約（仮称）」及び「視聴覚的実演に関する条約（仮

称）」）の早期採択に向けて、２００４年度も引き続き積極的に議論に貢献する。 

（総務省、外務省、文部科学省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、アジア諸国を中心に、二国間や自由貿易協定（Ｆ

ＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉の場など、様々な機会を利用して、１
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９９６年に採択された「著作権に関する世界知的所有権機関条約（ＷＣＴ）」

や「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約（ＷＰＰＴ）」への早

期加入を働きかける。 

（外務省、文部科学省） 

ⅲ）途上国における著作権制度の普及・整備を支援するため、ＷＩＰＯなどの協

力を得て、２００４年度も引き続き、途上国の政府職員や集中管理団体の職員

を対象とした研修やセミナーの開催、著作権制度及び集中管理制度に関する専

門家の派遣を行う。 

                           （外務省、文部科学省） 

 

（３）デザインの国際的保護のための審査協力等を推進する 

我が国で創作されるデザインの国際的保護を図るために、２００４年度も引き

続き、アジア諸国等に対して、日本の意匠審査結果の提供を通じた審査協力や意

匠専門家の派遣や研修生受入を通じた体制整備のための協力を推進する。 

（外務省、経済産業省） 

 

（４）国際的な商標の保護及び協力を推進する 

①商標の国際登録制度の利用を促進する 

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度は、商標の国際的な権利取

得を容易にする制度であるため、２００４年度も引き続き、二国間や地域的な枠

組みを通じて、加盟が遅れているアジア地域等の加入を働きかけるとともに、我

が国出願人による利用を促進する。 

（外務省、経済産業省） 

 

②途上国に対する人材育成等の協力を推進する 

途上国における商標法制度の整備や運用の改善に資するべく、専門家の派遣や

研修生の受入、現地セミナーの開催、技術協力プロジェクトの実施などを通じて、

２００４年度も引き続き、人材育成や情報化に関する協力を推進する。 

  （外務省、経済産業省） 

 

③商標制度の国際的な調和を推進する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、ＷＩＰＯにおける商標法条約改正に関する議論に
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精力的に取り組み、商標制度の利用者の更なる利便性の向上につながるよう議

論を促進する。 

ⅱ）海外で権利を取得する出願人の手続負担を軽減し、各国特許庁の業務負担の

軽減に資するため、２００４年度も引き続き、日米欧の三極特許庁間で、指定

商品・役務に関する表示の標準化を一層推進する。 

（外務省、経済産業省） 

 

（５）植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する 

ⅰ）アジア地域等における迅速・的確な権利保護を図るため、２００４年度も引

き続き、中国、韓国等との間で審査官等による定期的な協議を実施し、審査協

力を推進するとともに、審査調和のための審査基準の見直しなどを行い、将来

的な相互承認制度の導入等を検討する。 

ⅱ）アジア地域等における新品種保護制度の整備の充実を図るため、２００４年

度も引き続き、植物新品種保護国際同盟（ＵＰＯＶ）を通じた制度整備への支

援や専門家を養成するための研修を実施するとともに、自由貿易協定（ＦＴＡ）

／経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉の場など、様々な機会を利用して、制度の整

備及び充実について働きかけを行う。 

（外務省、農林水産省） 

 

（６）国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する 

インターネット等による国境を越えた知的財産権の行使や紛争処理に関する

国際ルールを明確化するため、２００４年度も引き続き、知的財産権の有効性や

侵害等に関する訴訟の国際裁判管轄等に関する議論に積極的に取り組む。 

（法務省、外務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（７）自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）等を活用する 

自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）や投資協定などの二国間・

複数国協定の交渉の機会において、交渉相手国の知的財産制度の整備や実効的な

エンフォースメントの確保を促し、我が国産業界等の要望に沿った TRIPS 協定

等の規定以上の知的財産の保護が達成されるよう、２００４年度も積極的に働き

かける。 

（外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 
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（８）知的財産に関連する法律の英訳を国際的に発信する 

我が国の知的財産に関連する法律などが国際的に理解され、利用しやすくする

ため、２００４年度以降、関係府省や関係団体と協働しつつ、正確かつ統一され

た英訳の国際的な発信を推進する。 

（司法制度改革推進本部、法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省) 
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Ⅱ．模倣品・海賊版対策 

  

中国をはじめとする海外市場においては、模倣品・海賊版により被害を受け

る我が国企業があらゆる業種で増加してきている。模倣内容も商標から意匠・

特許・種苗にまで拡大し、高度技術化、大規模流通化が進んでいる。模倣品・

海賊版は製造国・地域から世界中に拡散し、特に近年、模倣品・海賊版と犯罪

組織、テログループとの繋がりが指摘されるなど、模倣品・海賊版問題は世界

各国が協力して取り組むべき問題である。また、我が国においても、税関にお

ける模倣品・海賊版の輸入差止件数も近年急増していることから、模倣品・海

賊版の国内市場への流入も強く懸念されている。  

 模倣品・海賊版の問題は、権利者が本来得るべき利益を奪い、新たな知的財

産の創造意欲を減退させるとともに、消費者の企業ブランドへの信頼を低下さ

せ、消費者自身の利益を阻害するものである。また、模倣品・海賊版は国際市

場における企業間の適正な競争を著しく阻害するものでもある。 

 我が国が「知的財産立国」を目指す上では、国内はもとより海外においても

我が国企業を模倣品・海賊版による被害から守るよう、官民挙げて強力な対策

を講ずることが強く求められている。 

 

１．外国市場対策を強化する 
 海外市場における模倣品・海賊版による被害は近年、高度技術化・大規模流通化

が進展するとともに、アジアから世界中に拡散している。我が国企業も自己の利益

を守るべく侵害発生国・地域で活動しているが、侵害発生国・地域の当局への取締

要請や制度改善要求は、企業の努力だけでは難しい。特に中小企業にとっては手続、

人材、費用などの面で負担が過大であり、なすすべを持たないというのが実態であ

る。このため政府による被害実態に応じた適切な支援が強く求められている。 

 特に、近年は犯罪組織の模倣品・海賊版の流通への関与が懸念されており、さら

には模倣品・海賊版の販売による不正な利益がテログループの資金源となっている

ことが指摘されるなど、模倣品・海賊版問題は世界各国が協力して取り組むべき課

題となっている。 

 また、世界の競争秩序の維持、日本の産業競争力強化の観点から、模倣品・海賊

版問題を知的財産の保護問題としてとらえることはもとより、世界の通商問題とし

て再認識し対策を強化すべきである。 
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（１）侵害発生国・地域への対策を強化する 

①企業・団体等による模倣品・海賊版対策を支援する 

ⅰ）模倣品・海賊版対策を我が国外交上の重要施策と位置付け、２００４年度

中に外務省経済局に知的財産権侵害対策室（仮称）を設置する等により、体

制の強化を図るとともに、「知的財産権侵害対応マニュアル」を作成し、全

ての在外公館に配布して対応を徹底する。また、在外公館においては、大使

自ら先頭に立って、また２００４年度中に担当窓口も明確にして、我が国企

業の個別の被害実態の把握やそれに対する取締当局の対応状況のフォロー、

取締当局への要請などの支援活動を積極的に行う。 

（外務省） 

ⅱ）２００４年度から、企業からの海外での権利取得や権利行使に関する相談

に応じ、対応方法や手続等に関する助言や調査会社等の紹介などの具体的な

支援を在外公館や日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）等において実施する。 

（外務省、経済産業省） 

ⅲ）２００４年度も引き続き、模倣品・海賊版被害にあった場合の対応策や事

例など、我が国の企業が侵害国において訴訟提起などの権利行使をするため

に必要なノウハウなどの情報を収集し、まとめた資料を企業へ配布する。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅳ）２００４年度も引き続き、我が国の企業による諸外国での模倣品・海賊版

対策の取組を支援するため、国際知的財産保護フォーラム、コンテンツ海外

流通促進機構、不正商品対策協議会等の民間団体の諸外国での活動を支援す

る。 

（警察庁、外務省、文部科学省、経済産業省） 

ⅴ）２００４年度以降、著作権侵害の摘発活動を容易にするため、コンテンツ

海外流通促進機構及び不正商品対策協議会が主体となり検討を進めている、

海外輸出統一マークの導入を支援する。 

（警察庁、文部科学省、経済産業省） 

ⅵ）２００４年度以降、模倣品・海賊版に関する国際的な紛争を効果的に解決

するため、民間業界団体等による国際的な仲裁・調停機関の設立を奨励する。 

（文部科学省、経済産業省） 
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②侵害発生国・地域への具体的要請を行う 

ⅰ）２００４年度も引き続き、中国をはじめとするアジア諸国などの侵害発生

国・地域に対し、税関取締りにおける権利者の負担軽減や再犯に関する厳格

な取締りなど、具体的な制度改善や取締りの実効ある強化について閣僚レベ

ルをはじめ様々なレベルで強力に要請を行う。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）海外における模倣品・海賊版を撲滅するためには、知的財産を重視する風

土を醸成し、自ら模倣品・海賊版を生まない国となることが肝要である。こ

のため、２００４年度から、侵害発生国・地域において対策に取り組む当局

や団体との連携を強化するとともに、模倣品・海賊版が社会悪であることを

侵害発生国・地域の国民が広く認識するよう、啓発活動の支援に取り組む。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

③侵害状況調査を実施する 

政府においては、上記のような海外における活動の基とするとともに、模倣

品・海賊版対策を実効あるものとするため、例えば、以下のような項目を内容

として、必要に応じ法律の制定等制度整備を、２００４年度中に行う。 

ａ）定期調査 

      侵害発生国・地域における模倣品・海賊版による被害の実態、当該国にお

ける法制度上の問題の有無、エンフォースメントの実効性等を定期的に調査

すること。 

   ｂ）権利者の申立てに基づく調査 

      外国政府から不当な取扱いを受けたことにより被害を受けている権利者か

ら申立てがあった場合、政府は一定期間内に必要な実態調査を開始すること。 

   ｃ）調査結果に基づく交渉等 

      上記調査の結果、侵害発生国・地域の政府の対応に問題があると判断され

た場合には、二国間協議等により問題の改善を要請すること。また、侵害発

生国・地域の法制度等にＷＴＯ協定上の問題がある場合には、ＷＴＯ紛争処

理手続きを利用し問題解決を図ること。 

   ｄ）報告書の作成・公表 

定期調査や権利者から申立てに基づく調査等を基に、諸外国の模倣品・

海賊版対策に関する報告書を作成・公表すること。 

（外務省、経済産業省、関係府省） 
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（２）二国間の枠組みを活用する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、アジア諸国との自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済

連携協定（ＥＰＡ）や投資協定・税関相互支援協定などの二国間・複数国間

協定においては、知的財産関連の法制度の整備のみならず、実効的なエンフ

ォースメントの確保のための条項を盛込むよう積極的に交渉する。 

（外務省、関係府省） 

ⅱ）２００４年度から、二国間協議においては、我が国企業の被害実態などを

取上げての取締りの強化や制度改善の要請など、戦略的かつきめ細かく対応

する。 

（外務省、関係府省） 

 

（３）欧米との連携を強化する 

２００４年度から、侵害発生国・地域への働きかけをより有効に行うため、

首脳間、閣僚間をはじめとする日米、日・ＥＵ間の定期協議や個別協議などを

積極的に活用し、侵害発生国・地域に対し共同して取り組むよう米国、ＥＵ・

欧州各国との連携を深める。 

（外務省、関係府省） 

 

（４）多国間の枠組みを活用する 

ⅰ）模倣品・海賊版問題は、特定の国に止まらず世界各国に拡散しており、ま

た犯罪組織やテログループとの繋がりが指摘されている状況にかんがみ、２

００４年度から、模倣品・海賊版問題を「世界の通商問題」としてとらえ、

世界貿易機関（ＷＴＯ）、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）、アジア太平洋経

済協力（ＡＰＥＣ）、アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）、Ｇ８サミットなどの通商

問題や知的財産問題を扱う国際機関・フォーラムにおいて、模倣品・海賊版

の拡散を防止するための条約や閣僚宣言の提唱など、模倣品・海賊版問題を

積極的に取り上げて、その解決を図るための活動を活発に行う。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、ＷＴＯの対中国経過的レビューメカニズム及び

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協定）の法令レビュ

ー、貿易政策検討制度（ＴＰＲＭ）を積極的に活用し、アジア諸国・地域に

模倣品・海賊版を取り締るよう強力に要請する。  

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省）
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ⅲ）２００４年度も引き続き、ＷＩＰＯにおいて、模倣品・海賊版のエンフォ

ースメント問題を主要議題として取り上げ、模倣品・海賊版の取締りをＷＩ

ＰＯ加盟国が一体となって取り組むべき問題であるとの認識を加盟国間で

共有するよう積極的に取り組む。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅳ）ＡＰＥＣにおいて、２００３年１０月の首脳宣言、閣僚宣言において知的

財産権の保護を進めることが盛り込まれ、我が国が提案した知的財産権サー

ビスセンターの設立、「知的財産権包括戦略」が承認された。２００４年度

は、ＡＰＥＣにおいてこの知的財産権包括戦略を着実に推進するとともに、

２００４年度中に我が国に知的財産権サービスセンターを設置し、各国・地

域においてもセンターが早期に設置されるよう、積極的に働きかける。 

（外務省、経済産業省） 

ⅴ）２００４年度も引き続き、ＡＳＥＭ貿易円滑化行動計画の下での知的財産

権分野での活動に積極的に取り組むとともに、欧州とも協力し、知的財産保

護のためにアジア欧州間で協力する新たな活動を行う。 

（外務省、関係府省） 

 

（５）アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する 

ⅰ）開発途上国における貿易投資の拡大と経済発展のために知的財産権の適切

な保護が不可欠であることにかんがみ、２００３年８月に決定されたＯＤＡ

大綱を踏まえ、２００４年度は、個別の援助計画において必要性及び優先度

に応じ開発途上国の知的財産制度の整備・執行の強化を支援する。 

（外務省、関係府省） 

ⅱ）各国政府等に対する各種セミナーなどの能力構築に関する取組を踏まえ、

２００４年度も引き続き、模倣品・海賊版対策に積極的に取り組むアジア諸

国の政府関係者や民間の団体・企業等に対し、各府省が実施している知的財

産権の保護に関する能力構築（キャパシティービルディング）を、関係府省

の連携の下、我が国企業やＪＥＴＲＯ等の関係団体と協力しつつ、一層効果

的に実施する。 

（警察庁、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 
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２．水際での取締りを強化する 

２－１．侵害判断が困難な貨物の取締りを強化する 
侵害発生国・地域において製造された特許権侵害品等が日本国内に流入しており、

水際での特許権侵害品等の取締りの強化が緊急の課題となっている。水際取締りに

関する制度整備は、２００４年の関税定率法の改正により、税関が侵害疑義貨物を

発見した場合に、税関から権利者に対し輸出入者等の情報が通知されるようになる

など、着実に進められている。 

しかしながら、特許権侵害品等は製品の外観のみから侵害を判断することは困難

な事案が多いほか、輸入者が法的・技術的問題について反論を行う事案もあるため、

権利者・輸入者の正当な利益を損なわないように配慮した上で、分解検査、当事者

の意見、専門家の関与等により特許権侵害品を効果的に差し止める制度を整備する

必要がある。 

 また、水際での取締り方法として、税関が簡便・迅速な手続で対応することが必

要である。さらに、侵害が認定された製品と同一の他の輸入者の製品についても輸

入を簡便・迅速に差し止められることが重要である。 

 

（１）特許権侵害品等の侵害判断・差止めを当事者の主張に基づき、専門的か

つ簡便・迅速に行う制度を確立する 

水際での特許権等の侵害品には、外観のみから判断が可能なものから、当事

者の主張を基にした専門的な侵害判断を要するものまで、多様な事案が含まれ

る。また、模倣品・海賊版対策はそのスピードが重要であり、特に中小企業に

とっては手続や費用の負担の少ないことが実際上不可欠である。このため、権

利者が事案の性質や権利者のニーズに応じて多様な手続を活用できるよう、２

００４年度中に、以下のような侵害判断の手続につき検討を行い、必要に応じ

関税定率法等関係法律を改正するなど制度整備を行う。 

イ）税関長による侵害認定 

        侵害疑義品の外観、特許庁への意見照会の活用、ＤＮＡ鑑定の活用に

より、税関長が侵害を判断する。 

    ロ）サンプル分解検査制度を活用した侵害認定 

        権利者による侵害の立証を容易にするため、一定の要件の下、権利者

が税関からサンプルの提供を受け、分解検査を行う。なお、外観から侵

害判断ができないような貨物については、税関においても税関長の職権
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により積極的に分解検査を行う。 

    ハ）外部専門家を活用した侵害認定  

        侵害認定に必要な法的・技術的事項を判断するため、弁護士・弁理士

等の外部専門家を活用して、税関長が侵害を判断する。 

ニ）技術判定機関を活用した侵害認定 

        侵害認定に必要な技術的事項を判断するため、専門家からなる技術判 

定機関を活用して、税関長が侵害を判断する。 

ホ）裁判所の仮処分命令を活用した侵害認定 

        裁判所の仮処分命令を活用する。裁判所には、水際における迅速な救

済の必要性にかんがみ、仮処分命令が迅速になされるような訴訟運営面

での対応を期待するとともに、税関長は、侵害認定手続期間内に裁判所

の仮処分命令があった場合には、当該命令における侵害判断に基づいて

侵害を認定する。なお、仮処分命令と侵害認定との法的関係（法的拘束

の可否等）については、さらに検討が必要である。  

へ）仮処分申請中の貨物の留置 

権利者が裁判所に仮処分を申請している場合には、一定期間は疑義貨

物の通関を認めない。 

なお、税関内審議機関による侵害認定という考え方については、行政機関に

よる簡易・迅速な処理を求めるニーズがある一方、司法手続との重複や費用対

効果等の問題を指摘する意見があることから、特許侵害品の水際での取締りの

状況等を踏まえ、さらに慎重な検討が必要である。 

（法務省、財務省、農林水産省、経済産業省） 

 

（２）当該輸入者に関係なく同一製品の輸入を差し止める 

侵害品差止めの迂回を防止し、その実効を担保する観点から、一旦侵害品と

判断された後に、当該侵害品と同一品と疑われる物品が輸入されようとする場

合には、同様に差止める必要がある。現在でも、輸入者の如何を問わず、税関

が侵害品との同一性やライセンスの有無等を判断することにより輸入を差止

めることは、制度的には可能であるが、これが簡便かつ迅速になされるよう、

２００４年度中に制度改善を行う。 

（財務省） 
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（３）裁判外紛争処理（ＡＤＲ）機関を活用する 

特許侵害事案の多様性にかんがみ、権利者、輸入者の両当事者が日本知的財

産仲裁センター等の裁判外紛争処理（ＡＤＲ）機関を活用する場合の税関の対

応の在り方について検討を行い、２００４年度中に結論を得る。 

（財務省） 

 

２－２．商標権侵害品等の取締りを強化する 

税関の努力により、最近の偽ブランド品などの知的財産権侵害品の輸入差止実績

は大幅に増加している。しかし、税関の努力にも関わらず、様々な流通形態により

模倣品・海賊版が国内に大量に流入している。このような状況を打開し、偽ブラン

ド品等の模倣品を水際で締め出すためには、法制度の整備も含め、水際での取締り

を抜本的に強化する必要がある。  

 

（１）模倣品等の流通態様に応じた取締りを強化する 

①模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する 

並行輸入や個人輸入と偽った輸入や、個人による小口貨物を利用した輸入が、

国内に偽ブランド品や海賊版が氾濫する原因の一つとなっている現状を踏ま

え、それらの取締りを一層強化するよう、２００４年度も引き続き、税関と権

利者との連携の強化、税関の検査設備や情報システムの強化、必要な税関職員

の確保、税関職員の能力の向上を進める。 

（財務省） 

 

②マーク切除による脱法行為の取締りを強化する 

商標権侵害品に付されたマークを税関で切除することにより通関する脱法

行為を防止するため、ＴＲＩＰＳ協定第４６条の規定の趣旨に則り、２００４

年度中に、商標法、不正競争防止法、関税定率法等の関係法律について検討し、

必要に応じ法改正等制度改善を行い、税関での取締りを強化する。 

（財務省、経済産業省） 

 

③部分品・部品取外しによる脱法行為に対する取締りを強化する 

意匠権侵害品の部品を税関で取り外すことにより通関する脱法行為を防止

するため、２００４年度中に、意匠法、不正競争防止法、関税定率法等の関係
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法律について検討し、必要に応じ法改正等制度改善を行い、税関での取締りを

強化する。 

（財務省、経済産業省） 

 

④形態模倣品の取締りを強化する 

形態模倣品や周知表示の混同を惹起する製品、著名表示を冒用する製品の海

外からの輸入の税関での取締りを強化するため、２００４年度中に、不正競争

防止法及び関税定率法等について検討を行い、必要に応じ法改正等制度改善を

する。その際、その運用を円滑に行うため、税関での侵害判断を容易にする制

度を整備する。 

（財務省、経済産業省） 

 

（２）個人輸入等の取締りを強化する 

模倣品は社会悪であることを国民に明確にするとともに、模倣品が氾濫する

ことを防止するため、２００４年度中に、偽ブランド品であることを知りなが

ら個人使用目的で所持することの禁止及び税関での輸入の禁止について検討

を行い、必要に応じ商標法等の関係法律等を改正するなど制度整備を行う。 

（財務省、経済産業省） 

 
３．国内での取締りを強化する 

インターネットオークションサイト等による大量の偽ブランド品の売買や映画や

音楽などファイル交換ソフトを用いた著作権侵害が横行しているほか、個人の肖像

等を不正に使用した商品の売買などが国内で深刻化している状況にかんがみ、国内

においても取締りを一層強化する必要がある。 

 また、模倣品・海賊版を海外での製造を防ぐためには、国内においてノウハウ等

が流出を防止するための対策について、法制度の整備を含め、強化する必要がある。 

 

（１） インターネットを利用した侵害の取締りを強化する 

ⅰ）インターネットオークションサイト等を通じた多量の模倣品・海賊版の売

買及びファイル交換ソフトや技術的保護手段を回避する機器による著作権侵

害の問題の深刻さにかんがみ、それに対する取締りを強化するため、以下の
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項目を含め、２００４年度中に、取締方策について幅広く検討を行い、必要

に応じ法改正等制度整備を行う。 

ａ）インターネットオークションサイト等の管理者による出品者の本人確認

の徹底、権利を侵害している出品物のサイトからの削除等を円滑にする方

策等取締りの強化の方策 

（警察庁、総務省、経済産業省） 

ｂ）商標法、意匠法等における取締りの強化の方策 

（経済産業省） 

ｃ）ファイル交換ソフト等を用いた著作権侵害に対する取締りの強化等の方

策 

（文部科学省） 

ｄ）古物営業法における取締り及び犯罪抑止対策の強化の方策 

（警察庁） 

ｅ）特定商取引法における消費者の混同を招く表示の取締りの強化の方策 

（経済産業省） 

ⅱ）２００４年度以降、オークションサイト等を通じた模倣品・海賊版の売買、

映画ファイル等の無許諾アップロード（送信可能化）の警察による取締りを

一層強化するとともに、オークションサイト等を通じて発注される模倣品・

海賊版の輸入を税関が積極的に取り締まる。 

（警察庁、財務省） 

ⅲ）２００４年度も引き続き、インターネット上の違法コンテンツを常時・自

動的に監視するシステムの活用を支援する。 

（総務省、経済産業省） 

 

（２）商品の形態模倣に対する保護を強化する 

ⅰ）商品の内部構造の模倣を不正競争法防止法上の形態模倣品とすることや商

品の形態模倣禁止期間の問題などについて２００４年度中に検討を行い、必

要に応じ不正競争防止法の改正等制度整備を行う。 

（経済産業省） 

   ⅱ）２００５年度から、出願中の案件に関し模倣品が発生したときは、直ちに

意匠審査に着手し、出願手続に瑕疵のないものについては１ヶ月以内に一次

審査結果を通知する。 

（経済産業省） 
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（３）肖像等を不正に使用した商品を取り締まる 

芸能人、スポーツ選手等の肖像や氏名を不正に使用した商品の売買を取り締

まるため、被害の実態を踏まえ、不正競争防止法の保護や刑事罰の対象とする

ことなどについて２００４年度中に検討を行い、必要に応じ法改正等制度整備

を行う。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

（４）ノウハウ等の海外への流出を防止する 

ⅰ）ノウハウや設計図面などの海外への流出を防ぐため、「技術流出防止指針」

等の企業が実施すべきノウハウ等の海外流出を防止するための具体策につ

いて、２００４年度も引き続き、中小企業をはじめとして広く周知徹底を図

るための方策を講ずる。 

  （経済産業省） 

ⅱ）ノウハウ等が技術者等を通じて海外に流出することを防止するため、国外へ

の営業秘密の漏洩などについても、２００４年度において、被害の実態を踏ま

え検討を行い、必要な対策の強化を行う。 

（経済産業省） 

 

（５）警察による取締りを強化する 

ⅰ）模倣品・海賊版の供給ルートを遮断するため、２００４年度も引き続き、

模倣品・海賊版の密売等により不正な利益を得ている犯罪組織の実態を的確

に解明し、その取締りを強化するとともに、この種の犯罪と国際テログルー

プの資金源活動のつながりを視野に入れた警察活動を推進する。 

（警察庁）  

ⅱ）３．（１）ⅱ）のインターネットを利用した侵害の取締りの強化（５４頁）

に加え、２００４年度も引き続き、街頭における模倣品・海賊版の販売等事

犯の取締りを強化する。 

（警察庁） 

ⅲ）２００４年度も引き続き、不正商品対策協議会をはじめとする各業界団体

と警察当局との連携をより強化し、確度の高い情報に基づいた効果的な取締

りを実施する。 

（警察庁） 
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４．中小企業・ベンチャー企業の支援と啓発を強化する 
模倣品・海賊版問題は企業にとって死活問題であるのみならず、その対策には人

材・費用面で多大な負担を強いられるものであり、特に中小企業にとっては極めて

対応が困難な問題であるため、中小企業においても模倣品・海賊版問題に対し十分

な取組が可能となるよう、積極的に支援すべきである。 

 また、長期的な観点に立って模倣品・海賊版を根絶していくためには、国民一人

一人に模倣品・海賊版が社会悪であるという意識を持ってもらうことが最も重要で

あり、そのための教育・啓発に取り組むべきである。 

 

（１）中小企業・ベンチャー企業の対策を支援する 

中小企業やベンチャー企業については、人材・費用面等で模倣品・海賊版対

策を講ずることに実際上大きな困難が伴うことにかんがみ、２００４年度から、

中小企業・ベンチャー企業については、海外出願・翻訳等の権利取得手続や現

地での被害実態調査、公安・行政当局との交渉・要請、訴訟提起等の権利行使

に関する活動についての相談・助成をはじめとする具体的な支援を強化すると

ともに、中小企業に対する諸外国の法制度及びその運用、模倣品・海賊版の被

害実態・対策に関する情報の提供などの方策をさらに強力に進める。 

（総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

 

（２）国民啓発を強化する 

模倣品・海賊版を撲滅するためには、模倣品・海賊版が社会悪であることを

国民が広く認識するよう、２００４年度も引き続き、消費者である国民への啓

発活動を進めるとともに、学校教育等を通じ適切な消費行動等についての教

育・学習を進める。 

（警察庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

 

５．官民の体制を強化する 
 政府の模倣品・海賊版対策の関連府省は多岐に渡り、それぞれの府省が独自に対

策を講じている。このため被害を受けている企業にとっては、相談をどこの府省に

したら良いのか不明確であるし、また関係府省間でも被害実態に関する情報の共有

や政府一体となった取組が遅れているのが現状である。今後、模倣品・海賊版問題
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に対し国を挙げて外国市場対策、水際及び国内での取締りを進めていく上では、関

係府省がその垣根を越え強力に連携するとともに、企業にとってもより利便性の高

い体制を整備することが必須である。 

 また、政府のみならず関連団体においても、国内での団体間の連携はもとより諸

外国の団体との連携も強化するとともに、政府とも一体となって効果的な模倣品・

海賊版対策を実施することが求められている。 

 

（１）政府内の連携体制を整備する 

ⅰ）外国市場対策や水際及び国内での取締りに関し、関係府省が一体となって

以下のような対策に取り組むよう、経済産業省を一元的な相談窓口とすると

ともに、２００４年度においてできるだけ速やかに、模倣品・海賊版対策に

関する総合的な連携を図るため、関係府省局長会議（仮称）を設置する。 

ａ）一元的相談窓口の整備と連携の強化 

     権利者や企業等からの相談に対し、迅速に対応するために、政府にお

ける一元的な相談窓口を経済産業省に設置するとともに、関係府省が一

体となって連携する体制を整備する。 

    ｂ）関係府省の情報共有 

関係府省で模倣品・海賊版に関する情報を共有できるようネットワー

クやデータベースを構築する。  

    ｃ）取締当局による情報の活用 

外国市場での模倣品・海賊版の製造・流通情報や被害情報等を警察・

税関が活用し、当該模倣品等の国内市場への流入防止、国内からの排除

を進める。  

    ｄ）政府の政策への反映 

国内外で収集・分析した各種情報に基づき模倣品・海賊版対策に関す

る政策を立案・実施するとともに、その結果等を関係者にフィードバッ

クする。 

ｅ）関係府省の政策調整と総合的実施 

外国市場対策、水際及び国内での取締り等に関する法律や制度の改善、

取締りや運用の強化等に当たっては、それが効果的かつ効率的に行われ

るよう、関係府省間で相互に調整をするとともに、密接な連携をとって、

総合的に実施する。 

警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、 

文部科学省、農林水産省、経済産業省    
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ⅱ）権利取得や模倣品対策の助言、現地の弁理士・弁護士・調査機関の紹介、

個別案件の相談や関係府省への連絡、侵害国政府当局への要請など、企業の

相談に応じるため、２００４年度から、ＪＥＴＲＯを中心に商工会議所や弁

理士会等がネットワークを構築し、東京のみならず地方、海外においても企

業からの相談を受け付け、対応する体制の整備を支援する。 

（経済産業省、関係府省） 

ⅲ）水際取締り及び国内取締りの双方がより効果的に行われるよう、２００４

年度から、模倣品・海賊版対策情報連絡会議を通じ、警察、税関の情報交換

や連携を進める。 

（警察庁、財務省） 

 

（２）侵害発生国・地域の当局との当局間の連携を強化する 

侵害発生国・地域の当局（権利付与官庁、警察当局、税関当局）との連携を

具体的に強化するため、２００４年度も引き続き、日常的な情報交換に加え、

相互支援協定の締結や当局間での定期協議などを進める。 

（警察庁、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（３）官民・民民の連携を強化する 

ⅰ）侵害発生国・地域の当局との交渉や働きかけを効果的に行うため、２００

４年度も引き続き、官民合同ミッションの実施等を通じ官民の連携を強化す

る。 

（文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）２００４年度から、ＱＢＰＣ（商標保護委員会）やＢＳＡ（ビジネス・ソ

フトウェア・アライアンス）といった諸外国の模倣品・海賊版対策団体と国

内の模倣品・海賊版対策関連団体間の連携を強化及び国内での関連団体間の

連携の強化を積極的に奨励する。 

（文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（４）民間企業の体制を強化する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、模倣品・海賊版対策の重要性や社内体制の強化

の必要性についての情報を共有すべく、関係府省がより緊密に連携を取りつ

つ、企業等を対象にした模倣品・海賊版対策のためのセミナーを東京、大阪
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をはじめとする主要都市で開催する。 

（警察庁、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、主要業界団体に模倣品・海賊版対策委員会の設

置などの組織の充実・強化を奨励するとともに、我が国企業に海外事業拠点

の模倣品・海賊版対策のための体制の強化を奨励する。 

（経済産業省、文部科学省） 

 
６．模倣品・海賊版対策を集中的に処理する 

模倣品・海賊版問題の緊急性にかんがみ、上述の対策に係る法制定・改正につい

ては一括法で対応するなど模倣品・海賊版対策を２００４年度に集中的に処理する。 

（関係府省） 
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第３章 活用分野 
 

 知的創造活動により優れた成果が創出され、適切に保護されたとしても、そ

れが有効に活用されなければ、言わば「宝の持ち腐れ」であり、経済の活性化

は図れない。しかしながら、我が国においては、権利を取得したものの、利活

用されていない未利用特許が多いとされる。また、民間における研究開発投資

が必ずしも経済成長に結びついていないのではないかとの指摘もある。「知的

財産立国」の実現のためには、企業等の知的財産を有する者が知的財産を事業

活動の中で最大限に活用していくことが求められていると同時に、政府もその

ための環境を整備していく必要がある。 

 このため、以下の施策を講ずることにより、企業等における知的財産の戦略

的活用を支援するとともに、知的財産活用の環境を整備する。また、自社の技

術の価値を最大限に高めるという観点から国際標準化活動を支援していくこ

ととする。 

 

１．知的財産の戦略的活用を支援する 
 
（１）知的財産重視の経営戦略を推進する 

ⅰ）企業は知的財産を「企業の将来の経済的便益を生み出す競争優位の源泉」

と認識し、知的財産を経営戦略の中核に位置付けはじめ、事業戦略、研究開

発戦略、知的財産戦略について三位一体で取り組む先進的な動きが多く見ら

れるようになってきた。更にこのような取組を促進するため、企業が「知的

財産の取得・管理指針」「営業秘密管理指針」「技術流出防止指針」（経済産業

省２００３年１月及び３月公表）の３指針の周知を進め、企業においても当

該指針に基づく経営戦略を策定することを２００４年度も引き続き奨励す

る。なお、知的財産を核とした企業戦略の策定に当たっては、企業の自主性

も尊重しつつ行う。 

（経済産業省） 

ⅱ）営業秘密管理や技術流出防止に関する企業の取組を進めるため、「営業秘

密管理指針」や「技術流出管理指針」に記載された組織内マネジメントにつ

いて自己適合宣言方式を前提としたＪＩＳ化をすべく検討し、２００５年度

末までに結論を得る。 

（経済産業省） 
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（２）知的財産の情報開示を促進する 

証券市場が個々の企業における知的財産の位置付けを事業との関係で的確に

把握し、戦略的に「知財経営」に取り組んでいる企業が、証券市場において投

資家と緊密な対話を行うことができるよう、企業による自主的な知的財産の情

報開示について、以下の取組を行う。なお、情報開示を行うか否かについては、

個別企業の判断に委ねる。 

ⅰ）特許・技術情報に係る企業と証券市場の対話を促進するため、経済産業省

が作成・公表した「知的財産情報開示指針」（２００４年１月公表）を踏まえ

た「知的財産報告書」の作成企業が１００社を超えるよう、２００４年度は、

普及啓発等の支援を講ずるとともに、各企業の「報告書」が広くかつ正確に

投資家に評価されるよう投資家や各証券市場に対しても普及啓発を行う。 

（経済産業省） 

ⅱ）研究開発・特許関連情報の有価証券報告書等における任意記載の方式につ

いて、「知的財産報告書」の活用を含め、２００４年度から検討する。 

     （金融庁、経済産業省） 

 

（３）知的財産戦略指標を策定する 

企業が知的財産戦略を策定する際には、画一的なルールに従って行うのでは

なく、各企業が自らの意思で明確に目標として捉え、それに挑戦できるような

知的財産戦略指標が有効である。この認識に基づき、２００３年度になされた

検討内容を踏まえ、２００４年度は、知的財産の戦略的活用に関し、各企業が

自ら知的財産戦略を策定する上での一助となるような指標の策定を目指して検

討する。 

（文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（４）知的財産の価値評価手法を確立する 

ⅰ）知的財産が有する価値に関し客観的に評価できる基準（定量的分析（金額

換算値）あるいは定性的分析）の在り方について、各種民間団体調査機関が

設ける手法を参考に、知的財産権の種類や取引毎の特性に応じて２００４年

度までに検討・整理する。また、今後、本格化すると予想される合併・買収

等における特許等の価値評価事例を整理公開することにより、特許等の譲渡

に関する相場確立を目指す。なお、最終的に、価値評価は企業の判断や創意
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工夫に任せる等フレキシビリティを持たせる。 

（経済産業省） 

ⅱ）大学における知的財産の価値評価の在り方について、上記ⅰ）の検討・整

理を参考にしつつ、企業等の参加も得て、２００４年度から検討する。 

（文部科学省） 

 

（５）知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度を活用する 

信託業の担い手を承認ＴＬＯを含めた金融機関以外の者に拡大することや受

託可能財産の制限を撤廃すること及びグループ内における信託に関する特例を

設けることなどを骨子とする信託業法案が２００４年通常国会に提出されてい

る。同法案が成立した場合には、知的財産信託が円滑に行われるよう、以下の

取組を進める。 

 

ⅰ）出願前の特許を受ける権利等についても信託が円滑に行われるよう、特許

原簿や公示方法等の在り方について、２００４年度以降、知財信託の活用状

況を把握しつつ、必要な検討を行う。 

（経済産業省） 

ⅱ）グループ企業内における管理信託において、事業を行う親会社が受託者で

ある場合にも信託財産たる知的財産を自ら利用することを可能にする観点か

ら、２００４年度以降、受託者の忠実義務に関し、信託法の改正を行う等の

必要な制度整備についての検討を行い、２００５年度中に結論を得る。 

（法務省） 

ⅲ）知的財産の戦略的な管理や資金調達における信託制度の活用状況を踏まえ、

２００４年度以降、必要に応じ課題の検討を行う。 

（金融庁、経済産業省） 

 

（６）知的財産による資金調達の多様化を図る 

ⅰ) ２００４年度も引き続き、エクイティ投資、プロジェクトファイナンスの

利用促進、中小企業融資等、知的財産による資金調達制度の多様化を図る。 

（経済産業省、関係府省） 

ⅱ）知的財産権者による新たな発明又は著作物の創作等に資するため、当該知

的財産権者の知的財産権を他の事業者に移転、譲渡又は利用許諾等を行う特
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定目的会社等に対する日本政策投資銀行の融資制度を創設したが、２００４

年度は、その利用促進を図る。 

               （総務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 

ⅲ）知的財産を経営戦略上重要と位置付ける中小企業・ベンチャー企業を含む

事業者に対して、知的財産を活用した資金調達が円滑になされるよう、２０

０４年度も引き続き、日本政策投資銀行が行う知的財産担保融資の取組を奨

励するとともに、民間における同様の取組も積極的に奨励する。 

（財務省、経済産業省） 

 

２．国際標準化活動を支援する 
 

（１）戦略的国際標準化活動を強化する 

①国の研究開発プロジェクト等における研究開発、知的財産権取得、標準化

を一体的に推進する 

ⅰ）将来的にその成果の普及が期待され広く社会に影響を及ぼす可能性の高い

研究開発については、２００４年度も引き続き、早期の段階から標準化戦略

（ビジョン）を立て、成果が得られたものについて、逐次標準化活動に取り

組む。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）標準化戦略を視野に入れた国の研究開発プロジェクトについては、研究開

発の実施計画の中に、知的財産権の取得に関する戦略のみならず標準化に関

する戦略を明確に位置付け、２００４年度から標準化のための活動の財源の

確保を図るとともに、確保した財源を効率的に活用して標準化活動に取り組

む。研究開発プロジェクトの責任者は、知的財産権の取得及び標準化に関す

る戦略についても責任をもって対応することとし、必要に応じて、知的財産

や標準化について知見を有する専門家を活用する。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅲ）大学・公的研究機関においては、研究開発に際して、その自主的判断に基

づき、専門家も活用するなどして、標準化を視野に入れるべきか等の検討を

２００４年度も引き続き行う。また、大学・公的研究機関に対して、その特

性や自主的判断を尊重しつつ、研究開発成果の普及の観点から、研究開発成

果を国際標準化するための活動に主体的に参画する等標準化に関する取組が
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行われるよう奨励する。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②産学官による戦略的な国際標準化活動を強化する 

ⅰ）国や企業の研究開発において、国際標準化を目指すに当たって、戦略的に

国内規格を国際規格へのステップとして活用できるよう、２００４年度も引

き続き、国内規格の審議の迅速化を図るとともに、国内標準化活動と国際標

準化活動の連携を強化する。なお、２００３年度に着手した日本工業規格（Ｊ

ＩＳ）の審議の迅速化のための方策については、２００４年度から着実にそ

の活動を推進する。 

（総合科学技術会議、総務省、経済産業省、関係府省） 

ⅱ）日本発の国際標準化を、我が国として一貫性をもった形で迅速かつ効率的

に進めて行く。このため、国際標準化機構（ＩＳＯ）、国際電気標準会議（Ｉ

ＥＣ）及び国際電気通信連合（ＩＴＵ）といった国際標準化機関への対応に

関してそれぞれの機関の役割を踏まえつつ、特に情報通信分野等では、総務

省及び経済産業省を始めとする各府省間の連携及び産学官の連携を一層強化

するため、２００４年度も引き続き、これまで以上に継続的に十分な情報交

換・意見交換等を進める。また、諸外国の標準化活動の動向把握・分析や日

本国内における国際標準化対応の審議においても、適切な連携を図る。 

なお、大学、公的研究機関及び企業の人材が国際標準化活動へ積極的・継

続的に参加し、国際標準化活動で主要な分野における国際幹事等を取得でき

るよう、２００４年度も引き続き国としての戦略的取組を強化する。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅲ）標準化活動の重要性を普及啓発し、特に企業、大学等のトップのレベルに

おける標準化活動に対する認識を高める。このため、企業、大学等の経営者・

研究者等に対する標準化活動に関するセミナー等を２００４年度も引き続き

開催する。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

ⅳ）戦略的な国際標準化活動の観点から、我が国と密接な経済関係にあるアジ

ア諸国との国際規格の共同開発を行う等の連携強化を、日中韓の情報通信標

準化に関する会合、アセアン基準認証協力プログラム、太平洋地域標準会議

等を通じて２００４年度も引き続き推進する。 

（総合科学技術会議、総務省、経済産業省、関係府省） 
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③標準化に関する人材育成のための環境整備を進める 

大学その他の教育機関等において、標準化に関する人材育成が促進されるた

めの環境整備を２００４年度も引き続き進める。これを通じて、例えば、特に

大学に対して、ビジネスに直結する標準化に関する人材の育成、既存の知的財

産専門家コース、技術経営（ＭＯＴ）コース等においては、標準化に関する教

育の提供等が行われるようその自主的な取組を奨励する。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

④標準化に関する研究と産業界への普及を行う 

２００３年度に着手した国際標準化が産業競争力等に与える経済的効果の分

析など標準化に関する研究を引き続き行うとともに、２００４年度以降、当該

研究で得られた情報を産業界等に対する普及に活用する。 

（総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（２）民間の国際標準化活動を促進する 

ⅰ）我が国の技術の国際標準化を進めるためには、企業自身が国際標準化活動

に積極的に取り組むことが不可欠である。このため、２００４年度以降、企

業における国際標準化活動の統轄部署の設置及び知的財産部署との連携や、

国際標準化に携わる人材の積極的な評価、国際標準化提案への戦略的な取組

等を推奨する。 

（総務省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度以降、産業界の国際標準化活動への支援を国の重要課題とし

て位置付け、戦略的に重要な分野における企業の国際標準化活動に対する支

援を適切に講ずることにより、民間の国際標準化活動を促進する。 

（総務省、経済産業省） 

 

（３）技術標準に関連する知的財産権の取扱いルールを整備する 

①技術標準の策定・普及を妨げる必須特許の権利行使に対する対処方法を検

討する 

ⅰ）技術標準に必須な特許（必須特許）を有する権利者が当該技術標準に基づ

く製品を製造等する者に対して権利行使をすることにより技術標準の策定又

は普及を阻害することを防止するための方法について、例えば、標準化機関



 

 68 

等の特許に関する方針（パテントポリシー）の内容及び運用実態、技術標準

に関する特許集積（パテントプール）の有無やその形態、権利行使までの過

程等、様々なケースを想定して検討することは重要である。このため、この

ような権利行使に対する技術標準策定前の防止策としてのパテントポリシー

の改善等の対応方策、技術標準策定後の対応方策としての特許法（裁定実施

権等）の適用可能性について、以下の検討を進める。 

ａ）パテントポリシーの改善等の対応方策については、２００３年度に実施

した企業等の具体的ニーズの調査結果や国際的な議論の動向調査を踏ま

えて、検討をさらに進め、２００４年度中に結論を得る。また、その成果

を踏まえ、２００４年度以降、国際標準化機関における議論と並行しつつ、

国内の標準化機関のパテントポリシーの内容又は運用の見直しを進める。 

（総務省、経済産業省） 

ｂ）特許法（裁定実施権等）の適用可能性については、企業等からの具体的

ニーズや国際的な議論の動向を踏まえつつ、２００３年度に開始した産業

構造審議会における検討を進め、２００４年度中に結論を得る。 

（経済産業省） 

ⅱ）特許権利者が、共同の標準策定作業に参画しながら、意図的に当該特許の

存在を明らかにせず、当該特許を含む技術を必須なものとする技術標準が確

立された後になって特許権を主張して訴訟を提起するなどして標準化を著し

く阻害する、又はこのような行為を通じて自らの独占的地位の維持を図る行

為等に対する独占禁止法の適用可能性について、２００４年度以降検討を進

める。この検討は、２００３年度に実施した国内企業ヒアリング及び２００

４年度に実施する海外調査の結果を踏まえて行う。 

（公正取引委員会） 

 

②技術標準と知的財産権を巡る国際的な議論を促進する 

ⅰ）２００４年度以降、関係国との協議、国際標準化機関の会議や技術標準に

関する国際会議等において、技術標準と知的財産権を巡る問題及び解決の方

向性を提起することにより、国際標準化機関のパテントポリシーの内容又は

運用の見直し等の解決策について、国際的な議論を促進する。 

（総務省、経済産業省） 
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ⅱ）２００４年度以降、関係国との協議等において、（３）①ⅱ）に記載したよ

うな技術標準と知的財産権を巡る問題について国際的な議論を促進する。 

（公正取引委員会） 

 

③パテントプールに関する環境を整備する 

ⅰ）パテントプールは、複数の権利者が保有する特許を相互に使用可能とする

ことにより、権利者間の技術交流を促進するなど競争を促進する効果を有し

得るものであるとともに、必須特許を広く活用させるために有効な手段の１

つである。このため、以下の観点から、パテントプールに関する環境を整備

する。 

パテントプールの仕組みを円滑に機能させるため、ライセンス料高額化対

策及び必須特許の鑑定やその価値評価認定の仕方についての制度・仕組みに

関し、企業等からの具体的ニーズの調査結果や国際的な議論の動向を踏まえ

つつ、２００４年度から具体的な方策を検討する。特に、必須特許の鑑定や

価値評価の円滑化に関しては、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）の利用促進に加え、

パテントプール参加企業が中立的な専門家（弁護士、弁理士等）による鑑定

を利用しやすくできるよう、特許の評価に係る人材の効果的な活用方策につ

いての検討が必要である。 

（総合科学技術会議、総務省、経済産業省） 

ⅱ）複数の権利者が共同して実施するパテントプールの形成・運用には独占禁

止法上の問題が発生する可能性があることから、２００３年度に実施した国

内企業ヒアリング及び２００４年度に実施する海外調査の結果等を踏まえ、

公正取引委員会作成の「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法

上の指針」に関し、２００４年度以降見直しの是非について検討を行う。 

（公正取引委員会） 

 

３．知的財産活用の環境を整備する 
 

（１）知的財産権のライセンスを安定強化する 

①倒産時等における知的財産権のライセンスの保護を図る 

知的財産権のライセンス契約におけるライセンサーが破産した場合に、当該

ライセンスが第三者に対して対抗力を有することを条件として、管財人の解除
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権を制限し、ライセンシーの立場を保護する内容を含む新しい破産法が２００

４年５月に成立した。未登録の通常実施権等、第三者への対抗要件を有しない

場合のライセンスも含め、ライセンサーが倒産した場合や、ラインセンサーが

当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンスを保護する制度について、知

的財産権法におけるライセンスの保護に関する検討を行い、２００４年度末ま

でに結論を得る。なお、著作権ライセンスに関しては、２００３年度の文化審

議会著作権分科会の結論に基づき、２００４年以降、他の知的財産権における

同様の検討の結果を踏まえて、利用秩序に関する基盤整備の一環として利用者

保護の制度整備について検討を行う。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

②オープンソースソフトウェア利用上の法的責任関係を整理する 

オープンソースソフトウェアを活用したビジネスの更なる円滑な発展を図る

ため、オープンソースソフトウェアを活用してシステム構築を行う際のベンダ

ーとユーザーの間での責任分担についての考え方を整理し、２００４年度中に

公表する。 

（経済産業省） 

 

（２）知的財産を活用したビジネスを振興する 

企業や大学等公的研究機関の知的財産管理や知的財産戦略能力の補完を図る

観点から、特許流通・技術移転のための人材、情報のネットワークの構築等知

的財産の活用のための基盤整備を図るとともに、特許流通・技術移転の専門家

養成、専門家のネットワーク化などを目的とした国際特許流通セミナーの開催、

知的財産権取引業者のデータベース化及び公開等について２００４年度も引き

続き実施する。特許情報検索、知的財産価値評価、知的財産会計、特許マップ

作成、知的財産戦略プラン作成、マッチング交渉、ライセンシング交渉等の知

的財産ビジネスを活性化するための施策について、２００４年度も引き続き検

討を行う。 

（経済産業省） 

 

（３）実施許諾の意思を登録する制度（License of Right）を導入する 

未利用の特許の活用や流通を図るため、特許権者が当該発明について第三者
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への実施許諾の用意がある旨を登録できる制度の導入の是非について、２００

４年度も引き続き、検討を行う。 

（経済産業省） 

 

（４）知的財産の円滑・公正な利用を促進する 

ⅰ）汎用性が高いあるいは実質上代替性の低い上流技術（ライフサイエンス分

野の遺伝子関連技術、リサーチツール等）に関する知的財産の円滑な利用を

促進するため、特許法（試験・研究の例外規定や裁定実施権等）による対応

の可能性、さらにはライセンス契約の円滑化の方策といった点についての調

査研究を含めた検討を、企業等からの具体的なニーズや国際的な議論を踏ま

えて２００３年度に開始したが、２００４年度も継続して検討を行う。また、

２００４年度も引き続き、権利の濫用行為等の知的財産権分野における独占

禁止法違反について、知的財産タスクフォース（知的財産の専門チーム）を

一層活用するとともに違反取締りの体制整備を図り、重点的に同分野におけ

る違反に対し迅速かつ厳正に対処する。 

（公正取引委員会、厚生労働省、経済産業省） 

ⅱ）著作権者不明等により著作物の利用許諾契約が締結できない場合に、「著

作物の裁定制度」を円滑に利用できるよう、手続きの見直しを行い、その利

用マニュアルを２００４年度中に整備し、公表する。また、コンテンツの保

護を強化する一方で、権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意するこ

とが必要であり、社会的に必要と考えられる公正な利用を促進する観点から、

著作権法の「権利制限規定」の在り方について、２００４年度に、検討を進

める。 

（文部科学省） 

ⅲ）研究開発成果等については、その適切な管理に加え円滑な流通体制の整備

が必要である。このため、研究成果物を含めた植物、動物、微生物等の遺伝

資源等を広く収集し、特性評価・保管・提供等を行う体制(ナショナルバイオ

リソースプロジェクト、ジーンバンク事業、イネゲノムリソースセンター、

生物遺伝資源保存施設)を整備し、２００４年度以降引き続きその活動を促進

する。また、有用遺伝子の単離・機能解明に重要となる研究材料の保存及び

民間企業等への提供体制について、２００４年度も引き続き充実を図る。 

（文部科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省） 
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（５）知的財産に関する保険を充実・促進する 

国内外において知的財産に関する円滑なライセンス活動を促進するために 

は、知的財産に関する保険の充実が不可欠である。このため、２００４年度も

引き続き、海外でのライセンス活動についてリスクを補填する独立行政法人日

本貿易保険の「知的財産権等ライセンス保険」の利用を促進する。 

（経済産業省） 

 

（６）租税条約を活用し国境を越えた知的財産の利用を促進する 

知的財産を含む無体財産権の使用料について源泉地国免税とする内容を含む

日米新租税条約が２００４年３月に発効したが、知的財産の活用を活性化する

観点からも高く評価できる。２００４年度以降、他の国々と租税条約を改正し

ていく際には、総合的な観点も踏まえつつ、できる限り早期の締結を図るべく、

基本的にはこの新条約の考え方に基づいた議論を行っていく。 

（財務省） 

 
４．中小企業・ベンチャー企業や地域を支援する 

中小企業・ベンチャー企業が、革新的な技術に基づき成長、発展していくために

は、知的財産は必要不可欠な経営要素である。しかしながら、地域や中小企業・ベ

ンチャー企業は、大企業と比べて、知的財産戦略に対する意識がいまだに十分であ

るとは言えず、また、資金や人材などを知的財産戦略に対して十分に投入できる状

況にない。こうした企業や地域の間の格差を解消するため、政府は、知的財産の創

造、保護、活用及び人材育成のあらゆる分野において、中小企業・ベンチャー企業

向けの支援策を推進していく必要がある。 

また、地方公共団体は、地域に展開する中小企業・ベンチャー企業や大学等の活

性化を通じた地域振興を図るべく知的財産に関する各種取組を始めており、この流

れを一層推進するためにも、知的財産を活用した地域振興を積極的に支援すること

が重要である。 

 

（１）中小企業・ベンチャー企業を支援する 

①知的財産の権利取得を支援する 

ⅰ）特許料等の減免措置について、２００４年度から、手続の簡素化や広報の

強化、地域中小企業に対する相談体制の充実による利用の促進など対象拡大
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のための措置を講ずる。 

（経済産業省） 

ⅱ) ２００４年度も引き続き、中小企業・ベンチャー企業の国内外での権利取

得を促進するために、中小企業・ベンチャー企業に対する研究開発や事業化

の支援事業における国内外特許取得関連費用等の助成やコンサルティングの

拡充を図る。 

（経済産業省） 

ⅲ）２００４年度から、新たな技術を用いて新規事業を行おうとする創業後間

もない情報通信分野のベンチャー企業等に対して、特許申請費用や弁理士等

の専門家のコンサルティング費用等の助成を行う。 

（総務省） 

ⅳ）２００４年度から、中小企業・ベンチャー企業が効率的かつ確実な権利取

得ができるよう、審査請求前の特許出願について民間調査機関による従来技

術調査の支援を行う。 

（経済産業省） 

 

 ②海外展開を支援する 

海外で事業展開を行うに際しては、海外での権利取得や模倣品・海賊版対策

が必要となるが、このような取組には多大な費用がかかるため、優れた技術を

持つ中小企業・ベンチャー企業に対して、２００４年度以降、モラルハザード

とならないよう配慮しつつ、海外出願や海外における模倣品・海賊版対策など

の支援や企業からの相談体制の整備などを抜本的に強化する。 

（経済産業省） 

 

③侵害被害の対応策を検討する 

    中小企業・ベンチャー企業が抱える知的財産権の侵害被害等の知的財産に関

する諸問題について、２００４年度に、実態の把握と必要な対応策の検討を行

う。 

（経済産業省） 

 

④戦略策定等を支援する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、知的財産等の専門家を中小企業・ベンチャー企
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業に長期的かつ継続的に派遣し、経営、技術、特許などの中小企業・ベンチャ

ー企業の経営課題、発展段階に応じたタイムリーな特許取得等のアドバイスを

行う。 

（経済産業省） 

ⅱ）２００４年度から、中小企業・ベンチャー企業に対して知的財産の専門家

やコンサルタントを派遣することで知的財産戦略策定等の支援を行うととも

に、知的財産の専門人材と中小企業・ベンチャー企業を支援する機関との連

携を強化することにより中小企業・ベンチャー企業における知的財産の戦略

的な活用モデルの創出や活用事例についての情報提供を行う。 

（経済産業省） 

   

⑤研究開発や事業化を支援する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、大学等の知的財産を活用することで中小企業・

ベンチャー企業の技術開発能力の向上を図る観点から、共同研究や実用化研

究開発のためのマッチングファンドの充実や運用の弾力化を図る。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）中小企業・ベンチャー企業の研究開発を促進し、新たな知的財産が創造さ

れる環境を整備するため、国のプロジェクト等において使用した先端的な研

究設備・機器等を、そのプロジェクト等の終了後に、中小企業・ベンチャー

企業において容易に使用するための方策について、２００４年度中に検討し

結論を得る。 

（文部科学省） 

ⅲ）未活用の知的財産を活用したスピンオフベンチャーを支援するため、スピ

ンオフベンチャーに知的財産が円滑に現物出資されるための方策について、

２００４年度も引き続き、検討を行う。 

（経済産業省、法務省） 

 

⑥知的財産に関する情報の活用を促進する 

ⅰ）中小企業・ベンチャー企業と他の企業や大学等とのマッチングの機会を増

加させるとともに、このマッチングを円滑に進めるため、２００４年度も引

き続き、中小企業・ベンチャー企業の活動を支援する産学官連携や知的財産

等に係る専門人材によるネットワーク作りを一層推進する。 

（文部科学省、経済産業省） 
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ⅱ）２００４年度も引き続き、中小企業・ベンチャー企業と大学等との連携を

促進するため、大学等における研究者、研究成果、研究活動等のデータベー

ス整備の充実･強化を図るとともに、活用を促進する。 

（文部科学省） 

 

⑦知的財産に関する教育や研修を充実する 

ⅰ）中小企業経営者の知的財産に関する知見を深め、経営戦略に活用できるよ

うにするため、２００４年度も引き続き、中小企業大学校の経営者及び経営

管理者向けの経営戦略コースなどにおいて、知的財産権制度、知的財産権マ

ネジメントに係る講義、先進活用事例研究などを実施する。 

（経済産業省） 

ⅱ）２００４年度から、中小企業・ベンチャー企業等の研究者や技術者の知的

財産に関する知識の啓発のために、知的財産に関する教育や研修について、

各大学等の自主的な取組を促進する。 

（文部科学省） 

ⅲ）２００４年度から、中小企業・ベンチャー企業の特許出願を促進するため、

中小企業・ベンチャー企業の技術者等を対象とした先行技術調査や特許明

細書の書き方など特許出願に関する研修を行う。 

（経済産業省） 

ⅳ）２００４年度から、特許権侵害に対する中小企業・ベンチャー企業の対応

力を高めるため、特許をめぐる紛争に関する研修を模擬体験等を含めて行

う。 

（経済産業省） 

 

（２）知的財産を活用して地域を振興する 

①地方公共団体の知的財産に関する自主的な施策策定を奨励する 

ⅰ）政府の「知的財産立国」への取組にあわせて、地方公共団体においても知

的財産を活用した地域振興についての取組が始まったところであり、２００

３年には、北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県など一部の地方公共団

体で、知的財産戦略本部を設置し、知的財産戦略大綱や実施計画の策定に取

り組むなど、積極的な動きが出てきている。地方公共団体において、知的財

産の創造、保護及び活用に関し、その区域の特性をいかした自主的な施策を
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策定するため、知的財産戦略本部の設置及び知的財産戦略大綱の策定等の取

組を、２００４年度も引き続き、奨励する。 

（総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度から、地方公共団体が自主的に連携し知的財産の戦略策定に

向けた情報共有や知的財産政策の共同調査研究などに取り組むことを奨励す

る。 

（総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省） 

 

②地域における知的財産の相談体制を強化する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、中小企業・ベンチャー企業の権利取得等を支援

するため、地域の経済産業局等に「地域知財戦略本部」を整備し、産業クラ

スターとの連携を図りつつ、全国各地域において知的財産権制度に関する相

談、産業財産権の取得方法や特許情報の検索方法に関する相談などの窓口機

能の充実を図るとともに、専門家による個別相談を実施する。 

（経済産業省） 

ⅱ）中小企業・ベンチャー企業が知的財産に対する理解を深め、戦略的に活用

できるような環境を整備するため、知的財産支援事業や各種中小企業・ベン

チャー支援事業に関する弁理士・弁護士等の知的財産人材のネットワーク化、

また、それぞれの支援事業窓口の一本化や知的財産に関する相談窓口の明確

化・機能強化といった地方公共団体の取組を、２００４年度も引き続き、支

援する。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅲ）２００４年度から、地域の中小企業・ベンチャー企業や大学等の活動を支

援する観点から、ライフサイエンス等の先端技術分野に強い弁理士の育成や

弁理士活動の地域展開や地域の弁理士に対する研修といった日本弁理士会の

取組を推奨する。 

（経済産業省） 

 

③地域における産学官の連携体制を強化する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、地域の大学等の知恵を活用し、地域主導の下で、

各地域の研究能力に応じた産学官の連携による研究開発や成果の事業化等を

促進するとともに、弁理士・弁護士等の専門人材の活用を図ることにより、
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地域産業の育成・発展、地域における新規事業の創出等をもたらす知的財産

を創造する。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、地域主導の下で、地域において独自の研究開発

テーマと研究開発能力を有する大学、公的研究機関等を核とし、世界水準で

の技術革新の展開を可能とする研究開発機能の集積（知的クラスター）の形

成のための取組を支援することにより、地域に国際競争力をもたらす知的財

産を創造する。 

（文部科学省） 

ⅲ）２００４年度から、地域における独創的研究成果の育成・企業化を図るた

め、地域で活動している科学技術コーディネータを活用して、地域において

知的財産を発掘する取組を強化する。 

（文部科学省） 

ⅳ）地域における中小企業・ベンチャー企業の新技術開発等を支援するため、

大学等の施設や設備を中小企業・ベンチャー企業が円滑に活用できるように

するための方策について、その可否を含め検討し、２００４年度中に結論を

得る。 

（文部科学省） 

ⅴ) ２００４年度に、地域における中小企業・ベンチャー企業の活性化に資す

るよう、大学知的財産本部（スーパー産学官連携本部）やＴＬＯ（スーパー

ＴＬＯ）の活用方策について検討し、その機能の充実化を図る。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅵ）産業クラスター計画の下で、知的財産を有する中小企業・ベンチャー企業が、

大企業等を含む他企業等との共同技術開発に円滑に取り組めるよう、２００

４年度も引き続き、セミナーの開催、専門家の派遣等を行うとともに、中小

企業・ベンチャー企業が共同研究等をする場合の知的財産への対処法を内容

として２００３年度に作成した秘密保持マニュアルの周知普及を図る。 

（経済産業省） 

ⅶ）２００４年度に、地域における大学等の資源を活用し、地域産業の新規事

業創出や商品開発の革新を図るよう、商品デザインの開発を促進するための

方策を検討する。 

（経済産業省） 
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第４章 コンテンツビジネスの飛躍的拡大 
 

我が国のコンテンツ（映画、音楽、アニメ、ゲームソフトなど）は世界的に

高い評価を受けているが、これまで共通した理念の下に関係者が一致団結して

その振興に取り組んできたとは言えなかった。 

そのため、我が国のコンテンツビジネスの規模は、娯楽系事業だけで約１１

兆円に及ぶものの、対ＧＤＰ比でみると２％に過ぎず、国際平均の３％を下回

る状況となっている。 

しかしながら、コンテンツビジネスは事業規模が大きく、かつ関連する産業

分野が幅広いことから、我が国経済の牽引役として期待されるばかりでなく、

海外における我が国のイメージ向上にも大きな役割を果たしており（いわゆる

「ソフトパワー」）、国家戦略を考える上で重要な分野である。 

今後、コンテンツビジネスが成長発展を遂げる上で、達成すべき課題として

は、「業界の更なる近代化・合理化」「活躍する者や産業としての重要性に対す

る評価・社会的認識」「海外・新分野への展開」が挙げられる。我が国コンテ

ンツ産業が、諸外国との競争に打ち勝つとともに、日本文化の発信を通じて海

外における日本理解の増進を図るため、コンテンツビジネスの振興を国家戦略

の柱として明確に位置付け、関係者が一体となって以下の施策を迅速かつ強力

に展開する必要がある。 

このため、今後３年間を「集中改革期間」として、改革を先送りすることな

く初年度から積極的に取り組むことにより、諸課題を速やかに達成する。  

 

１．業界の近代化・合理化を支援する 

 
（１）契約慣行の改善や透明化に向けた取組を奨励、支援する 

ⅰ）漫画家等のコンテンツ創作者と流通事業者などの間の契約について、関係者

の共通理解に基づく契約慣行の改善や透明化に向けた取組を奨励・支援する。          

（文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）放送番組については、２００４年度も引き続き、放送事業者の策定した制作

委託に関する自主基準（「番組制作委託取引に関する民放連指針」など）の遵

守徹底を促進するとともに、２００４年３月に関係者の共通理解を得て取りま

とめられ、契約による著作権の扱いを公正な協議により取り決める等の内容も
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盛り込まれている「放送番組の制作委託に係る契約見本」の活用状況のフォロ

ーアップを促すことにより、制作体制の公正性や透明性をより一層高めるため

の自主的な取組を奨励する。                  

（総務省） 

ⅲ）著作権の所在を明確にし、様々な二次利用に対応した多様な契約形態慣行が

定着するよう、２００２年にとりまとめられた「アニメモデル契約」の活用の

奨励や先進的な海外の契約例の調査等を実施する。 

（経済産業省） 

ⅳ）コンテンツの制作委託契約については、２００４年以降、必要に応じて、著

作権の所在や扱いにおける問題を含めた下請代金支払遅延等防止法に係る書

面調査を行うとともに、取引慣行の改善や透明化に向けた関係者の自主的な取

組を奨励する。 

（公正取引委員会、総務省、経済産業省） 

 ⅴ）２００４年度も引き続き、興行収入等の透明化を図る観点から、実際の映画

館を活用して実証実験を行うなど、簡易ＰＯＳ型発券業務管理システムの導入

を容易にするための施策を講ずる。              

（経済産業省） 

 

（２）経営、法務、財務などにおける専門人材の活用を奨励する 

 ⅰ）２００４年度から、法律や財務、営業などの専門知識に加え、コンテンツ

ビジネスに関する経営感覚を併せ持つ者の活用を支援する。 

（経済産業省） 

ⅱ）２００４年度から、「エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク」

の活用など、法律家と事業者や創作者などとの交流活動を奨励・支援する。  

（文部科学省、経済産業省） 

  

（３）独占禁止法等の厳正な運用により競争政策を充実させる 

ⅰ）２００４年３月に改定した役務取引ガイドライン及び２００３年に改正され

た下請代金支払遅延等防止法の普及啓発に努めるとともに、２００４年度中に

コンテンツ制作に係る下請取引を行う事業者に対して書面調査を実施する。 

（公正取引委員会、経済産業省） 

ⅱ）コンテンツ業界における独占禁止法違反を迅速に発見するため、必要な審査
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専門官の確保など知的財産タスクフォース（知的財産の専門チーム）の体制を

整備することにより、公正取引委員会の調査・情報収集活動の強化を図る。  

（公正取引委員会） 

ⅲ）２００４年度も引き続き、独占禁止法及び下請代金支払遅延等防止法に係る

相談対応の充実を図るとともに、両法に違反する行為に対して、両法の厳正か

つ迅速な適用を図る。      

（公正取引委員会、経済産業省） 

 

（４）弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する 

２００４年度も引き続き、消費者利益の向上を図る観点から、事業者による

書籍・雑誌・音楽用ＣＤ等における非再販品の発行流通の拡大及び価格設定の

多様化に向けた取組を奨励する。 

（公正取引委員会、文部科学省、経済産業省） 

 

２．資金調達手段の多様化を図る 
 

（１）「完成保証制度」の充実を図る 

「完成保証制度」による資金調達スキームの活用を図るべく、２００４年度

中に、関係金融機関等に働きかけるとともにその運用に伴って顕在化する問題

点等について検証を行う。 

（総務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（２）商品ファンド法による「映画ファンド」等に関する規制緩和の評価等を

行う 

映画等の制作に係る資金調達の円滑化を図る観点から、２００４年３月、フ

ァンド組成に係る人的構成要件の緩和が図られたところであるが、商品ファン

ド法を活用した資金調達が一層進展するよう、その効果について評価を行うと

ともに、それを踏まえて、２００４年度中に制度の見直しについて検討する。        

（金融庁、経済産業省） 

 

（３）コンテンツに対する評価手法の確立や情報開示などを促進する 

映画等のコンテンツの制作・投資を促進するため、諸外国の制度も参照しつ
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つ、コンテンツに対する評価手法の確立やディスクロージャー（公開手法）方

法の体系化などの環境整備について、２００４年度も引き続き、検討を行う。       

（文部科学省、経済産業省） 

 

３．コンテンツの制作・投資等を促進するためのインセンティブを
付与する 

   コンテンツの制作・投資等を促進するためのインセンティブについて、２０

０４年中に検討を行う。 

（総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

４．人材育成を強化する 

 
（１）「コンテンツ人材（プロデューサーや創作者等のコンテンツに関係する

人材）」を育成する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、「コンテンツ人材」の育成に向けて、専門職大学

院（法科大学院を含む）その他大学における自主的取組（組織の設置などを含

む）への支援を一層充実するとともに、当該機関に対し、海外の人材育成機関

との提携を推奨するほか、大学と産業界の連携・協力の促進など、大学におけ

る教育の充実のための環境整備を行う。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）センスと技能に恵まれた若いプロデューサーや創作者が海外の先進事例に触

れ、自らの才能を存分に伸ばすことができるよう、２００４年度も引き続き、

海外留学や海外研修を支援する。                          

（文部科学省、経済産業省） 

ⅲ）創作者等の動機や能力を高めるため、２００４年度も引き続き、世界の第一

線で活躍するプロデューサーや創作者等を招聘し、セミナー、シンポジウムな

どを開催する。       

（総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 ⅳ）ブロードバンドの普及が飛躍的に加速する中、高品質なデジタルコンテンツ

を制作する優れたプロデューサーや創作者の養成や技能向上を図るため、２０

０４年度に、人材育成のための支援を行う。             

（文部科学省） 
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ⅴ）２００４年度も引き続き、資金調達から権利許諾、販売先の確保までを総合

的にコーディネートできる「プロデュース機能」を備えた人材を育成するため、

教育機関等との連携協力の下、経済産業省において２００３年に策定した冊子

「プロデューサー養成カリキュラム」等の使用や評価を行う。         

（経済産業省） 

ⅵ）２００４年度に、創作者の技能向上のため、創作者に必要とされるスキルが

体系化されたスキルマップ（技能案内図）の策定やスキルアップ（技能向上）

を目指した教材等の作成を行い、それにより高度な人材養成に関する取組の支

援を行う。                 

（経済産業省） 

ⅶ）２００４年度も引き続き、映画などの映像作品を制作するためのデジタル編

集設備の効果的な活用及びそれに伴う人材養成の方策について調査研究を行 

う。 

（文部科学省） 

 

（２）人材育成の諸事業への支援を行う 

ⅰ）２００４年度も引き続き、情報通信に関する人材研修事業の一環として、放

送番組などコンテンツ制作等の専門的な知識又は技術の向上を図るための研

修事業に対する支援を行う。 

（総務省） 

ⅱ）２００３年に策定した人材育成のためのプログラムを効果的に活用すること

により、教育機関の人的シーズとコンテンツ業界の人的ニーズとのマッチング

が円滑に行われるよう、２００４年度に、そのためのコーディネート機関設立

に向けた取組を支援する。           

（経済産業省） 

 ⅲ）２００４年度に、映画関係団体等が学校や制作現場などと連携して行う、制

作現場における実践的な実習を支援し、専門性の高い職能人材の養成を行う。          

（文部科学省） 

  

（３）映像産業振興機関の設立を支援する 

  ２００４年度、米国のＡＦＩ(American Film Institute)や英国のThe Film 

Councilのように、大学等の教育機関へのサポートなど、大学等との連携・協力
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を図りつつ映像産業全体の振興に向け制作助成等の諸事業を推進する民間機関

の設立を支援する。      

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

  

５．コンテンツ関連技術の高度化を図る 
 

（１）メディア芸術に関する研究開発等を推進する 

 ⅰ）メディア芸術の高度化を支える先進的科学技術の創出に関する研究開発を科

学技術振興機構における２００４年度新規研究領域の一つとして設定し、２０

０４年度にその取組を推進する。            

（文部科学省） 

ⅱ）実用的な意義が大きく、革新性の高い独創的な技術開発を推進するため、科

学技術振興機構における研究課題の一つとして、文化財関係の公開・展示技術

等を対象分野とし、２００４年度にその取組を推進する。 

                                          （文部科学省） 

      

（２）コンテンツのデジタル化を促進する 

２００４年度中に、産学官の有識者が参加する「デジタルシネマ推進フォー

ラム（仮称）」を設置するなど、欧米の取組状況も参考にしながら、デジタルシ

ネマの普及拡大に向けた諸課題（技術標準の在り方、設備機器の導入等）に関

する総合的な検討を行う。                  

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（３）デジタルアーカイブ化に必要な技術基盤の研究開発を行う 

 ２００４年度中に、教育、文化や芸術分野における知的資産の電子的な保存

や活用など（デジタルアーカイブ化）に必要なソフトウェア技術基盤の構築の

ための研究開発を開始する。                   

（文部科学省） 

 

（４）ハイビジョン技術の研究開発に対する支援等を行う 

２００４年度も引き続き、映像技術の高度化を図る観点から、高精細度画像

関連技術の研究開発を支援するとともに、ハイビジョン技術の海外への普及を
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促進する。                          

（総務省） 

 

６．人材の発掘と顕彰を実施する 
 
（１）有能な人材を発掘する 

   ２００４年度も引き続き、類稀なる才能をもった「埋もれた宝」を発掘し、

我が国の「コンテンツ人材」の層を厚くするとともに、斬新かつ優れたコンテ

ンツを供給できるよう、映画、音楽、アニメ等の各種コンペティションの取組

を支援する。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

   

（２）優れた業績をあげた人材を顕彰する 

２００４年度も引き続き、コンテンツビジネスに携わる人材の社会的認知の

向上を図り、才能溢れる人材をこの分野に惹きつけることができるよう、優れ

た業績を残した人材を顕彰する取組を幅広く支援する。     

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

７．教育や啓発の充実に努める 
 
（１）子供への普及啓発を図る 

２００４年度も引き続き、子供がコンテンツの持つ魅力や素晴らしさを享受

できるよう、学校等の自主的な取組等により、映画や演劇等を鑑賞する機会の

拡大を図る。                       

（文部科学省） 

 

（２）コンテンツに関するルール及びモラルの向上等を図る 

 国民生活においてコンテンツは不可欠なものになってきていることにかん

がみ、コンテンツの制作や利用等に関するルールの認知及びモラルの向上を図

るべく、２００４年度も引き続き、著作権に関する教育の充実を図るとともに、

一層の啓発に努める。      

 （文部科学省）                  
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（３）東京国立近代美術館フィルムセンターの充実を図る 

映像コンテンツ制作の環境整備を一層促進するため、フィルムセンターにお

ける映像コンテンツの保存機能、普及や上映機能の充実を図るとともに、新た

に人材養成機能や製作支援機能を付加することについて引き続き検討を行い、

２００４年度中に結論を得る。                    

（文部科学省） 

 

（４）文化遺産に関するコンテンツの作成や流通を推進する 

２００４年度も引き続き、文化遺産のオンライン構想を推進することによ

り、情報通信技術を活用して有形及び無形の貴重な文化遺産を幅広く公開や活

用ができるよう、そのためのシステム構築など所要の措置を講ずる。            

（総務省、文部科学省） 

 

８．海外展開の拡大と海賊版対策の強化を図る 
 
（１）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）等を通じ

た海外展開を支援する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、コンテンツ海外流通促進機構への支援、海外見本

市への出展や海外映画祭への出品の際に必要となる字幕作成のための支援等

を行うことにより、コンテンツ産業の海外市場への進出を支援する。             

（外務省、文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、ＪＥＴＲＯによる海外市場調査など公的機関の情

報収集機能を強化するとともに、映画、放送番組、アニメ、音楽、ゲームソフ

ト等のコンテンツ関連企業が海外進出する上で留意すべき事項（判例や規制

等）をまとめたハンドブックを作成するなど、必要な情報提供を行う。 

（総務省、外務省、文部科学省、経済産業省） 

 ⅲ）コンテンツ事業の多面的な海外展開を促進するため、映像コンテンツ分野を

中心として、様々な媒体を活用した海外流通チャネルの多様化に向けたモデル

事業を２００４年度中に実施する。              

（経済産業省） 

ⅳ）海外においてコンテンツビジネスを展開するためには、知的財産に関する保

険の充実が不可欠である。このため、２００４年度も引き続き、海外でのライ
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センス活動についてリスクを補填するＮＥＸＩの「知的財産権等ライセンス保

険」の利用を促進するとともに、訴訟の当事者となった場合に訴訟費用（弁護

士費用を含む）の一部を補填する保険組成の在り方について、２００４年度か

ら検討を行う。          

（経済産業省） 

 

（２）東京国際映画祭の抜本的な強化を図る 

 東京国際映画祭が３大国際映画祭に比肩する高い国際評価を得ることができ

るよう、２００４年度に、映画祭にマーケット機能を付与してその場での商取

引を可能にすることを支援するとともに、開催時期に合わせ地域映画の上映や

シンポジウムなど映画関連の各種イベントを集中して実施することを支援する

ほか、ゲーム、音楽その他のコンテンツ関連イベントも併せて開催することを

支援することで、東京国際映画祭の抜本的な強化を図る。      

（文部科学省、経済産業省） 

 

（３）国際交流によるジャパンブランドの発信強化を図る 

ⅰ）２００４年度に、我が国において海外映画制作が行われることによる経済波

及効果や国際マーケットへの進出の観点から、海外諸国との合作協定や交流促

進協定（相互の映画祭支援や映画人教育交流支援等）締結の促進、創作者等の

国際交流を行うなど国際共同制作を促進する。 

                     （外務省、文部科学省、経済産業省） 

 ⅱ）日本の漫画やアニメ等の貴重な資料の散逸を防ぐとともに、海外からの視察

者等への一元的な情報提供の場を確保する観点から、２００４年度中に、漫画

やアニメ関係資料の収集保存の在り方を検討する。      

（文部科学省） 

ⅲ）我が国のコンテンツをいかして国家イメージを向上させるため、国際交流基

金、ＯＤＡ等を通じた我が国コンテンツの海外発信支援について、２００４年

度も引き続き推進する。      

（総務省、外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（４）我が国とＥＵとのワークショップを開催する 

    コンテンツビジネスの一層の発展と国際交流による質の向上等を図るため、
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２００４年度にコンテンツビジネス振興に関する日・ＥＵワークショップを開

催する。 

（外務省、関係府省） 

 

（５）あらゆるチャネルを通じた海賊版の取締りを強化する 

「第２章 保護分野 Ⅱ．模倣品・海賊版対策」参照 

 

９．ブロードバンドなどを活用した事業展開を推進する 

 
（１）デジタル技術を活用した仲介システム開発及び実証実験を行う 

  十分な上映機関のない地域において、デジタル映像技術を活用しつつ、新た

な地域上映ルートを立ち上げるため、２００４年度も引き続き映画配給者と上

映事業者との仲介及び各地域の公的施設等での上映実証実験を行い、２００５

年度までにその実用化を図る。                     

（経済産業省） 

 

 （２）コンテンツ流通市場を形成する 

  コンテンツ制作者が多様な流通経路の中から選択的にコンテンツを発信でき

るよう、コンテンツの仲買機能を果たす「目利き役」が存在する流通市場の創

設について、２００４年度も引き続き、海外における先進事例の調査研究等を

行う。                         

（総務省、経済産業省） 

 

（３）コンテンツ流通のためのシステム整備を行う 

ⅰ）コンテンツに係る権利を利用する者が迅速かつ簡便な方法でそれを検索でき

るよう、２００４年度も引き続き、著作権クリアランスの仕組みの開発や実証

を推進する。特に権利関係が複雑な映像コンテンツについては、２００４年度

中に、その権利や内容等の属性情報（メタデータ）に関するデータベースの整

備推進に努める。                  

（総務省、経済産業省） 

ⅱ）各権利者団体や業界団体によるコンテンツＩＤを付与する取組や、コンテン

ツに係る権利情報の整備に関する取組に対して、２００４年度も引き続き、映
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画など映像素材に関する権利情報の集中管理等による安全かつ効率的な管理の

観点から必要な支援を行う。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 ⅲ）ユビキタスネットワーク社会においてデジタル放送やインターネットが連携

するなどコンテンツの所在や流通手段が多様化する中、ユーザーが嗜好するコ

ンテンツを誰でも簡単な操作により利用できる使いやすいユーザーインター

フェイス環境の整備など、ブロードバンドネットワークにおけるコンテンツの

円滑な利用を促進するためのコンテンツ流通技術の研究開発や関係者による

実証を２００４年度も引き続き推進する。 

（総務省） 

 ⅳ）権利者、コンテンツの所有・管理者が安心してブロードバンドにコンテンツ

を提供できるよう、２００４年度も引き続き、「安全な利用専用端末（機器）」

の機能に関する標準化を促す。    

（総務省、経済産業省） 

ⅴ）著作物の創作やその円滑な流通を促進させるため、２００４年度に、主とし

て一般人同士の契約を対象として、契約内容の多様性にも配慮した標準著作権

契約書式の在り方について研究するとともに、国民がインターネットを通じて

それを利用できるよう、標準著作権契約書作成システムを開発する。 

                              （文部科学省） 

 ⅵ）映画上映に係る簡便性や省力化等により、全国の公立文化施設や公民館など

非映画館での映画上映が可能となるよう、２００４年度も引き続き、映画のデ

ジタル化に向けた取組を推進する。        

（文部科学省、経済産業省） 

ⅶ）コンテンツの配信、認証、課金、利益分配、違法コンテンツの流通管理まで

を権利者が総合的に管理や運用ができるよう、２００４年度も引き続き、各種

情報技術を組み合わせた「コンテンツ流通管理システム」の開発を支援する。                  

（総務省、経済産業省） 

 ⅷ）ブロードバンド、デジタルテレビなどの新たな流通媒体が登場し、それぞれ

の特性に応じたコンテンツの開発が必要であるとの観点から、２００４年度も

引き続き、革新的技術の研究開発など事業者による自主的な取組を促進すると

ともに、著作権権利処理システム、大容量コンテンツの流通技術、個人間にお

ける適切なコンテンツ流通技術等のブロードバンド・コンテンツ流通技術に関
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する開発や実証実験を行い、２００５年度中の実用化を目指す。            

（総務省、経済産業省） 

ⅸ）ユビキタス時代に向けて、コンテンツの権利を的確に保護しつつユーザーの

利便性も確保し、家庭でダウンロードしたコンテンツを携帯電話に移動して視

聴するなどの多彩なコンテンツ流通形態や利活用形態を可能とするコンテン

ツ流通の仕組みの構築を２００４年度以降図る。 

（総務省） 

 ⅹ）より多くの地域における多様な作品の上映を可能とするため、２００４年度

以降、映画作品に関する情報提供や映画製作者と上映事業者等との交流の場と

して、インターネット上に日本映画情報システムを設け、広く国内外への作品

紹介を支援するとともに、上映事業者や映画祭主催者が上映事業や映画祭を企

画する際の作品選定などに活用できるようにする。 

（文部科学省） 

 

（４）ビジネスモデルの開発を支援する 

  著作権クリアランスの仕組みの開発や実証、ブロードバンド・コンテンツ流

通技術の開発や実証を推進するとともに、コンテンツ保護や管理技術及びネッ

トワーク環境に適合した契約システムを盛り込んだ新たなビジネスモデルの開

発に向けた取組を２００４年度も引き続き支援する。      

     （総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（５）コンテンツ利用に係る関係者間の合意形成などを促進する 

ⅰ）映画や放送番組などのコンテンツが、インターネット配信の手段により有効

に活用されるよう、２００４年度も引き続き権利者等の関係者間の協議を奨励

するとともに、法的・技術的環境の整備についても国際的な動向を踏まえつつ

必要に応じ検討する。 

  また、こうしたコンテンツがブロードバンドサービスを利用した電気通信役

務利用放送において有効に活用されるよう、２００４年度も引き続き権利者等

の関係者間の協議を奨励するとともに、著作権法上の位置付けについて、市場

や国際的な動向を踏まえつつ２００４年度に検討する。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 ⅱ）新たな流通経路を活用したビジネス展開が阻害されることのないよう、契約
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内容に関し合意に至らなかった場合の解決手順について、協議や調整の場の提

供、仲裁制度、裁定制度などの手段を柔軟に組み合わせる方向で検討を行い、

２００４年度中に結論を出す。            

（総務省、経済産業省） 

 ⅲ）著作権者不明等により著作物の利用許諾契約が締結できない場合に、「著作

物の裁定制度」が円滑に利用できるよう、手続きの見直しを行い、その利用マ

ニュアルを２００４年度中に整備し、公表する。   

（文部科学省） 

 

（６）既存のコンテンツの有効活用を図る 

ⅰ）過去に放送された番組の二次利用に係る契約を促進する仕組みの構築に向け

て、放送関係団体、実演家団体、レコード製作者団体などによる協議を引き続

き促進し、２００４年度の早い時期に結論を得るとともに、具体的な問題の解

決を得るため２００４年度以降引き続き関係者間の議論の促進を図る。    

（文部科学省） 

 ⅱ）上記ⅰ）に加え、過去に放送された番組の二次利用に係る契約を促進する仕

組みの構築に向けて、２００４年度も引き続き、関係者による研究会の議論を

併せて促進する。                        

（総務省） 

ⅲ）既存の教育番組の二次利用を推進するため、２００３年度に課題の抽出や調

査等により検討を実施してきたが、２００４年度も引き続き、ＮＰＯの活用も

視野に入れつつ、教育現場における需要や利用形態を十分に踏まえ、番組保有

事業者の保有の在り方について検討を行う。その上で、２００５年度までに必

要に応じ所要の措置を講ずる。      

（総務省、文部科学省） 

 

（７）青少年の健全育成への自主的な取組を奨励、支援する 

ⅰ）一部のコンテンツが青少年を含め社会全般に悪影響を及ぼしているとの指摘

があることを踏まえ、健全なコンテンツの普及拡大を図る観点から、２００４

年度に、有害なコンテンツから青少年を守るための業界による自主的な取組

や、一部のコンテンツが身体に及ぼす影響も含めて、業界等による定量的な調

査研究等の取組を支援する。       

（警察庁、総務省、文部科学省、経済産業省） 
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ⅱ）２００４年度も引き続き、青少年の健全育成に資するため、漫画、ＣＤ、ゲ

ーム等の万引きを防止するための関係業界による自主的な取組を支援する。          

（警察庁、関係府省） 

 

（８）コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発、普及を行う 

ⅰ）自由に利用できる範囲等を権利者があらかじめ意思表示するシステムの普及

拡大に向けて、２００４年度も引き続き、あらかじめ定められた範囲の利用を

認める自由利用マークの普及に努めるとともに、このマークの定着状況や他の

団体での同様の取組状況等を総合的に見極めた上で、権利者の多様な意思を詳

細に表示できる標準的な意思表示システムについて、２００４年度以降必要に

応じ検討を行う。  

（文部科学省） 

ⅱ）利用者が安全なコンテンツを容易に選択できるよう、２００４年度も引き続

き、コンテンツの安全性を事前かつ容易に判断できるようにするためのマーク

制度の創設に向けた検討を行い、２００５年度までに結論を得る。            

（総務省） 

 

（９）権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する 

①技術的側面からの保護を行う 

権利者がコンテンツから適切に利益の還元を受けることが可能となる技術

の実用化を促進するため、２００４年度も引き続き、電子透かし、権利管理シ

ステム（ＤＲＭ:Digital Rights Management）、課金システムなどの技術開発や

普及を促進するとともに、安全かつ多様な流通を実現するためのメタデータ（属

性情報）フォーマットの標準化を支援する。    

（総務省、経済産業省、関係府省） 

 

②権利の付与等により保護を行う 

ⅰ）例外的に無許諾でできる非営利・無料・無報酬の上映の限定 

権利者に対価を還元させることを確保しつつ、「公衆向けビデオ上映会」

を行える具体的な範囲を「学校における場合」などに限定することについて

引き続き検討を行い、２００４年度以降著作権法の改正案を国会に提出する。                  

（文部科学省） 



 

 92 

   ⅱ）私的録音録画補償金制度 

音楽ＣＤ複製機能を備えたパソコンや技術的保護手段を備えたＣＤなど

多様なデジタル録音・録画のための機器・媒体が商品化されている状況を踏

まえ、関係者間で実態に適応した制度への見直しについて協議が進められて

いるが、その結論を得て、２００４年度以降、必要に応じ同制度の改正を行

う。 

  （文部科学省） 

   ⅲ）著作物等の保護期間 

映画の著作物については、その保護期間が「公表後５０年」から「公表後

７０年」に延長されたが、映画以外の著作物等に係る保護期間の在り方につ

いても、関係者間協議の結論を得て、２００４年度以降必要に応じ、著作権

法の改正案を国会に提出する。       

（文部科学省） 

   ⅳ）ゲームソフト等の中古品流通の在り方 

中古業者によりゲームソフト等が広範に取り扱われ、それが発売後間もな

い新盤市場に影響を及ぼしていると指摘されていることから、権利者への利

益の還元の在り方について関係者間協議の結論を得て、消費者利益等の観点

を含めて検討を行い、２００４年度以降必要に応じ、所要の措置を講ずる。 

（文部科学省） 

ⅴ）出版物に関する「版面権」 

出版物の複製に係る出版社の報酬請求権の是非に関する関係者間協議の結

論を得て、２００４年度以降必要に応じ、著作権法の改正案を国会に提出す

る。                      

（文部科学省） 

ⅵ）音楽レコードの還流防止 

音楽レコードの還流防止に関する著作権法の改正案が２００４年通常国会

に提出されているところであり、同改正法案が成立した場合には、これを円

滑に実施するとともに、法施行後一定期間後に、還流実態その他の実情を調

査の上必要に応じ所要の措置を講ずる。 

（文部科学省） 

   ⅶ）インターネットを利用した侵害の取締りの強化 

「第２章 保護分野 Ⅱ．模倣品・海賊版対策」参照   
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ⅷ）肖像等の不正使用商品の取締り 

「第２章 保護分野 Ⅱ．模倣品・海賊版対策」参照 

 

（１０）技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する 

技術的保護手段の有用性を担保する観点から、接続管理（アクセスコント

ロール）回避行為への刑事罰の導入、接続管理回避サービス（技術的保護を

解除する特定情報（シリアルナンバー等）の公衆への提供など）、放送受信

機器におけるコピー制御信号への無反応問題等について、将来の管理技術開

発への影響等を踏まえつつ、法的措置の必要性の有無について２００４年度

以降も引き続き検討を行う。 

（総務省、法務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（１１）著作権法を簡素化する 

パソコンやインターネットの普及など「情報化」の進展に伴い、著作権に

関する知識がすべての人々にとって不可欠なものになってきていることか

ら、著作権法の規定が一般の人々にとってできるだけ分かりやすいものとな

るよう、「権利の統合」など著作権法の規定ぶり（権利の拡大や縮小とは別に）

について簡素化の可能性を引き続き検討し、２００５年度中に結論を得る。   

（文部科学省） 

 

（１２）権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意する 

コンテンツの保護を強化する一方で、権利者の利益と公共の利益とのバラ

ンスに留意することが必要であり、社会的に必要と考えられる公正な利用を

促進する観点から、著作権法の「権利制限規定」の在り方について、２００

４年度に、検討を進める。 

（文部科学省） 

 

（１３）デジタル時代に対応した法制度の在り方について検討する 

 音楽配信サービスの普及や技術的保護手段を備えたＣＤの商品化など、情報技

術の進展によりコンテンツの多様な利用方法や記録機器及び記録媒体が出現し

ている状況を踏まえ、今後さらに進むデジタル時代に対応した法制度の在り方に

ついて、２００４年度から検討を進める。 

（文部科学省、関係府省）
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（１４）国際的な著作権制度の調和を推進する 

「第２章 保護分野 Ⅰ．知的財産の保護の強化」参照 

 

（１５）実演家の活動環境の整備を図る 

ⅰ）プロダクション等に所属しない実演家等が、安全で安心して活動に取り組

めるよう、実演家等の事故災害補償の在り方や労働契約によらない場合の出

演契約の書面化の促進について検討した上、２００４年度以降必要に応じ所

要の措置を行う。          

（文部科学省、厚生労働省） 

ⅱ）子役が出演する演劇等において、子役が出演する公演時間の多様化につい

て、２００４年度も引き続き検討を行う。                  

（文部科学省、厚生労働省） 

 

１０．地域等の魅力あるコンテンツの保存や発信強化を図る 
 
（１）地域におけるコンテンツの制作や活用を促進する 

 ⅰ）地域におけるデジタルコンテンツの制作や流通等の取組を促進するため、２

００４年度についても地域の映像番組を制作、放送するケーブルテレビの番組

制作施設等の整備を支援するとともに、地域映像コンテンツのアーカイブ化に

おけるケーブルテレビの役割について課題を整理、分析の上、必要な支援を検

討する。また、２００４年度に、全国的に先進的な事例の収集や分析を行い、

地元自治体との連携など自主制作番組の充実策について、行政、関係業界、自

治体等による支援の体制構築について検討する。     

（総務省） 

 ⅱ）地域における伝統・文化デジタルアーカイブの拡充やネットワークの利活用

を推進するとともに、２００４年度も引き続き、地域におけるデジタルコンテ

ンツの制作や流通等の促進方策について検討を行う。       

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 ⅲ）２００４年度も引き続き、ホームページなどウェブ情報として存在する、散

逸しやすい有用なデジタル情報のアーカイブ化や、その情報の利活用を促進す

るための技術や仕組みの構築及び実証を行う。          

（総務省） 
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 ⅳ）コンテンツの制作を委託等するに当たり、当該コンテンツの有効な活用を促

進するため、当該コンテンツに係る権利について、一定の場合には、受託者か

ら譲り受けないことができる（「コンテンツ版バイ・ドール」）制度を導入す

るコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案が２００４年通常国

会に提出されている。同法案が成立した場合には、地方公共団体においても自

主的に適用できるよう、２００４年度中に各地方自治体に周知する。              

（総務省） 

 

（２）フィルムコミッション等の映像制作活動を支援する 

ⅰ）映像制作のロケーションについての手続きが円滑に進むよう、フィルムコミ

ッションの要望も踏まえ特区制度も活用しつつ、２００４年度中に全国の関係

行政機関等に対し、映像制作及び道路や公的施設の円滑な利用についての理解

増進に向けた働きかけを行うとともに、地域における大規模ロケーション施設

や撮影所等の保有や活用の在り方について２００４年度に検討を行う。           

（文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 ⅱ）日本映画の創造活動を活性化させるとともに、地域文化の振興に資するため、

２００４年度に、各地のフィルムコミッションが持っているロケーションに必

要な情報をインターネット上に集約してデータベースを構築し、撮影関係者が

より多くの場所で円滑に撮影を行うことを可能とする。 

（文部科学省） 

 

（３）大規模な複合映画館の展開を支援する 

地域の実情やニーズに応じ、大規模な複合映画館を質的・量的に拡充するこ

とが可能となるよう、デジタルシネマの導入を含めた必要な施策について２０

０４年度に検討を行う。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

（４）地域における「コンテンツ戦略」に関する取組を奨励、支援する 

ⅰ）国民が地域に存在する有用なコンテンツを広く享受できるよう、２００４年

度も引き続き、各地方公共団体における知的財産本部などの取組を推進すると

ともに、地域における優れたデジタルコンテンツへの顕彰制度を支援する。  

（総務省、文部科学省、経済産業省） 
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ⅱ）２００４年度も引き続き、地域の魅力あるコンテンツの効果的な活用を通じ

た地域経済の活性化等を図る観点から、地方公共団体が自主的に行うコンテン

ツをいかした地域づくりやまちづくりのための戦略策定や実施に向けた取組の

奨励を行う。   

（経済産業省、関係府省） 

 

１１．改革のロードマップを作成する 
 

今後３年間の改革を実効あるものとするため、速やかに改革に向けたロード

マップを作成し、関係府省の取組の促進を図るとともに、目標の達成状況につ

いて毎年度点検を行う。 

公正取引委員会、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、 

財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、関係府省 

 
１２．コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案を的

確に運用する 

 
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案が２００４年通常国

会に提出されている。同法案が成立した場合には、同法案を的確に運用する。 

（関係府省） 
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第５章 人材の育成と国民意識の向上 

 
あらゆる制度を支えるのは人である。「知的財産立国」の実現には、知的財産

創造の担い手を育成することに加え、その権利化や紛争処理、知的財産ライセ

ンス契約等の高度な専門サービスを提供する専門家の増員及び養成が急務であ

る。 

このため、以下の施策により、知的財産に強く国際競争力のある、弁護士・

弁理士を始めとした専門人材の充実を進める。また、高度な知的財産専門人材

を輩出すべく、質・量ともに充実した知的財産教育を推進するとともに、法律・

技術・経営など各領域の知識に通暁した「融合系人材」の養成を推進する。さ

らに、知的財産教育を推進するために、知的財産実務に精通した学者・研究者

を大量に養成することを目指す。 

加えて、研究者、児童・生徒、大学生、社会人それぞれに対して知的財産に

関するきめの細かい教育を行って国民の知的財産に対する理解を深めていく。 

 
１．知的財産関連人材の養成と知的財産教育・研究・研修を推進す

る 
 

（１）専門人材を育成する 

①弁護士・弁理士の大幅な増員と資質の向上を図り、知的財産に強く国際競

争力のある弁護士・弁理士を充実する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、法曹人口の大幅な増加を図る。その中で、知的財

産に強い弁護士を増加させる。 

（司法制度改革推進本部、法務省） 

ⅱ）知的財産法に関する研修には、多数の弁護士が自主的に参加しているところ

であり、２００４年度も引き続き知的財産に関する研修への参加や講義の受講

等弁護士の自己研鑽を通じて、知的財産に強い弁護士が増加することを期待す

る。また、２００４年度に、弁護士が企業内で知的財産実務に直接携わること

ができるよう意識の改革や環境の整備を促す。 

（法務省、関係府省） 

ⅲ）現行制度下の特定侵害訴訟代理人としてのいわゆる付記弁理士については、

２００３年度から特定侵害訴訟代理業務試験に合格した付記弁理士が誕生し
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始めている。新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況などの実情も

踏まえ、特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用

等について、２００４年度以降検討を行う。 

（司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省） 

ⅳ）弁理士の量的・質的拡大を図るため、２００４年度から、弁理士試験の在り

方や弁理士試験合格者の実務能力を担保する方策等について、知的財産専門職

大学院等の活用も含めて速やかに検討を行う。 

（文部科学省、 経済産業省） 

ⅴ）高度な専門性、国際性等を備えた弁理士を多数育成するために、知的財産専

門職大学院等の活用による、 弁理士又はいわゆる付記弁理士のための研修の

在り方について、２００３年度に行った産業構造審議会における弁理士の人材

育成に関する議論も踏まえ、２００４年度も引き続き検討を行う。また、２０

０４年度から、独立行政法人工業所有権総合情報館（特許審査迅速化法案が成

立した場合にあっては独立行政法人工業所有権情報・研修館）において審査基

準や特許請求の範囲の理想的な記載方法等をテーマとし、弁理士・弁護士・企

業の知的財産部員による討論研修を実施する。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅵ）米国における守秘特権（attorney-client privilege）と日本の弁理士の業

務との関係につき、日本弁理士会の協力を得つつ調査を行い、関係法令による

対応の可能性を含め、今後の方策につき２００４年以降検討を行う。 

（経済産業省） 

  ⅶ）２００４年度から、弁理士等知的財産専門人材に関する現状の把握と将来の

ニーズの分析を踏まえ、人材育成や活用の在り方について検討を行う。 

（経済産業省、関係府省） 

 

②知的財産法を司法試験の選択科目にする 

知的財産法の重要性や２００４年から開講された６８校全ての法科大学院に

おいて知的財産法関連科目が開設されている状況等を踏まえ、２００６年から開

始される新司法試験において知的財産法を選択科目とすることについて速やか

に検討を行い、２００４年度の早い時期に結論を得ることとし、選択する科目に

より、著しい不公平が生ずることがないよう、出題の在り方を検討する。 

              （司法制度改革推進本部、法務省） 
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③法科大学院の教育と司法試験との連携を図る 

法科大学院における知的財産に強い法曹の養成を実現するため、２００４年度

も引き続き、法科大学院における教育内容と司法試験との有機的連携の確保を図

る。 

（司法制度改革推進本部、法務省、文部科学省） 

 

④迅速・的確な特許審査のための専門人材を育成する 

ⅰ）今後大量に採用が予定される任期付審査官を、通常より短期間で的確に育成

していく必要があるため、２００４年度から、審査・審判実務の経験者を含む

外部人材の活用を含め、研修機能の強化のための体制整備を早急に講ずる。 

（経済産業省） 

ⅱ）特許庁からの従来技術調査の外注を登録調査機関において円滑に実施するた

めには、従来技術文献の調査を行う人材（サーチャー）の育成が急務であるこ

とから、２００４年度からサーチャーの育成体制の整備を早急に進める。 

（経済産業省） 

 

⑤ポストドクター等を知的財産専門人材として活用する 

科学技術に精通したポストドクター等の中には、知的財産に関する知見を習

得すれば、優れた知的財産専門人材として活躍できる人材もいるものと思わ

れ、２００４年度において、このような人材が知的財産関連の知識・経験を習

得することを支援するための検討を行う。 

（総合科学技術会議、文部科学省、関係府省） 

 

⑥任期付審査官の活用を図る 

任期付審査官は、特許審査の経験を有する貴重な人材であることから、２０

０４年度以降、中小企業支援など、任期終了後の知的財産人材としての具体的

な活用方策を明らかにする。 

（経済産業省） 
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（２）知的財産に関する大学院、学部、学科の設置を推進し、知的財産教育を

魅力あるものとする 

①夜間法科大学院の開設など知的財産教育を進める環境を整備する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、法科大学院、技術経営（ＭＯＴ［マネージメント・

オブ・テクノロジー］）プログラム、知的財産専門職大学院、知的財産を専攻

する学部・学科について、夜間及び休日専門の法科大学院の創設や夜間の講座

の拡充等、社会人教育や実務家教員の参画を容易にするための各大学の取組を

促すとともに、大学の特性に基づきそのような取組を適切に評価することを促

す。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 

ⅱ）２００４年度において、法科大学院、知的財産専門職大学院、ＭＯＴの学生

の経済的負担の軽減に資する措置を実施する。 

（文部科学省、関係府省） 

ⅲ）２００４年度も引き続き、知的財産分野に必要な技術と法律・経営といった

文理融合型の人材や法科大学院、知的財産専門職大学院、ＭＯＴの各プログラ

ムを総合的に理解した人材の充実を図るため、各大学におけるジョイント・デ

ィグリーの取組を奨励する。 

（文部科学省） 

ⅳ）２００４年度も引き続き、知的財産分野に精通し、研究開発、経営、起業等

に豊富な知識・経験を有する民間企業等の人材を、法科大学院、知的財産専門

職大学院、ＭＯＴ、知的財産を専攻する学部・学科の教員又は講師として積極

的に活用するよう促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 

ⅴ）企業知的財産部門や特許事務所で学生・大学院生が知財実務を経験する等、

キャンパス以外での知的財産関連業務についての教育（インターンシップの活

用等）を積極的に推進する。そのため、大学の実情を踏まえてこのような外部

での学習についてもインセンティブを与えるための具体的施策について２０

０４年度に検討する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 
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②知的財産に重点を置いた法科大学院や専門職大学院、技術経営プログラム

など、あらゆる段階における知的財産教育を推進する 

ア）大学や大学院における知的財産教育を支援する 

２００４年度においても引き続き、競争原理に基づいて優れた取組を選定し

財政支援を行う各種のプログラムにおいて、知的財産の分野を支援する。その

上で、国公私立を通じ、知的財産教育に取り組む法科大学院や、知的財産専門

職大学院、更には技術経営プログラムなどにおける優れた取組を促進し、高等

教育機関における知的財産教育を充実させる。 

（文部科学省、関係府省） 

 

イ）法科大学院における知的財産教育を推進する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、法科大学院の教員資格については、法学部の教育

経験にとらわれず、実務経験をも重視して、専任教員に関する審査を行う。 

（文部科学省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、知的財産に重点を置いた法科大学院の設置が可能

となるよう、設置の審査においては、理工系大学を含めて、各大学の創意工夫

に基づく科目の開設や必修単位の設定を尊重する。 

（文部科学省） 

ⅲ）２００４年度も引き続き、各法科大学院の入学者選抜方針に基づく入学試験

における理系出身者への配慮や、法科大学院の学生が他の大学院等における技

術系科目を受講できるようにするといった法科大学院の自主的な取組を促す。 

（司法制度改革推進本部、文部科学省）  

ⅳ）２００４年度に、法科大学院の入学者選抜状況に関する調査分析を行い、そ

の結果を公表して法科大学院にも周知することにより、法科大学院の自主的な

取組を促す。 

（文部科学省）  

ⅴ）２００４年度に、法的素養を有する者が技術的素養を習得して知的財産人材

として活躍できるよう法科大学院と理系大学院との連携を促す。 

（文部科学省） 

ⅵ）２００４年度に開講された法科大学院は、全６８校全てが知的財産法の教育

に取り組んでいるが、２００４年度以降、知的財産に重点を置いた教育を行う

など知的財産法に関する教育を一層充実させる法科大学院の自主的な取組を
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促す。加えて、米国ＬＬＭ（法学修士コース）なども参考にして、知的財産専

門家の教育を充実させる法科大学院の自主的な取組を促す。 

（文部科学省） 

   ⅶ）２００４年度に、弁護士、弁理士その他の社会人が、リカレント教育の一環

として、知的財産についての基本的な知見を習得したり、知的財産についての

より一層専門的な研究を行うために、法科大学院において知的財産法の講義を

受講したり、研究を行うことができるよう、法科大学院の自主的な取組を促す。 

（文部科学省） 

 

ウ）技術経営（ＭＯＴ）プログラムを推進する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、科学技術の事業化を戦略的にマネジメントでき、

国際的にも通用する専門家を養成するため、技術系大学卒、技術者を主な対象

に、文理融合による実践的教育を行うＭＯＴプログラムを実施する各大学の自

主的な取組を促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 

ⅱ）２００３年度には約１，０００人であったＭＯＴプログラムの受講者を２０

０７年度までに年間１万人とすることを目指し、各大学におけるＭＯＴの教育

プログラムの開発支援を行う。その際、技術の標準化や知的財産管理に関する

内容を盛り込むよう各大学の自主的な取組を促す。 

（総合科学技術会議、経済産業省） 

 

エ）知的財産専門職大学院等における知的財産教育を推進する 

２００４年度も引き続き、弁護士、弁理士に限らず、広く知的財産に携わる専

門家を目指す者に対して、実務、ビジネス、知的財産政策、国際面を含めた教育

を施し、知的財産ビジネスを多方面で支援できる知的財産専門家を育成する知的

財産専門職大学院を設置する等大学の自主的な取組を促す。また、その際、将来

における知的財産専門職大学院修了者の多様な活躍に向けて、大学等に対する関

連情報の提供等を行う。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 

 

オ）大学における知的財産教育を推進する 

２００４年度も引き続き、弁護士、弁理士等の高度専門職業人のみならず、企
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業や大学等の知的財産関係者、研究者等に対する知的財産に関する知識の啓発を

図り、学生に対して知的財産の創造や知的財産の尊重等知的財産マインドの醸成

を図るため、学部・学科レベルの優れた知的財産教育を推進する。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

カ）海外の大学等との連携を進める 

知的財産を巡る問題は国際的な色彩を一層強めていることを踏まえ、各国の

知的財産制度などに精通し、国際的にも通用する知的財産人材を育成するた

め、２００４年度から、大学がそれぞれの目的・理念等に応じ、海外の大学等

との連携を進め、海外の知的財産専門家などを活用することを促す。 

（総合科学技術会議、文部科学省） 

 

（３）知的財産教育・研究の基盤を整備する 

①知的財産教育に関する児童・生徒向け教育及び教員向け研修を推進する 

小学校の早い段階からの各段階において、知的財産の創造や知的財産の尊重等

知的財産マインドの醸成を図るため、必要な教育を推進する。このため、特許権

や著作権などの知的財産を尊重する意識を身に付けさせるべく、２００４年度も

引き続き、特許権や著作権などの知的財産教育プログラムを策定するとともに、

学校での知的財産教育を支援するため、初等中等教育向けの教材の作成・提供、

教員向けの研修等の実施や手引書の作成、学校における知的財産教育の具体的手

法の研究開発など、知的財産に関する教育事業を実施する。 

（文部科学省、経済産業省） 

②知的財産研修に必要な講師を養成する 

今後、大学や民間企業など広範な分野において知的財産関連人材の育成のため

の研修等に関するニーズが高まることが予想されているため、２００４年度も引

き続き、最新かつ実践的な情報提供や集中的な研修を実施するなどにより、知的

財産研修に必要な講師を養成する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省） 

 

③ＩＴを活用した人材育成の情報提供手法を確立する 

    ｅラーニングは、いつでもどこでも効率よく自己研鑽を図る手段として、知的

財産の多様な研修機会の提供に資するものであることから、２００４年度から、
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特許庁職員に対する研修から導入を開始し、順次、産官学の人材育成においてそ

の導入を進める。 

（総合科学技術会議、経済産業省） 

 

④知的財産人材の能力評価に関する民間の自主的な取組を推奨する 

    ２００4年度に、知的財産関連人材への動機付けを高めるとともに、そのよう

な人材を求める側のニーズに応えるべく、知的財産に関する実務者や翻訳者など

の能力を評価することによって知的財産人材の育成に資する民間の自主的な取

組みを推奨する。 

（経済産業省、関係府省） 

 

⑤知的財産専門人材のネットワーク構築を積極的に支援する 

    知的財産関連業務は広範にわたっており、一人で全ての専門分野に精通するこ

とは不可能である。広範にわたる知的財産関連業務に迅速かつ的確に対応できる

よう、２００４年度に、知的財産専門人材のネットワーク構築を積極的に支援す

る方策を検討する。 

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

⑥国際的な研究・研修機能を充実させる 

２００４年度も引き続き、アジアの知的財産人材育成の推進、及び我が国の実

務者の国際競争力の向上等を図るため、官民の適切な役割分担の下で、知的財産

研究・研修機能の充実を図る。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

⑦知的財産に関する総合的かつ学際的な研究を推進する 

情報学や環境学の発達によって、情報（ＩＴ）産業や環境関連産業が発達した

ことにかんがみ、２００４年度も引き続き、法学、技術、経済学等の多様なアプ

ローチに基づき、知的財産に関する総合的かつ学際的・横断的な研究を推進する。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

⑧知的財産関連統計の活用を図る 

２００４年度も引き続き、⑦の研究を促進するほか、ユーザーの多様なニー
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ズに対応した政策展開に資するよう、知的財産政策の企画立案の基礎となる知

的財産関連調査統計の幅広い活用を図る。 

（総務省、経済産業省） 

 

２．国民の知的財産意識を向上させる 
 

（１）「知的財産権」「産業財産権」へ用語を統一する 

物を対象とした所有権法とは異なり、知的財産法は情報を対象としており、所

有権法とは異なった情報独自の法体系が必要となりつつある。このことが広く認

識されるよう、法令・条約等において使用されている「知的所有権」という用語

を可能な限り「知的財産」「知的財産権」に統一することとする。このため、２

００４年度も、可能な限り必要な法令及び条約・協定の訳文の改正等を行う。ま

た、日本語が正文の条約・協定については、今後、条約・協定の改正の機会をと

らえ可能な限り改正等を行う。 

また、「工業所有権」に替えて「産業財産」「産業財産権」という用語を２００

４年度も可能な限り使用する。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（２）啓発活動を強化する 

ⅰ）２００４年度も引き続き、児童・生徒、大学生、社会人一般、実務者向けに、

民間の知的財産の専門家をも活用しつつ、それぞれの特性を踏まえた知的財産

に関するセミナーの開催を行うとともに、国民から募ったキャッチフレーズの

キャンペーンを行うなど普及・啓発事業を充実させる。 

（文部科学省、経済産業省） 

ⅱ）２００４年度も引き続き、著作権講習会（一般、都道府県事務担当者、図書

館職員）の開催及び多様な現場からの様々な質問にインターネットを通じて答

えるシステムの構築などの事業を実施する。 

（文部科学省） 
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「知的財産戦略の一年の歩み」
１．創造分野

(1)大学知財本部の整備 ２００３年７月、文部科学省において、大学の知的財産の
管理・活用を戦略的に実施する体制の整備を図るため「大学
知的財産本部整備事業」として３４機関が採択され 「特色あ、
る知的財産管理・活用機能支援プログラム」として９機関が
選定された。

(2)ＴＬＯの整備 大学等の研究成果を企業等に移転するＴＬＯについて、
２００３年度新たに承認TLOが５法人、認定TLOが２法人、
２００４年度にこれまで各１法人が追加されたため、全国
の承認ＴＬＯは３７法人、認定ＴＬＯは６法人となった。

(3)機関帰属を始めとす ２００４年４月に国立大学が法人化したことを受け、各国
る学内ルールの整備 立大学が産学連携の取組や大学の研究成果の運用等を独自の

判断で行っていくため、機関帰属原則の採用をはじめとする
各種のルールが整備されつつある。

(4)大学発特許出願件数 ＴＬＯを通じた大学の特許出願件数及びロイヤリティ収
及びロイヤリティの 入は着実に増加している。
増加 出願件数 ロイヤリティ

2000年度 618 128百万円
2001年度 1,145 300百万円
2002年度 1,335 410百万円
2003年度 1,679 554百万円

(5)「大学知財管理・技 ２００３年８月、大学知的財産本部の参加も可能になる
術移転協議会」の よう、従来の「ＴＬＯ協議会」が改組され「大学知財管理
発足 ・技術移転協議会」が発足した。

(6)職務発明 ２００４年２月、当事者間で契約、勤務規則等の定めによ
り職務発明の対価について定める場合、定める際の手続等を
考慮してその対価を支払うことが不合理と認められるもので
なければその対価を尊重する等の内容を盛り込んだ特許法第
３５条の改正を含む「特許審査の迅速化等のための特許法
等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。

(7)日本版バイドール制 ・委託研究の８８％にバイドール制度が適用（２００２年
度の活用 度 。２００３年度は更なる拡充を実施した。）

・２００４年５月、政府向けコンテンツ（教養又は娯楽の
範囲に属するもの）に係る知的財産権も受託者又は受請
者に帰属させることができる法案「コンテンツの創造、保
護及び活用の促進に関する法律案」が国会に提出された。
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２．保護分野

(1)特許審査迅速化 ２００４年２月、従来技術調査を行う調査機関の公益法
人要件撤廃、実用新案制度の見直し等を内容とする「特許

」審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案
が国会に提出された。

また、特許庁において任期付審査官の大幅増員（平成１
６年度分９８名）等を実施した。

(2)著作権侵害への刑罰 ２００４年３月、著作権侵害の罰金刑や懲役刑の上限を
の強化 引き上げるとともに、これらの併科を可能とする「著作権

法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。

(3)知的財産高等裁判所 ２００４年３月、裁判所の専門的な処理体制を整備する
の設置 観点から、知的財産高等裁判所を創設するため 「知的財産、

高等裁判所設置法案」が国会に提出された。

(4)紛争処理機能の強化 ２００４年３月、知的財産関連訴訟の処理機能を強化す
るため 「裁判所法等の一部を改正する法律案」が国会に提、
出された。
・知的財産事件における裁判所調査官の権限を拡大・明確
化。

・知的財産の侵害訴訟の審理における営業秘密の保護強化
及び侵害行為の立証の容易化。

・特許権等の侵害に係る訴訟と特許等の無効審判の関係の
整理。

(5)模倣品・海賊版対策 ・２００４年２月、輸入者情報等を権利者に通知する制度
の強化 の導入を盛り込んだ「関税定率法等の一部を改正する法

律案」が国会に提出された。当該改正法は、同年３月に
成立し、４月に施行された。

・２００３年８月、外務省において政府開発援助大綱の改
、 、定が行われ 知的財産権の適切な保護への協力等を通じ

。開発途上国の持続的成長を支援することが盛り込まれた
・２００３年１０月のＡＰＥＣ首脳宣言・閣僚宣言におい

て、知的財産権の保護が盛り込まれた。その際、我が国
が提案したＩＰＲサービス・センターの設立、知的財産
権包括戦略が承認された。
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３．活用分野

(1)知的財産を受託可能 ２００４年３月、知的財産権を含めた財産権一般を受託
財産とする等の信託 可能財産とすること、グループ企業内での信託業や承認Ｔ
制度の整備 ＬＯによる信託業を原則自由とすること等を内容とする 信「

託業法案」が国会に提出された。

(2)ライセンシーの保護 ２００４年２月、第三者対抗要件を備えている知的財産
強化 ライセンス契約について、破産法 条（管財人の解除権行59

使）の適用除外とする「破産法」が２００４年５月に成立
した。

(3)日米租税条約の改正 ２００４年３月、知的財産を含む無体財産権の使用料に
ついて源泉地国免税を含む日米租税条約の国会批准・発効
（２００４年７月から源泉徴収される租税について適用開
始）が行われた。

(4)知的財産の情報開示 ２００４年１月、企業の知的財産への取組が投資家等に
の促進 よって適切に評価されるよう、企業による自主的な知的財

産の情報開示のための「知的財産情報開示指針」が策定さ
れた。

(5)知的財産関連情報へ ２００３年度において、意匠公報 英語版 等の提供等DB( )
のアクセスの利便性 のサービスの拡充を行うとともに、特許庁の特許電子図書

（ ） 。の向上 館 の有する特許情報へのアクセス改善を実施したIPDL

、 、(6)地方自治体の取組 知的財産戦略本部の設置後 各地の地方自治体において
地域版知財戦略の策定等の取組が実施された。
○「島根県知的財産活用戦略 （２００３年３月）」
○「福岡県農作物知的財産戦略 （２００３年３月）」
○「中小企業の知的財産活用のための東京戦略」

（２００３年８月）
○「大阪府知的財産戦略指針 （２００４年２月）」
○「あいち知的財産創造プラン （２００４年３月）」
○「大阪市知的財産活用推進計画 （２００４年４月)」
○「北海道知的財産戦略推進方策（仮称 （２００３年度）」
に策定開始（策定中 ））
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４．コンテンツビジネス振興

(1)コンテンツビジネス ２００４年５月、コンテンツの創造、保護及び活用の促
の振興 進に関し、国、地方公共団体及び関係者が、その基本理念

を共有し、一体となって、関連する施策の総合的かつ効果
的な推進を図ることを目的とする「コンテンツの創造、保
護及び活用に関する法律案 （議員立法）が国会に提出され」
た。

(2)音楽レコードの還流 ２００４年３月、我が国の音楽文化の海外普及を積極的
防止措置及び書籍・ に促進するため、日本における販売を禁止した音楽レコー
雑誌の貸与権の付与 ドの海外からの還流を防止するとともに、我が国の出版文

化が衰退することなく発展できるよう書籍・雑誌に貸与権
を付与すること等を内容とする「著作権法の一部を改正す
る法律案」が国会に提出された。

(3)法律家と事業者や創 ２００４年４月、法律家と事業者や創作者との交流活動
作者との交流活動の のため 「エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワー、
奨励・支援 ク」が設立された。

、 、(4)役務取引における優 ２００４年３月 コンテンツ業界の取引適正化のために
越的地位の濫用に関 取引上優越した地位にある委託者が、コンテンツに係る権
する独占禁止法上の 利の譲渡を委託者に事実上強制した場合や一方的に受託者
指針（役務取引ガイ のコンテンツの二次利用について制限等を行った場合等に
ドライン）の改定 は独占禁止法違反となることが公正取引委員会の「役務取

引ガイドライン」に明確化された。

(5)映画等の制作を促進 ２００４年度から、日本政策投資銀行において、コンテ
するための新たな融 ンツ等の知的財産権を流動化する手法を用いた資金調達制
資制度の創設 度（ 知的財産有効活用支援事業 ）が創設された。「 」

(6)大学等におけるコン ２００４年３月、東京大学において「コンテンツ創造科
テンツに関する取組 学産学連携教育プログラム」を公表した（２００４年秋開

講予定 。また、コンテンツに関係する専門人材を育成する）
専門職大学院が本年４月に開校した。

(7)デジタルコンテンツ ２００４年度より、科学技術振興調整費の研究対象課題
やメディア芸術の創 として 「デジタルコンテンツ創造等のための研究開発」を、
造のための研究開発 設定しており、審査の結果、２００４年５月に「デジタル
の促進 シネマの標準技術に関する研究」が採択された。

(8)文化遺産に関するコ ２００４年４月、 国民の貴重な財産である文化遺産の積
ンテンツの作成・流 極的な公開等を促進するため、文化遺産オンラインを一般
通の推進 公開するなど 「文化遺産オンライン構想」を推進した。、
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５．専門人材の育成・普及開発活動

(1)法科大学院の設置 ２００４年４月より全国に設置された６８校の全ての法
科大学院において、知的財産法関連の授業科目が開設。

(2)推進計画の普及啓発 知的財産推進計画について、これまで全国各地で１００
会場以上、約２万人に説明を実施。
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用 語 集 

 

アーカイブ 文書や記録を集積すること 

アクセスコントロール 接続管理 

インセンティブ 動機づけ 

インターネットサービス

プロバイダー 

インターネットへの接続サービスを提供する事業者 

インターンシップ 就業体験 

ウェブ くもの巣状に分散した情報システム 

エクイティ 株主持ち分（＝株主資本）期間内利益に応じて配当が受けら

れるもの 

エンフォースメント 権利執行 

オープンソフトウェアラ

イセンス 

オープンソースソフトウェア（ソフトウェアのソースコード

（人間が読むことができるプログラムの内容）を開示すると

ともに、その自由な複製や改変を認めているもの）に関する

ライセンス（実施許諾） 

ガイドライン 指針 

キャパシティービルディ

ング 

能力構築 

コンテンツ 映画、アニメ、ゲームソフトの著作物等 

グレースピリオド 新規性喪失の例外が認められる期間 

研究ノート 研究者・発明者の研究・開発活動を自らの手で記録するため

のもの。発明日・発明内容・発明者等の立証に必要な証拠書

類にもなる。 

コンサルティング 専門的な助言を与えること 

サーチ 検索 

ジョイント・ディグリー 一定期間に複数の学位を取得できる履修形態 

スキルアップ 技能向上 

スキルマップ 技能案内図 

スピンオフベンチャー 親元企業の従業員が、自らの研究成果等を基にして独立起業

したベンチャー 
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知的財産ポリシー 各大学等で策定する知的財産の取扱に関する基本方針 

知的財産マインド 知的財産を尊重し、関心を持つこと 

ディスカバリー 米国における、法廷外で当事者が互いに事件に関する情報を

開示し収集する手続 

デジタルコンテンツ コンピュータを用いて作成された映像、データベース、ソフ

トウエア等 

デジタルシネマ 

 

映画の撮影から上映までを、フィルムを使わずにデジタルデ

ータで行うこと。  

ネットバンキング インターネット経由で、銀行などの金融機関のサービスを利

用すること 

バイ・ドール制度 政府資金により得られた研究成果の知的財産権を、受託先に

帰属させることができる制度 

パイロットモデル 試験的に作成された雛型 

パテントプール 特許集積 

ファイル交換ソフト インターネットを通じ不特定多数のコンピュータ間でファイ

ル（記録された情報・データのまとまり）を共有するためのソ

フト 

フィルム・コミッション 自治体を中心に設立された野外撮影を誘致・支援する非営利

組織 

フォローアップ 物事や計画の徹底のため、その展開を調査すること 

フレキシビリティ 柔軟性 

ブロードバンド 広帯域・高速の通信の普及で実現される次世代コンピュータ

ーネットワーク 

プロジェクトファイナン

ス 

完成後の施設の稼動による利益で借入れの元利を返済する

事業融資方式 

ポータルサイト インターネット上の総合窓口サイト 

ポストドクター 主に博士課程修了後、引き続き大学等の研究機関で研究業務

に従事する者。任期を付して雇用される場合が多い。 

マーケティング 市場調査 

マッチング 組み合わせること 

モラルハザード 経営倫理の欠如 
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ユーザーインターフェイ

ス 

 

ユーザーへのコンテンツ等の情報の表示方法や、ユーザーか

らのデータ入力方法といった、システム全体とユーザーとの

間のやりとり部分 

ユビキタスネットワーク 「いつでも、どこでも、誰でもアクセスが可能」なネットワ

ーク環境。なお、ユビキタスとは「いたるところに遍在する」

という意味のラテン語に由来した言葉 

ライセンサー 許諾者 

ライセンシー 被許諾者 

ライセンシング 実施許諾 

リカレント教育 社会人が、職場から学習の場に戻って、生涯にわたって繰り

返し学習すること 

ワンストップサービス 窓口一元化 

ＡＳＥＭ アジア欧州会合 

ＡＤＲ 裁判外紛争処理 

ＡＦＩ アメリカ映画協会 

ＡＰＥＣ アジア太平洋経済協力 

Attorney-client 

privilege 

米国における守秘特権 

ＣＳＤＢ 特許庁が保有するコンピュータ関連の審査のためのデータ

ベース 

ＤＲＭ 権利管理システム 

ｅ－ラーニング インターネットなどの利用による教育研修 

ＥＧ細胞 胚性生殖幹細胞 

ＥＰＡ 経済連携協定 

ＥＳ細胞 胚性幹細胞 

Ｆターム 特許審査のための従来技術調査を効率的に行うために、機械

検索用に開発された技術分類 

ＦＴＡ 自由貿易協定 

ＩＥＣ 国際電気標準会議 

ＩＰＤＬ 特許庁の電子図書館 

ＩＳＯ 国際標準化機構 
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ＩＴＵ 国際電気通信連合 

ＪＥＴＲＯ 日本貿易振興機構 

License of Right 実施許諾の意思を登録する制度 

ＬＬＭ 法学修士コース 

ＭＯＴ 技術経営 

ＮＩＨ 米国国立衛生研究所 

ＰＣＴ 特許協力条約 

ＲＩＬＯ 地域情報連絡事務所 

ＴＬＯ 技術移転機関 

ＴＰＲＭ 貿易政策検討制度 

ＴＲＩＰＳ協定 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 

ＵＰＯＶ 植物新品種保護国際同盟 

ＷＣＯ 世界税関機構 

ＷＣＴ 著作権に関する世界知的所有権機関条約 

ＷＩＰＯ 世界知的所有権機関 

ＷＰＰＴ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約 

ＷＴＯ 世界貿易機関 

 




